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熊本地震から５年余りが経過し、国におかれては、この間、

復旧・復興に対する手厚い支援をいただき、改めて深く感謝

申し上げます。これまでに、避難者のうち９９％を超える

方々がすまいの再建を果たされるとともに、阿蘇への主要ア

クセスルートが全線開通するなど、熊本地震からの創造的復

興が着実に進んでいます。 

また、昨年７月の豪雨災害においても、被災地に対する切

れ目のない強力な御支援に、厚く御礼申し上げます。本県は、

「緑の流域治水」という考え方のもと、時間的緊迫性を持っ

て治水対策を進めるとともに、被災された方々に寄り添い、

誰一人取り残すことのないよう全力で取り組んでいます。 

熊本地震や豪雨災害からの創造的復興が着実に進む一方

で、全国的な新型コロナウイルス感染症のまん延長期化は、

県民生活や県経済に深刻な打撃を与えています。このため、

県民の生命と健康を第一に、感染拡大防止と地域経済や県民

生活の回復という２つの目標のベストバランスを追求した

取組みも進めています。 
熊本地震、令和２年７月豪雨、新型コロナウイルスという

３つの困難を乗り越え、本県が掲げる「持続可能な新しいく
まもとの創造」を目指すためには、是非とも更なる国の強力
な支援が必要です。引き続き熊本地震と豪雨災害からの創造
的復興及び新型コロナウイルス感染症の克服に全力で取り
組んで参りますので、国におかれては、次の事項について特
段の配慮をいただきますようお願いします。 
 
令和３年１０月 

 

熊 本 県 知 事   蒲島  郁夫 

             熊本県議会議長     小早川 宗弘 
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熊本地震からの復旧及び創造的復興に向けた支援 

 

【内閣官房、内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題・要望内容等】 

１ 県・被災市町村の負担の最小化・中長期の財源確保のための特別な財政措置の継続 

これまで、激甚災害指定や補助制度の創設、補助率嵩上げ、それらに合わせた地方財政措置の拡

充などの手厚い財政支援を講じていただいた。しかし復旧・復興には長い年月と多額の費用が必要

なため、中長期にわたり安心して事業に取り組むことができる財源の確保が求められる。 

熊本の将来の発展に向けて、創造的復興を加速するため、復旧・復興事業についての継続的な財

政支援をお願いしたい。 

 

 

 

県及び被災市町村が熊本の再生に向け、熊本地震からの復旧及び創造的復興に向けた取

組みを着実に実施できるよう、以下の支援をお願いしたい。 

 

１ 地方の財政負担の最小化と中長期の財源の確保のための特別な財政措置の継続 

 

２ 被災者支援制度の更なる延長等 

（１） 被災者の心のケアを実施するための事業に係る財政支援の継続 

（２） スクールカウンセラーの追加配置に係る財政支援の継続 

 

３ 復旧及び創造的復興の着実な推進のための財政措置等 

（１）復旧事業 

① 南阿蘇鉄道の復旧事業に係る財政支援の継続等 

② 南阿蘇村道栃の木～立野線（長陽大橋ルート）の早期の恒久復旧 

③ 熊本城の復旧事業に係る財政支援の継続 

④  大切畑ダム等の復旧事業に係る財政支援の継続 

⑤ 災害公営住宅に係る家賃低廉化事業に係る財政支援の継続 

⑥ 入札不調の影響で工事が遅れる復旧事業に係る財政支援の継続 

 

（２）創造的復興事業 

①  益城町の復旧・復興を加速させるまちづくり事業（土地区画整理事業、街路事業等）に係

る財政支援の継続等 

② 震災ミュージアムの実現及びデジタルアーカイブの取組みに係る財政支援の継続 

提案・要望事項 
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２ 被災者支援制度の更なる延長等 

 （１）被災者の心のケアを実施するための事業 

  令和３年３月～令和３年６月に実施した心の健康調査では、依然、高度メンタルリスクの割

合が平時の割合より高い状況であり、今後、復興期に見られるはさみ状格差（災害を受け止め

る人々の心理的な落差が時と共にはさみを開くように広がる現象）の進行や住環境の変化によ

り生じるメンタルヘルス課題に中長期にわたり対応していく必要があることから、令和４年度

も、現行の財政支援（国庫補助3/4）をお願いしたい。 

 

 （２）スクールカウンセラー（ＳＣ）の全額国庫補助による追加配置の継続 

ＳＣの配置については、被災した児童生徒等の心のケア等に係る緊急配置の全額が補助対象

となる「災害時緊急ＳＣ活用事業」が平成28年度に制度化され、平成29～令和２年度も補助事

業者として指定された。令和３年度においてもこれまで同様全額国庫補助の維持が決定してい

るが、児童生徒の心のケアを推進していくため、令和４年度以降も引き続き制度を継続し、本

県をその対象として指定をお願いしたい。 

 

３ 被災者支援及び復旧・復興の着実な推進のための財政措置について 

（１）熊本地震からの復旧に係る財政支援の継続 

  ① 南阿蘇鉄道の復旧事業 

   ・ 南阿蘇鉄道については、平成29年度に国の新たな支援制度のもと、令和５年夏までの全線

開通を目指して現在、復旧事業が進められている。 

 ・ 復旧工事に必要な「特定大規模災害等鉄道施設災害復旧費補助」に係る予算額の確保及び

南阿蘇鉄道沿線地域公共交通網形成計画に基づく取組み及び持続可能な公共交通網の構築

についての支援・助言等をお願いしたい。 

 

② 南阿蘇村道栃の木～立野線（長陽大橋ルート）の早期の恒久復旧 

・ 阿蘇地域へのアクセスルートについては、国道57号北側復旧ルート及び現道部を、熊本地

震から４年半という異例のスピードで完成し、昨年10月３日に開通いただくとともに、国道

325号（阿蘇大橋ルート）についても、通常より１年４ヵ月という大幅な工期短縮を図り、

今年の３月７日に開通していただいた。開通１ヶ月後には平日交通量が震災前の水準まで回

復し、周辺の観光施設への来場者も震災前の水準以上となる等、阿蘇地域の賑わいが復活し

ており、この道路の開通は、コロナウイルスや豪雨災害で落ち込んだ本県の観光・経済の再

生への希望の光となるものである。 

・ 引き続き、応急復旧となっている村道栃の木～立野線（長陽大橋ルート）についても、恒

久復旧に向け事業を推進いただきたい。 

 

③ 熊本城の復旧事業 

  ・ 県民の誇りであり、本県のシンボルである熊本城が大きく被災し、復旧のためには、長い

年月と多大な経費を要するとともに高い専門性が必要となる。現在復旧を進めているが、復

旧完了は2037年度となる見込みであることから、熊本城が復旧するまで引き続き復旧に向け

た財政支援をお願いしたい。 
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 ④ 大切畑ダムの復旧事業 

・ 大切畑ダムについては、熊本地震による甚大な被害を受けたが、国からの特段の支援をい

ただき、令和元年度にはダム本体工事に着手するなど、着実に復旧を進めているところ。 

・ 令和６年度供用開始に向け事業を推進する必要があるため、令和４年度以降も引き続き十

分な予算確保をお願いしたい。 

 

  ⑤ 災害公営住宅に係る家賃低廉化事業 

・ 災害公営住宅整備事業については、国からの財政支援をいただき、令和２年３月に12市町

村68団地1,715戸全てを完成することができた。 

・ 入居開始後の災害公営住宅家賃低廉化事業については、通常の公営住宅等整備事業等と同

様に社会資本整備総合交付金事業により財政措置されるが、配分率が低下すると、市町村に

過度な負担が生じる。 

・ また、災害公営住宅建設に係る起債の償還も必要となることから、市町村における財政負

担軽減のため、家賃低廉化事業に係る十分な予算の確保を引き続きお願いしたい。 

 

⑥ 入札不調の影響で工事が遅れる復旧事業に係る予算の確保 

・ 入札不調の影響により工事が遅れる事案について、引き続き予算の確保をお願いしたい。 

・ 平成28年熊本地震により甚大な被害を受けた益城中学校は、復旧完了までに長期間を要し

たが、令和３年６月に復旧工事が完了。 

・ 文部科学省において、事故繰越をしてもなお平成30年度までに復旧完了しない事業に係る

復旧予算は、国の平成30年度補正予算に付替えていただいた。 

・ 令和元年度に入札した災害復旧校舎改築工事及び体育館改築工事が入札不調となった影響

により、仮設校舎の解体撤去工事が事故繰越した令和２年度までに完了していないため、令

和３年度に同工事に係る予算の確保（予算の付替え）をお願いしたい。 

（２）創造的復興に係る財政支援の継続 

  ① 益城町の復興まちづくり事業（土地区画整理事業、街路事業等） 

   ・ 「益城町の復興なくして熊本地震からの復興はない」との考えから、県と町が一体となっ

て復興まちづくりを進めている。 

   ・ 町に代わって県が施行する益城中央被災市街地復興土地区画整理事業（約28.3ｈａ）は、

約６割の仮換地指定が完了し、令和２年６月から造成工事を終えた宅地の引き渡しを進めて

いる。 

・ 令和３年８月までに62画地の引渡しが完了し、うち住宅を建設済み又は建設中が44画地あ

り、被災者の生活再建が進んでいるものの、400画地の宅地引渡しが残る。 

   ・ 益城中央線街路整備事業（県道熊本高森線４車線化、約3.1ｋｍ）は、令和３年８月まで

に延べ1,027ｍの歩道が完成し、復興後の姿が目に見える形となった。 

   ・ 町においても、市街地の緊急かつ健全な復興を図るため、街路事業による幹線道路整備や

都市防災総合推進事業による避難路や避難地等の整備を進めており、さらに、区画整理や４

車線化等で新たに生み出される魅力的なインフラを最大限に活用した“にぎわいづくり”に

ハード・ソフト両面から取り組み、まちづくり会社による「にぎわいの核施設」の整備等を

官民連携して進めている。 

   ・ これらの創造的復興に関する取組みが実現するまでには長い時間を要するうえ、円滑な実

施のために高度な専門的知識や経験も必要とされることから、早急かつ確実に事業を推進す

るため、引き続き、中長期的な予算確保や技術的アドバイス等の地方負担軽減となる支援を

お願いしたい。 
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 ② 震災ミュージアムの実現及びデジタルアーカイブの取組み 

・ 本県では、平成28年熊本地震の記憶や経験、教訓を後世に伝える取組みとして、激烈な地

震により出現した地震断層や被災した建物等を震災遺構として保存しつつ、平成28年熊本地

震の情報や復旧・復興する姿を発信する拠点を整備、活用する震災ミュージアムの実現に向

けた取組みを更に推進することとしている。 

・ デジタルアーカイブについては、全国的にも大規模災害が頻発する中で、熊本地震、令和

２年７月豪雨の経験を本県及び全国の災害対応に役立てるためには、今後も収集した資料の

整理・保存・公開を進めていく必要があることから、地方創生の取組みとして引き続き支援

をお願いしたい。 
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国土強靱化の推進 
 

【内閣官房、内閣府、総務省、財務省、農林水産省、国土交通省】 
 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

近年の気象変動に伴い気象災害が激甚化・頻発化しており、国土の強靱化は喫緊の課題である。 

本県では、平成 28年の熊本地震や令和２年７月豪雨による大規模な災害を経験し、インフラ

の「多重性」と「強靱化」の必要性を痛感。 

これらを踏まえ、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」予算を活用し、国及び

県内市町村と連携して災害の被害を最小限に抑え、迅速な復旧・復興につながる災害に強く安

全・安心な熊本づくりに取り組んでいるところである。 

※令和２年度末には、令和２年７月豪雨で甚大な被害を受けた球磨村を除く全市町村が国土強

靱化に係る各地域計画を策定。 

 

今般、令和３年度から５年間の「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」の決定、

また、「緊急自然災害防止対策事業」の延長により、防災・減災、国土強靱化の取組みを一層加

速化・深化させていくことが可能となり、深く感謝する。 

しかし、想定を上回る災害が頻発している状況にあっては、災害復旧に対応しながら国土強靱

化の取組みも迅速かつ着実に遂行しなければならず、長期的な見通しのもとで継続的に取り組ん

でいくことが必要。特に高度経済成長期に整備された橋梁、トンネル、堤防、農業水利施設等の

老朽化が進行するインフラについては、県が管理する3,605橋梁のうち、早期に補修が必要な橋

梁が139箇所あるなど、今後も老朽化が進行するインフラの計画的な維持修繕や更新、整備のた

めの持続的な予算確保が必要である。 

これらのことから、高度経済成長期に整備されたインフラ等の老朽化対策など、国土強靱化に

向けた対策については、長期的かつ計画的に取り組むことが極めて重要であるため、「防災・減

災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に必要な予算総額を確保するとともに、当初予算に

おいて安定的・継続的に措置いただくようお願いする。 

また、防災・減災、国土強靱化対策を着実に推進するとともに、今後起こりうる大規模災害に

備えるため、地方自治体の支援に大きな役割を担う、国土交通省をはじめとする国の人員体制の

充実・強化を図っていただきたい。 

 

 

 

 国土強靱化対策については、長期的かつ計画的に取り組むことが極めて重要であ

るため、国土強靱化地域計画に基づく対策が確実に実施できるよう、当初予算での

安定的・継続的な予算総額の確保や、国の人員体制の充実・強化をお願いしたい。 

 

提案・要望事項 
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【県管理橋梁の点検結果（判定区分別）】 

（平成26～30年度実施） 

早急に補修が必要な区分Ⅲの橋梁：139橋 

更新済み
【 25】

耐用年数内
【 28】

補修・補強・更新等が
必要な施設
【 83】

20年
未満
【 53】

20-30年
未満
【 38】

30-40年
未満
【 54】

40年
以上
【 22】更新中

40年未満
【 9】

更新中
40年以上
【 14】

更新等が
必要な施設

【 8】

令和3年4月現在

【本県の排水機場の整備更新状況】 

【「３か年緊急対策」に基づく河道掘削・樹木伐採箇所（多良木町・柳橋川）】 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 掘削範囲 
 掘削範囲 

着工前 竣工 
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地方創生の推進 
 

【内閣官房、内閣府、総務省、財務省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 本県は、令和 3年（2021年）3月に「第 2期熊本県まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定

し、併せて「熊本県人口ビジョン」を改訂した。 

また、県内市町村においても、令和 3年（2021年）3月までに、ほとんどの団体が第 2期の地

方版総合戦略の策定を完了している。 

熊本の地方創生を着実に進めていくためには、地方の安定的な行財政運営に必要な一般財源総

額を十分に確保する必要がある。 

 

２ 平成28年熊本地震や令和2年7月豪雨からの創造的復興を含め、本県の地方創生の取組みを着

実に推進するためには、地方創生推進交付金や地方創生関連交付金の長期的な財源の確保が重要

である。 

そのため、地方創生推進交付金等については、国の新たな総合戦略の対象期間（令和6年度（2024 

年度）まで）についても、地方が適切な目標管理の下、創意工夫しながら柔軟に活用することが

できるよう更に自由度の高い制度とするとともに、引き続き十分な予算規模とすべきである。 

併せて、事務手続きの簡素化・合理化、変更申請の運用の更なる弾力化等の取組みを進めるこ 

とが必要である。 

 

３ 真の地方創生を実現するには、国の関与を可能な限り縮小し、地方の権限と責任を拡大する地方

分権改革を進めることが重要である。 

令和４年（2022年）の提案についても、地方創生の推進に必要な事項を広く対象とするとともに、

１ 地方創生の実現に向け、地方がその実情に応じた息の長い取組みを継続的かつ主体的
に進めていくための確実な地方財政措置をお願いしたい。 
また、令和3年度（2021年度）地方財政計画に計上された「まち・ひと・しごと創生

事業費」（1兆円）について、今後も更なる充実・強化を図っていただきたい。 

２ 本県の地方創生の取組みを着実に推進できるよう、地方創生推進交付金や地方創生関
連交付金による強力な財政支援をお願いしたい。 
① 地方創生推進交付金について、さらなる地方創生の実現に向けた取組みの推進を
図るため、令和4年度（2022年度）以降の予算においても着実に措置するとともに、
今後一層の規模拡大を図ること。 

    また、地方の意見を十分に踏まえ、事務手続きの簡素化・合理化、変更申請の運
用の更なる弾力化等の取組みを進めること。 

② 地方版総合戦略に掲げる事業を速やかに実施するために必要な地方創生関連交
付金の予算総額の安定的な確保を図ること。 

３ 地方自治体から地方分権改革に関する提案を募集している「提案募集方式」について
は、地域の実情を理解し提案をできる限り実現していただきたい。 
なお、地方へ事務・権限を移譲する際は、地域における住民サービスが確実に提供さ

れるよう、移譲に伴って生ずる新たな財政需要を的確に把握し、確実な財源措置を講じ
ていただきたい。 

提案・要望事項 
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先行地域における実証制度として地域特性を活かせる手挙げ方式を十分活用するなど、その実現可

能性をより一層高める必要がある。 

特に、提案募集方式は、内閣府との事前相談を通してより具体的な提案が提出されている。提案

の実現に際しては、提案をいかにして実現するかという断固たる姿勢で取り組んでいただきたい。 
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女性の社会参画の加速化 
 

【内閣府、総務省、厚生労働省、経済産業省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

 ○ 本県では、平成26年（2014年）8月、産学官連携による「熊本県女性の社会参画加速化会議」

を発足し、平成 27年（2015年）2月には、都道府県としては初めてとなる「熊本県女性の社会

参画加速化戦略」を策定し、男女が共に働きやすい環境整備などの施策・事業を進めている。ま

た、平成 27年（2015年）9月に施行された女性活躍推進法に基づく「熊本県女性の活躍推進計

画」を平成28年（2016年）3月に策定した。 

○ 上記の計画、戦略に掲げる「県内における事業所の管理職（係長相当職以上）に占める女性の

割合の目標を30％とする」等の成果目標の達成に向け、国の地域女性活躍推進交付金を活用し、

各種取組みを推進している。 

○ しかしながら、同交付金は、制度発足当初と比較し、①国庫負担割合の減少、②事業の一部不

採択（継続的な事業が実施困難）、③事務手続きが煩雑等の理由で、決して利用しやすいものと

なっていない。 

○ そこで、同交付金を地域の実情に合わせて活用しやすいものとするほか、地域独自の施策を継

続的に支援する新たな基金の創設、現在の社会構造に見合った税・年金制度の構築など、国にお

いて積極的に取り組んでいただきたい。 

○ また、女性が輝き、力を発揮できる社会づくりを進めるためには、特に企業や働く男性及び女

性の意識改革を促すとともに、働く環境を改善することが重要である。このことは、地域だけで

なく全国的な課題であることから、これまで以上に国の積極的な取組みをお願いしたい。 

 ○ さらに、新型コロナウイルス感染拡大に伴う女性の経済的困窮や就労問題、ＤＶの増加など、

女性を取り巻く課題解消に継続して取り組んでいただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

女性の社会参画が加速化し、女性が輝いていくためには、男女を問わず、力を発揮でき

る社会づくりが必要である。 

また、女性の社会参画の加速化については、新たな発想によるイノベーションを促し、

様々な分野で経済を活性化させる力につながるものである。 

女性の活躍促進には、安心して子供を育てられる環境づくりなど、その地域の実情に応

じた様々な取組みが必要であるため、地域の取組みを幅広く、継続的に支援する制度の充

実及び、新たな基金の創設等の国の積極的な取組みをお願いしたい。 

 

提案・要望事項 
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地方消費者行政の充実・強化のための安定的かつ継続的な財源措置 
 

【内閣府、財務省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

〇 平成30年度（2018年度）の国の交付金制度改正により、地方消費者行政強化交付金の地方消

費者行政推進事業分（旧地方消費者行政推進交付金）の令和 3 年度（2021 年度）予算額は全国

ベースで約27億円と、制度改正前の平成29年度（2017年度）比で約40％減となっている。 

これに伴い、令和3年度（2021年度）の本県配分額は、平成29年度（2017年度）比で約63％

減となっており、県及び市町村でこれまで同事業によって進めてきた（交付活用期限を残した）

事業については一部中止・縮小を余儀なくされている。 

 

○ 平成30年度（2018年度）に創設された地方消費者行政強化交付金（強化事業分）については、

「対象事業が限定的であること（特に地方消費者行政の根幹である消費生活相談員人件費への活

用ができないこと）」、「活用期間が最長3年間と短いこと」に加え、「平成30年度（2018年度）

は1/2だった補助率が、令和元年度からは一定の要件を満たさない場合には、1/3へと変更とな

ったこと」等により、地方消費者行政の充実・強化を図るには制約の多いものとなっている。 

 

○ こうした状況は、都道府県及び市区町村共通の課題となっており、令和２年度（2020年度）以

降、全国知事会や全国市長会、全国町村会など、全国規模で同様の提案・要望がなされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

消費生活センター・消費生活相談窓口の運営や都道府県及び市区町村の人員確保等、今

後も地方消費者行政を充実・強化できるよう、将来にわたる安定的かつ継続的な財源措置

をお願いしたい。 

なお、地方消費者行政強化交付金（推進事業分）については、活用期限までの所要額の

総額の確保をお願いするとともに、地方消費者行政強化交付金（強化事業分）については、

交付対象の拡充や活用期間の延長など、制度の充実をお願いしたい。 

提案・要望事項 
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（防災駐機場に集結した他県応援ヘリ） 

「九州を支える広域防災拠点構想」の推進 
 

【内閣府、総務省、財務省、国土交通省、防衛省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

熊本県は、「九州を支える広域防災拠点構想」を策定し、先駆的に阿蘇くまもと空港の近接地に、

防災駐機場や備蓄倉庫等の整備を進めていた。このため平成 28 年熊本地震では、防災駐機場は、

他県等からの延べ 150 機の応援ヘリの受入れ拠点として

利用したほか、備蓄倉庫は、物資の集積拠点として使用

するなど、被災地支援の拠点としての役割を担った。 

一方、地域防災の要として機能する必要がある行政庁

舎が被災し、機能低下に陥るなどの課題が明らかになっ

たほか、本県と大分、宮崎を結ぶ国道57号や県道熊本高

森線などの主要な道路が被災したことで、物資などの輸

送は困難を極めるなど横軸の脆弱性が露呈した。 
 

１ 大規模災害に備え、自治体においては計画的に防災・減災対策  
の充実強化を図っていく必要があるため、緊急防災・減災事業債  
の恒久化や、同事業債への対象事業の追加（大規模災害時の緊急 
消防援助隊等の災害対応拠点となる消防本部庁舎や消防学校校舎 
・寄宿舎の整備）など、更なる財政支援の充実・強化が不可欠で 
ある。 
 

２ 九州における政府現地対策本部の設置候補施設に熊本地方合 

同庁舎Ｂ棟が選定されたことから、その機能を果たせるよう災害 

時にも利用可能な同施設と県との通信手段の多重性を確保する 

などの施設整備を早急に行う必要がある。 

また、阿蘇くまもと空港が「大規模な広域防災拠点」として、県境を越える救助活動や広域医

療搬送・物資搬送の拠点としての役割を担っていくため、国としても救援物資や燃料保管施設の

整備などを主体的に行うとともに、被災地の広域的支援体制の整備を図る必要がある。 

 

 

平成 28 年熊本地震の経験により、南海トラフ地震等、近い将来に予想される次の大災

害に備えるため、庁舎の防災機能強化や支援・受援のための防災拠点の充実・強化、並び

に、これらの拠点と被災地とを結ぶ道路整備の重要性を改めて認識した。 

これらを踏まえ、本県が広域防災拠点としての役割を担えるよう、次の施策の推進をお

願いしたい。 

１ 自治体が計画的に防災・減災対策の充実・強化を図れるよう、緊急防災・減災事業債

の恒久化や、同事業債への対象事業の追加（消防庁舎や消防学校の整備）など、更なる

財政支援の充実・強化をお願いしたい。 

２ 政府現地対策本部の設置候補施設とされた熊本地方合同庁舎の必要な施設整備を早

急にお願いしたい。併せて、大規模な広域防災拠点として、国主体による阿蘇くまもと

空港の機能強化や広域支援体制の整備等をお願いしたい。 

３ 大規模災害時に近隣県と相互に支援・受援が速やかに行えるよう、九州の横軸となる

中九州横断道路や九州中央自動車道の早期の整備を図っていただきたい。 

 

提案・要望事項 

（防災拠点としての優位性） 
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さらに、陸上自衛隊と連携した支援活動を効率的に進めるために、隣接する高遊原分屯地との

連絡通路の整備や大型輸送機が駐機可能となるよう分屯地駐機場の強化を図る必要がある。 
 

３ 九州の広域防災拠点としての本県の機能強化を図るうえで、大規模災害時に隣接する大分県や

宮崎県と相互に物資や人員を迅速かつ円滑に輸送するために、九州の横軸となる道路網整備が急

務である。 

  中九州横断道路については、「滝室坂道路」でトンネル工事が促進するとともに、「竹田阿蘇道

路」では現地の測量や調査を実施中である。また、「大津熊本道路」のうち合志～熊本間が昨年

度事業化され、測量調査が進められるなど着実に事業が進捗しており、大津～合志間においても

早期事業化を図り、整備を促進する必要がある。 

九州中央自動車道については、事業中の山都中島西IC～矢部間の整備が促進するとともに、「蘇

陽五ヶ瀬道路」が昨年度事業化され、測量調査が進められるなど事業が進捗しており、矢部～蘇

陽間の早期事業化を図り、全線の早期開通に向け事業を促進する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 県内延長 供用延長 供用率 

大分県 約60㎞ 25.3㎞ 約42％ 

熊本県 約60㎞ 12.0㎞ 約20％ 

提 

九州中央自動車道 

○矢部～蘇陽間・・・・・計画段階評価の早期完了 

及び令和４年度事業化 

○山都中島西 IC～矢部間・・早期整備 

○蘇陽五ヶ瀬道路 ・・・・・事業促進 

中九州横断道路 

 

中九州横断道路 

○九州縦貫道～西環状道路間・・・計画段階評価 

の早期着手 

○大津町～合志市間 ・・・・・・・早期事業化 

○滝室坂道路         ・・・早期整備 

○大津熊本道路（合志～熊本）・・・事業促進 

○竹田阿蘇道路       ・・・事業促進 

九州中央自動車道 

 

阿蘇くまもと空港 

 

 

中九州横断道路の整備効果・供用率 

  

 

 

 

 

 県内延長 供用延長 供用率 

宮崎県 約51㎞ 18.2㎞ 約35％ 

熊本県 約44㎞ 12.6㎞ 約29％ 

 

九州中央自動車道の整備効果・供用率 
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公立社会教育施設の災害復旧等に係る国庫補助制度の創設等 
 

【内閣府、文部科学省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 現行制度及び要望内容 

項  目 現行制度 要望内容 

① 特定地方公共団体の基 

準に該当しない市町村 

の公立社会教育施設に 

対する国庫補助制度の 

創設 

国庫補助制度なし 新たな国庫補助制度の創設 

 

② 特定地方公共団体指定 

の基準となる激甚災害 

法第3条第1項に規定 

される自治体負担額合 

算額の対象事業への公 

立社会教育施設災害復 

旧事業の追加 

 対象外 対象事業への追加 

 

 

２ 要望の詳細 

平成28年熊本地震では公立社会教育施設に甚大な被害が生じたが、現行制度では激甚災害法

に基づく特定地方公共団体の基準に該当しない場合は、被害が生じていても災害復旧補助制度の

適用がなく、自治体負担が大きくなっているため、速やかな復旧が困難な状況が発生した。 

公立社会教育施設は、平成28年熊本地震でも各自治体の指定避難所として活用されるなど地

域で重要な役割を果たしており、地域における防災拠点としての施設の重要性を考えると、今

後の激甚災害においては特定地方公共団体の基準に該当しない市町村でも、被災した施設の確

実な復旧のための支援が必要であるとともに、基準の算定上も公立社会教育施設を公立土木施

設等と同様に取り扱うべきであると考える。 

そのため、①国庫補助制度の創設及び②特定地方公共団体指定の基準となる激甚災害法第３

条第１項に規定される自治体負担額合算額の対象事業への公立社会教育施設災害復旧事業の追

加をお願いしたい。 

 

公立社会教育施設の早期復旧及び復興に向けた支援のため、以下の措置を講じていただ

きたい。 

１ 特定地方公共団体の基準に該当しない市町村の公立社会教育施設に対する新たな国

庫補助制度の創設 

２ 特定地方公共団体指定の基準となる激甚災害法第3条第1項に規定される自治体負担

額合算額の対象事業への公立社会教育施設災害復旧事業の追加 

 

提案・要望事項 
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地方税財源の充実確保 
 

【内閣府、総務省、財務省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

○ 地方が責任をもって地方創生・人口減少対策をはじめ、福祉・医療、地域経済活性化・雇用対

策、人づくり、国土強靱化のための防災・減災事業など、地方の実情に沿ったきめ細かな行政サ

ービスを十分担っていくためには、その基盤となる地方税財政の安定が必要である。 

○ これまで高齢化の進展等に伴う社会保障関係費の増嵩分については、給与関係経費や投資的経

費などの地方の懸命な歳出削減努力により吸収してきたのが実情である。 

○ このような対応が限界に近づいている状況下、平成 28 年熊本地震という未曽有の災害に見舞

われ、さらに、新型コロナウイルス、令和２年７月豪雨災害と、３つの大きな困難に直面してい

る。今後、熊本地震や豪雨災害に係る県債償還が本格化することからも、中期的な財政運営つい

ては、厳しい状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地方一般財源総額の充実確保 
 

２ 持続可能な地方交付税制度の確立 
 
３ 人口増加市町村に対する的確な地方財政措置 
 

４ 偏在性が小さく安定的な地方税体系の構築 

 ① 偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築 

 ② 固定資産税における償却資産課税の現行制度堅持 

 ③ ゴルフ場利用税の堅持 

④ 将来的な自動車関係諸税の見直しの際の地方税財源の確実な確保 

⑤ 収入金額課税制度の堅持 

⑥ 新型コロナウイルス感染症対策における今後の税制措置への対応 
 

 

提案・要望事項 
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１ 地方一般財源総額の充実確保 

  令和３年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、地方一般財源

総額について、「2022年度から 2024年度まで、2021年度地方財政計画の水準を下回らないよう実

質的に同水準を確保する」方針が示された。2022年度以降においても社会保障関係費の財源や臨時

財政対策債の償還財源はもとより、地方が責任を持って、地方創生・人口減少対策をはじめ、地域

経済活性化・雇用対策、人づくり、防災・減災事業など、地方の実情に沿ったきめ細かな行政サー

ビスを十分担えるよう、この方針を堅持し、2022年度地方財政計画に的確に反映し、安定的な財政

運営に必要不可欠な地方一般財源総額を充実確保していただきたい。 

  また、令和２年度から導入された会計年度任用職員制度については、適正な制度運用に必要な人

件費等の財政需要について、引き続き地方財政措置を確実に講じていただきたい。 

 

２ 持続可能な地方交付税制度の確立 

地方交付税については、引き続き、本来の役割である財源保障機能と財源調整機能の両機能が適

切に発揮されるよう、その総額を確保していただきたい。 

また、更なる法定率の引上げを含めた抜本的な見直しを検討し、臨時財政対策債などの特例措置

に依存しない持続可能な制度の確立を目指していただきたい。臨時財政対策債の償還財源について

は、他の財政需要を圧縮することがないよう確実に確保いただきたい。 

 

３ 人口増加市町村に対する的確な地方財政措置 

県全体としては人口減少が進む一方で、大都市周辺で宅地化が進んでいる市町村では人口が増加

しており、これに伴い、保育所や学校の施設整備、予防接種の経費をはじめとする子ども・子育て

支援や道路等のインフラ整備、都市計画に係る経費等に係る財政需要が大幅に増大している。 

このため、人口増やそれに伴う財政需要を的確に反映した地方財政措置を講じていただきたい。 

   

４ 偏在性が小さく安定的な地方税体系の構築 

① 地方法人課税の偏在是正については、大都市に税収が集中する構造的課題に対処する観点等か

ら、令和元年 10 月に地方法人特別税・譲与税制度が廃止され、新たに恒久措置として、特別法

人事業税と特別法人事業譲与税が創設された。 

 特に、地方法人課税の新たな偏在是正措置により生じる財源については、令和２年度地方財政

対策の中で創設された「地域社会再生事業費」について、今後もその全額を地方財政計画に歳出

として計上していただきたい。 

 

② 償却資産に係る固定資産税は、固定資産税が市町村財政を支える安定した基幹税であることか

ら、現行制度を堅持していただきたい。 

また、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置については、新型コロナウイルス感染

症緊急経済対策において令和４年度末まで延長されているため、その期限をもって確実に終了さ

せるとともに、今後、新たな特例措置の創設を行わないようにしていただきたい。 

 

③ ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在地における特有の行政需要に対応していること、また、市町

村にとっても貴重な財源となっていることから、現行制度を堅持していただきたい。 

 

④ 自動車関係諸税については、令和３年度与党税制改正大綱において「その課税のあり方につい

て、中長期的な視点に立って検討を行う」とされているが、今後の検討にあたっては、自動車関
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係諸税が道路ネットワークの改良や維持補修をはじめとする地方の行政サービス提供のために

貴重な財源であることを十分に踏まえ、地方財政に影響を及ぼすことがないよう税財源を確実に

確保していただきたい。 

 

⑤ 収入金額課税は、行政サービスの受益に応じた負担を求める課税方式として、長年にわたり外

形課税として定着し、地方税政の安定化にも大きく貢献するとともに、地方自治体から多大な行

政サービスを受益している大規模施設に対して適切な負担を求める課税方式であることを踏ま

え、今後とも同制度を堅持していただきたい。 

 

⑥ 地方の実情に沿ったきめ細かな行政サービスを担っていくには、その基盤となる地方税財政の

安定が必要であり、地方税の軽減措置等は国の経済対策に用いるべきではなく、今後更に新型コ

ロナウイルス感染症対策として、税制上の負担軽減措置を講じる場合には、その減収額について

は全額国費で補てんし、国の責任において確実に措置していただきたい。 
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外国人材の活躍機会の拡大 
 

【内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

 １ 特定技能外国人の受入れについて 

  特定技能外国人の受入れについては、賃金水準の地域間格差により、外国人材が賃金の高い大

都市や特定の地域へ集中することが懸念される。令和２年度から出入国在留管理庁により全国で

特定技能の在留資格で働きたい外国人と企業とのマッチングイベントが開催されているが、地域

の人材不足に対応し、地域が継続的に発展するために、地域間の偏りを是正する更なる施策を求

める必要がある。 

  また、地域の事業者からは、制度の複雑さ申請手続きに係る負担などについて声が上がってい

るほか、地域によっては要件を満たした住居の確保が困難である場合もあるとの声もあり、特定

技能外国人の活用を促すためには、受入れ要件の柔軟な運用や手続きの明確化・簡素化を図る必

要がある。 

  加えて、送出国側の国内手続き（制度、体制）が未整備のため、受入れ手続きが滞っている面

もあることから、二国間協定の締結や協定締結国における国内手続きの速やかな整備を促す必要

がある。 

なお、特定産業分野の追加に関しては、令和３年６月１５日に改訂された「外国人材の受入れ・

 

１ 特定技能外国人の受入れについて 

特定技能外国人の受入れに当たっては、大都市その他の特定の地域に外国人が集中

することなく、地域の人手不足に的確に対応できるよう、国において実効性のある施

策を講じていただきたい。 

また、特定技能外国人の円滑な受入れを促進するため、外国人材と受入れ機関の双

方が利用しやすい制度となるよう、受入れ要件の柔軟な運用や申請手続きの明確化・

簡素化に努めていただくとともに、二国間の協力覚書の早期締結、送出国に対する国

内手続きの速やかな整備について、働きかけをお願いしたい。 

更には、特定産業分野の追加に関する手続きを明確化し、事業主団体等への周知の

徹底を図るとともに、地方自治体や地域の事業主団体、中小企業等の意見を踏まえ、

柔軟に対応していただきたい。 

２ 技能実習２号移行対象職種・作業の早期追加について 

   技能実習制度における技能実習２号移行対象職種・作業の早期追加に向けて、業界

団体に対する積極的な情報提供と支援の充実をお願いしたい。 

 ３ 多文化共生社会の実現について 

外国人との共生に当たっては、多文化共生に取り組む自治体への財政支援も含め、

日本語教育や外国人が安心して働き生活していくための支援などについて、国が責任

を持って取り組んでいただきたい。 

また、在留外国人の生活に係る一元的相談窓口の円滑な運営のため、必要な財政措

置を継続していただきたい。 

提案・要望事項 
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共生のための総合的対応策（令和３年度改訂）」において、基本的な考え方が示されているが、

深刻化する人手不足に対応するためには、地方自治体や地域の事業者団体、中小企業等の意見を

十分に反映するとともに、分野の追加に係るプロセスを明確化する必要がある。 

 

２ 技能実習２号移行対象職種・作業の早期追加について 

製材業及び漁業（魚類養殖）では、技能実習２号移行対象職種・作業としての認定に向けた各

業界団体での手続き等が進められているが、追加には至っていない。今後、各現場における外国

人材の受入が早期に実施されるよう、外国人技能実習制度における職種・作業の追加に向けて、

積極的な情報提供と受入体制整備等に関する支援の充実を求める必要がある。 

 

 ３ 多文化共生社会の実現について 

外国人との共生に当たっては、多文化共生の実現に取り組む地方自治体への財政措置を含め、

日本語教育や様々な生活支援について、国が責任を持って取り組む必要がある。 

   外国人受入環境整備交付金により設置した一元的相談窓口については、今後も継続して財源確

保が必要である。 
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子供たちの夢を育む教育の推進 
 

【総務省、文部科学省、厚生労働省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 少人数学級によるきめ細かな指導体制の計画的な整備等 
  児童生徒の学力向上及び教員の質の向上のために少人数学級など以下についての改
善等を行っていただきたい。 
① 小学校における 35 人以下学級の段階的な導入による学級数増加に対応するため、
教室の確保等に係る財源を保障し、併せてこれまでと同様の加配は維持しつつ教職員
の定数を改善すること。また、中学校においても全教科で少人数によるきめ細かな指
導を行うことは、学力の向上やいじめ、不登校の早期発見・早期対応につながるため、
計画的に 35 人以下学級を導入するとともに、これに伴う教職員定数を改善していた
だきたい。なお、導入にあたっては、教職員数及び教室の確保等に支障が生じないよ
う今後の見通しを示していただきたい。 

② 特別支援学級の学級編制の標準の引き下げ 
③ 少人数指導に係る指導方法工夫改善加配総数の維持及び通級指導のための加配の
基礎定数化における要件緩和 

④ 小学校英語専科指導に係る加配における指導者や授業時数に係る要件緩和 
⑤ 水産系高校の実習船の船員について標準法の算定の対象とすること 

２ 教職員の働き方改革の推進 
令和２年１月に告示された文部科学省指針に基づき、各教育委員会が上限方針を策定

し、教育職員の業務量の適切な管理及び健康及び福祉の確保に取り組んでいく中、これ
を実現し、より質の高い学校教育を実施できるよう、以下について教職員の定数改善等
を確実に推進していただきたい。 
① 指針が求める「業務量の適切な管理」に当たっては、各教育委員会の業務見直し、
工夫改善だけでなく、在校等時間の上限時間を遵守できる水準まで教職員定数を引き
上げることが不可欠であることから、全国の教職員の在校等時間の実態等を踏まえ、
各校種に係る標準法定数の改善を確実に行っていただきたい。 

② 教職員の負担軽減に資するスクールサポートスタッフ事業については、新型コロナ
ウイルス対応分をはじめ、実態に応じた内容の充実が図られるよう各教育委員会の要
望に沿った財源を確保していただきたい。 

３ 教職員の定年延長に係る見通しの明示 
地方公務員の定年延長に係る法案が本年６月に可決され定年年齢が令和５年度から

段階的に引き上げられることとなったが、今後条例改正や制度の検討を行うにあたり運
用通知や標準法定数の考え方等を早期に示すとともに、施行にあたっては十分な準備期
間の確保を図っていただきたい。また、定年延長により若年者の採用が大幅に抑制され
ることがないよう定数改善を図っていただきたい。 

４ 学校現場における支援体制強化 
被災した児童生徒等の心のケアや学習支援等に係る支援体制の充実のため、児童生徒 

の心のケア、学習支援などに係る教職員の加配措置を引き続き講じていただきたい。ま
た、学校現場における障がい者の雇用促進のため、新たな加配措置など合理的配慮に係
る人員配置を行っていただきたい。 

５ 「特別支援教育支援員」配置のための財源確保等 
発達障がい等の特別な支援が必要な児童生徒の学びを支援するため、小中学校及び高

等学校等に配置している「特別支援教育支援員」の配置に係る予算の拡充をお願いした
い。 

 

提案・要望事項 
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【現状・課題等】 

１ 少人数学級によるきめ細かな指導体制の計画的な整備等 

① 令和３年度から国においては、少人数によるきめ細かな指導体制の計画的な整備のため、義務

教育標準法を改正し、小学校について学級編制の標準を５年かけて学年進行で 35 人に計画的に

引き下げられることになった。 

本県における課題は、中学校の学力が低下している現状があり、学力向上に向けた教育環境の

整備が急務である。特に中学１年生については、不登校や授業についていけない中１ギャップの

解消が必要であり、加えて新型コロナウイルス感染症予防または感染拡大防止のため、ソーシャ

ルディスタンスを確保する必要性もあることから、本県では、国の小学２年生の基礎定数化と同

時に、中学校１年生において、県独自に35人学級編制を導入することになった。 

学校が抱える様々な課題（学力向上、働き方改革、新型コロナウイルス感染症対策等）を解決

し、教員が子供たち一人一人と向き合う時間を確保して教育の質を向上させるためには、35 人

以下学級の推進が効果的であると考えることから、中学校においても、学級規模の適正化に向け

た定数改善をお願いしたい。 

さらに、少人数学級編制においては、学級数増加に伴い、十分な教室数が必要となることから、

教室確保等、学校施設の整備に対して十分な予算措置をしていただくようお願いしたい。 

② 本県では、特別支援学級の学級数が年々増加していることから、教職員数の増員が必要であり、

より充実した指導ができるよう、特別支援学級の学級編制の標準の引き下げについてお願いした

い。 

③ 本県では指導方法工夫改善加配を活用した指導を行っているが、同加配の一部基礎定数化にあ

たり、本県では、基準に満たない200人未満の小規模な小・中学校が全体の約６割を占めている。

そのため、今後基礎定数化が進むことで加配数の減少が想定されることから、加配総数の維持を

お願いしたい。 

また、障がいに応じた通級指導加配の基礎定数化においても、小規模校が多い本県では、広範

囲の小・中学校を担当することになるなど、配置数の減少等により支援ニーズに的確に対応でき

なくなるおそれがあることから、これら基礎定数化の要件の緩和をお願いしたい。 

６ 高等学校における通級による指導の実施に係る教員の加配 
高等学校における通級による指導の充実のため、各都道府県からの申請数に応じた専

任教員の加配をお願いしたい。 
７ 医療的ケアが必要な児童生徒が在籍する学校における看護師配置のための財源確保 

医療的ケアが必要な児童生徒が安全に安心して学校で教育を受けることができるよ
う、特別支援学校等に配置している看護師の配置に係る予算の拡充をお願いしたい。 

８ 医療的ケアが必要な児童生徒が在籍する学校における看護師配置の人材確保のため
の制度改正 
学校に配置する看護師の確保に大変苦慮していることから、訪問看護ステーション看

護師の居宅以外の場所における訪問看護ができるよう、制度改正についての検討をお願
いしたい。 

９ 教育支援センターにおける相談・支援体制強化のための財源確保 
不登校等の児童生徒に対するきめ細かな支援を行うため、「教育支援センター」の設

置・機能拡充に係る現在ある補助制度の補助率の引き上げをお願いしたい。 
10 中学校夜間学級（夜間中学）設置への支援等 

教育機会確保法等に基づく夜間中学の設置に当たり、設置に係る予算補助の拡充及び
事業期間延長をお願いしたい。 
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④ 小学校英語教育の専科指導に係る加配要件として、高い英語力が求められているため、人材

確保が容易ではない。また、専科教員１人あたりの担当授業時間数が24時間以上という要件か

ら、小規模校を多く有する本県においては、十分に配置できない状況である。同加配について

も要件の緩和をお願いしたい。 

⑤ 本県の天草拓心高等学校には、水産系の実習船「熊本丸」（495ｔ）に乗船する船員が18名い 

るが、当該職種は標準法算定の対象外である。公立の水産・海洋系高等学校は全国37都道府県

に 46校、このうち熊本丸規模の中・大型クラスの実習船が 28隻確認されるなど全国的な教育

活動であり、船員の人材不足が激しい日本全国の水産・船舶業界に貴重な人材を供給している。

このような社会的役割を考慮し、当該船員職について新たに標準法の算定対象としていただき

たい。 

 

【参考】特別支援学級数の推移 （単位：クラス） 

※熊本市を除く。 

 

２ 教職員の働き方改革の推進 

① 令和２年１月に告示された文部科学省指針に基づき、本県及び県内各市町村教育委員会におい

て教育職員の在校等時間の上限等に関する「上限方針」を定め、教育職員の業務量の適正な管理

等に取り組んでいるが、令和２年度の本県教育職員の調査では、小中、高校、特別支援学校の全

体で、月45時間超が29.2％、うち月80時間超が6.0％であり、今後、指針が定める上限時間の

範囲内としていくためには、業務見直しだけでなく教職員の配置増などマンパワーの充実が不可

欠である。 

指針第５（５）「文部科学省の取組について」において、「学校における働き方改革を進める上

で前提となる学校の指導及び事務の体制の効果的な強化及び充実を図るための教育条件の整備

を進めること」とあり、教職員の定数改善はこれに他ならないことから、各教育委員会に取組み

を求める前提として確実に実施していただきたい。 

② また、小中学校に配置するスクールサポートスタッフについては、教職員の負担軽減に寄与し

ているが、当事業は、例年、要望に対する内示減が続いており、令和２年度分は、新型コロナウ

イルス感染症対応分については要望額分の交付を頂いたものの、令和３年度当初予算は要望額に

対しては内示減であった。上記指針第５（５）に基づき、確実に措置いただきたい。 

 

【参考】令和２年度の本県の教職員の在校等時間の状況 

 月４５時間超 うち月８０時間超 

県立高・中学校 （５０校） ３４．４％ ８．２％ 

県立特別支援学校（１８校） １３．１％ １．２％ 

市町村立小学校（２４１校） ２９．４％ ２．６％ 

市町村立中学校（１１５校） ５０．９％ １１．０％ 

      計 ２９．２％ ６．０％ 

 

 

 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

小学校 491 514 532 565 594 616 655 715 737 752 

中学校 201 215 229 240 250 253 256 261 285 307 

合 計 692 729 761 805 844 869 911 976 1022 1059 
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３ 教職員の定年延長に係る見通しの明示 

地方公務員の定年延長に係る法案が本年６月に可決され、令和５年度から施行されることとなっ

たが、国家公務員には教育職の俸給表がないなど、公立学校の教職員のモデルとなる職種が国家公

務員にはない状況にある。 

今後、任命権者である都道府県・政令指定都市で条例改正及び制度の検討を行うにあたり、運用

通知・条例（例）や標準法定数の考え方などを早急に示していただきたい。 

また、今後 10 年間で段階的に定年が延長されていくが、定数が一定であれば、その翌年度の新

規採用者数は大幅に減少することとなり、教育現場の組織活力が減少するおそれがある。 

このような事態を緩和し、定年の引上げ期間中も新規採用を計画的に継続していくことができる

よう、定数改善の見通しを示していただきたい。 

４ 学校現場における支援体制強化 

熊本地震からの教育の復旧・復興に向け、平成30年度（2018年度）以降、毎年熊本県全体で42

人分の加配の予算措置をいただき、児童生徒の心のケアや学習支援など、被災地域の学校運営に支

障がないよう、教諭等を配置し、少人数指導やティーム・ティーチングによる授業等を行い、児童

生徒が授業に集中して取り組むことができるようになった。また、養護教諭を配置し、ＳＣとの連

絡調整を行うことができた。 

令和３年度（2021年度）も、熊本県全体で 42 人（教諭 33 人、養護教諭７人、栄養教諭１人、

事務職員１人）の加配措置をいただいた。 

教育の復旧・復興を成し遂げていくためには、今後も引き続き、各市町村からの要望に応じた被

災児童生徒に対する学習支援等のための教職員の加配が必要不可欠であり、来年度以降も引き続き

支援をお願いしたい。 

また、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 135号）に基づき、学校事務の職

種で障がい者の採用を進めているが、少数配置という学校現場の特殊性の中で、障がいの種類を問

わず雇用を促進していくために、新たな加配措置など合理的配慮に係る人員配置を行っていただき

たい。 

 

５ 「特別支援教育支援員」配置のための財源確保等 

発達障がい等の障がいのある児童生徒を含め、小中学校の通常の学級や高等学校に在籍する特別

な支援の必要な児童生徒への支援を行うため、市町村や県では、「特別支援教育支援員」を配置し

ている。 

本県でも、発達障がいのある児童生徒が急増しており、きめ細かな支援を行うためには、特別支

援教育支援員の増員が必要である。特別支援教育の充実のため、予算の拡充を引き続きお願いした

い。 

 

【参考】 小・中学校の特別支援学級在籍者数 

内容 ＼ 年度 平成22年度 令和２年度 増加率 

在籍者数 2,303人 4,239人 1.84倍 

  

発達障がいの診断があり通常学級に在籍している児童生徒数 

内容 ＼ 年度 平成22年度 令和２年度 増加率 

小学校 1,067人 1,672人 1.57倍 

中学校 292人 739人 2.53倍 

高等学校 80人 582人 7.28倍 
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６ 高等学校における通級による指導の実施に係る教員の加配 

小中学校等では、通常の学級、通級による指導、特別支援学級といった、「連続性のある多様な

学びの場」で障がいのある児童・生徒への指導・支援が行われている。 

本県では、平成30年度（2018年度）から、専任教員の加配により高等学校における「通級によ

る指導」を開始し、対象生徒のコミュニケーション力や感情を調整する力の向上などの他、指導に

当たる教師の指導力の向上、その他の教師の特別支援教育に関する理解の深まりが見られている。

特に、生徒からは、「授業が楽しい。」「苦手なことについてきちんと学ぶことができるようになっ

てきた。」「友達がいっぱいできた。」など、とても前向きな感想が挙げられるなど、確実な成果が

認められており、申請数に応じた専任教員の加配をお願いしたい。 

 

７ 医療的ケアが必要な児童生徒が在籍する学校における看護師配置のための財源確保 

本県では、特別支援学校に在籍をする医療的ケアが必要な児童生徒が増加傾向にあり、それに伴

い必要看護師数も増えている。また、高等学校にも医療的ケアが必要な生徒が在籍をするようにな

るなど、今後も特別支援学校だけではなく高等学校においても看護師の配置が必要になることが想

定される。 

今年６月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が制定されたことを受け、 

今後、医療的ケアのより一層の充実を図るため、学校への十分な人数の看護師配置が必要である。 

そのため、各学校においては安全に医療的ケアができ、家庭においては保護者が安心して学校に

送り出すことができるよう、医療的ケアのための看護師配置事業の補助金について、予算の拡充を

引き続きお願いしたい。 

【参考】県立特別支援学校看護師配置校数、看護師数（１人６時間勤務で換算した人数）等の推移 

年度 配置校数 看護師数 対象児童生徒数 予算額（千円） 

Ｈ１４ ３ ４ １４ 18,068 

Ｈ１５ ４ ６ ２０ 17,054 

Ｈ１６ ６ ９ ３４ 24,783 

Ｈ１７ ６ ９ ３５ 22,846 

Ｈ１８ ６ ９ ３５ 22,145 

Ｈ１９ ６ ９ ３７ 21,158 

Ｈ２０ ６ ９ ３５ 21,158 

Ｈ２１ ７ １０ ４０ 22,508 

Ｈ２２ ６ １０ ４１ 22,543 

Ｈ２３ ６ １０ ４０ 22,288 

Ｈ２４ ７ １１ ４３ 24,674 

Ｈ２５ ７ １２ ４６ 26,412 

Ｈ２６ ８ １６ ５６ 35,555 

Ｈ２７ ７ １６ ５３ 36,016 

Ｈ２８ ７ １６ ５３ 36,050 

Ｈ２９ ７ １７ ６４ 38,290 

Ｈ３０ ７ ２０  ６８ 46,294 

Ｒ０１ ６ ２０  ６７ 48,331 

Ｒ０２ ６ ２２．５  ７６ 56,512 

Ｒ０３ ７ ２４  ７７ 83,007 

※Ｒ３年度は、高等学校１校に医療的ケアが必要な生徒が１人在籍するため、上記の人数に加

え、１人の看護師を配置している。 

※Ｒ３年度は、人工呼吸器装着児童が３人在籍しているため、上記の人数に加え、３人の看護

師を配置している。 



24 

８ 医療的ケアが必要な児童生徒が在籍する学校における看護師配置の人材確保のための制度改正 

  本県は、学校における医療的ケアのため、地域の医療機関に事業委託を行い、学校へ看護師派遣

を行っているが、慢性的な看護師不足の影響から受託医療機関が見つからない地域があり、やむを

得ず、看護師人材派遣会社に委託を行っている状況がある。 

  地域の医療機関と委託契約を結ぶ場合は、学校、看護師、派遣元の医療機関（医療的ケアの指導

医を兼ねる）の連携を密に図ることができるが、看護師人材派遣会社から派遣を行う場合、地域の

医療機関に指導医を依頼するため、学校、看護師、指導医との連携が困難である。安全で安心な医

療的ケアの実施に向け、学校、看護師、派遣元の医療機関との連携が密にとれる体制作りをする必

要がある。 

そこで、看護師不足の課題解決と学校、看護師、医療機関との連携充実に向け、当該事業の委託

先として、普段から地域の医療機関と連携して業務を行っている訪問看護ステーションを活用する

ことで体制整備を図りたい。しかし、現行の医療保険制度では「居宅以外での訪問看護」は保険適

用外であるため、訪問看護ステーションから学校等への訪問看護師派遣が保険適用となるよう制度

の見直しをお願いしたい。 

 

９ 教育支援センターにおける相談・支援体制強化のための財源確保 

 本県では、令和３年９月末時点で熊本市を含む４５市町村中、２４の市町村に教育支援センター

が設置されており、設置数は、３５となっている。このうち、平成２８年度から国の委託事業（令

和２年度からは補助事業）を活用して、これまでに６つの市町村が教育支援センターを新規に設置

している。 

  今後も、未設置市町村のうち、特に不登校児童生徒数が多く、かつ出現率が高い市町村への早期

設置の働きかけや単独市町村での教育支援センター設置が難しい市町村に、隣接市町村との合同設

置の検討を促すなど相談・支援体制強化を進めていく。 

一方で、教育支援センターの新規設置や設置後の安定した運営のためには市町村への支援が必要

であることから、必要な財源の確保のため、補助率（１／３）の引き上げをお願いしたい。 

 

10 中学校夜間学級（夜間中学）設置への支援等 

本県では、平成２７年度から平成３０年度まで夜間中学設置の検討を進めていくに当たり、国の

事業「夜間中学の設置推進・充実事業」を活用し、ニーズ把握の在り方等について検討してきた。

今後、設置準備を進めるに当たり、実際に入学対象者となる方々のニーズ等について、より詳細に

把握する必要があり、設置準備に係る経費及び開校することになった場合の円滑な運営経費につい

ての財源の確保も必要である。 

そのため、文部科学省事業である夜間中学新設準備・運営補助（補助事業）について、以下のと 

おり見直しをお願いしたい。 

・新設準備（２年）、運営（３年）の期限付き（令和８年度まで）を見直し、今後５年の間に開

設する学校については、開設前後の５年間を補助対象にすること 

・補助率（１／３）の割合を引き上げること 

・年間学校運営費を補助すること 
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子供たちの夢を拡げる教育の推進 

【文部科学省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 高度な知識・技能や国際的素養を身に付けた人材の育成 

（１）指定校の継続及び事業費の確保について 

    本県ではＷＷＬコンソーシアム構築支援事業のカリキュラム開発拠点校、ＳＳＨ、ＳＧＨネ

ットワーク参加校、地域との協働による高等学校教育改革推進事業等の指定校を「熊本県スー

パーハイスクール」と位置付け、合同研究発表会や教員向けの研修を行い、特に「探究活動」

の充実における先導役となっている。今後、ＣＯＲＥハイスクール・ネットワーク事業及びマ

イスター・ハイスクール事業についても同様に位置付ける予定である。 

指定校による合同研究発表会には、県内外の高校生や教員も見学に訪れており、複数の指定

校による多様な取組みの効果が、その他の高校へも波及するなど、指定校は、本県全体の教育

 

英語教育・キャリアサポートの充実による地方創生に資する人材の育成、地域の特色を

活かした魅力ある学校づくり、ＩＣＴ教育による学力向上・学校の活性化など『子供たち

の夢を拡げる教育』を推進するため、次の支援策等をお願いしたい。 

 

１ 高度な知識・技能や国際的素養を身に付けた人材の育成 

（１）「スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）」の事業について、指定の継続、指

定枠の拡大及び十分な事業費の確保をお願いしたい。 

（２）また、新規事業である「ＣＯＲＥハイスクール・ネットワーク事業」及び「マイ

スター・ハイスクール事業」についても、指定枠の拡大と事業費の確保、加配措置

をお願いしたい。 

２ キャリアサポートに係る事業費の確保 

高校生キャリアサポート事業及び熊本県特別支援学校キャリアサポート事業に伴う

「教育支援体制整備事業費補助金（補修等のための指導員等派遣事業）」に関し、交付

申請に応じた十分な事業費の確保をお願いしたい。 

３ ＩＣＴ環境整備に係る財源の確保及び財政支援  

（１）学校におけるＩＣＴ環境の整備完了後も持続的にＩＣＴ機器が活用できるよう、

機器の保守管理や端末更新の費用及びＩＣＴ支援員の配置について、継続かつ十分

な財源の確保をお願いしたい。 

加えて、デジタル教科書をはじめとした学習用ソフトウェア等の導入など、ＩＣ

Ｔ活用に必要不可欠な費用についても財源の確保をお願いしたい。 

（２）学校が取り扱う電子情報の保全のため、「教育情報セキュリティポリシーに関す

るガイドライン」に示されたセキュリティ対策の技術的対策を計画的に推進するた

めに必要な経費については、補助制度の創設等の財政支援をお願いしたい。 

４ 国際バカロレア教育に係る財政支援及び加配措置 

（１）国際バカロレア認定に関し、申請及び認定後のプログラム運営に係る財政支援を 

お願いしたい。 

（２）国際バカロレア認定後の学びの効果を最大限発揮するため、加配措置をお願いし 

たい。 

 

提案・要望事項 
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の中心的役割を担っている。そのため、現在の指定校の指定の継続と、更なる指定枠の拡大、

これらの先進的な取組みが可能となるよう十分な事業費の確保が必要である。 

なお、本県の指定校のなかには、委託費が前年度と比較して減額されている学校もあり、研

究を進める上で影響が生じているため、指定校に係る事業費の確保も併せてお願いしたい。 

 

   ○事業費及び本県指定校の推移 

主な事業名等 
R1年度当初予算 

※熊本県配当 

（熊本県指定校数） 

R2年度当初予算 

※熊本県配当 

（熊本県指定校数） 

R3年度当初予算 

※熊本県配当 

（熊本県指定校数） 

スーパーサイエンスハイスク

ール（ＳＳＨ）事業 

2,219百万円 

※32.5百万円 

（4校） 

2,219百万円 

※30百万円：4校分 

（4校） 

2,251百万円 

※36.5百万円（5校） 

ＣＯＲＥハイスクール・ネットワ

ーク事業 
  

210百万円 

※14百万円：1構想分 

マイスター・ハイスクール事

業 
  

210百万円 

※12百万円（1校） 

 

２ キャリアサポートに係る事業費の確保及び事業の継続について 

本県では、「高校生キャリアサポート事業」により、就職希望者の多い高等学校に「高校生キ

ャリアサポーター」10 人、県外就職者の多い工業関係高等学校に「熊本しごとコーディネータ

ー」10人それぞれ配置し、「熊本県特別支援学校キャリアサポート事業」により、特別支援学校

に特別支援学校キャリアサポーターを３人配置している。 

「高校生キャリアサポート事業」では、企業訪問による企業情報の収集、インターンシップ受

入先の新規開拓、早期離職防止のための就職後の定着指導等を行い、県内就職率の向上や生徒の

多岐にわたる進路希望の実現及び社会と連携したキャリア教育の推進につなげている。特に、工

業関係高校の県内就職率は、他学科に比べて県外流出が顕著であるが、「熊本しごとコーディネ

ーター」配置前の平成２７年度の卒業生と比較し、令和２年度の卒業生は 13.1ポイント上昇し

ており、配置の成果が得られている。 

令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による求人数の減少や、採用選

考スケジュールの１か月後倒しによる就職活動期間の長期化に対応し、生徒に寄り添ったこまや

かな支援を行うため、これまで４月～12 月末であった高校生キャリアサポーターの任期を３月

末まで延長措置を行った。任期延長分の経費については、これまでの「教育支援体制整備事業費

補助金（補修等のための指導員等派遣事業）」に加え、「コロナ対応地方創生臨時交付金対象事業」

により全額補助をいただいている。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による求人数減少等の高校生の就職に与

える影響は令和３年度以降も続くことが懸念されるため、事業の継続はもとより更なる拡充が必

要である。 

「熊本県特別支援学校キャリアサポート事業」では、県内の特別支援学校高等部在籍者数が過

去10年間（平成23年度～令和２年度）で約1.3倍に増加している中、キャリアサポーターが中

心となって、新たな現場実習先や就職先の開拓等の就職支援を担っている状況である。特に知的

障がい特別支援学校在籍者数は過去10年間（平成22年度～令和元年度）で約1.5倍に増加して

おり、それに伴い、一般企業への就職者も約2.2倍に増加している。これに対して、現在、３人

のキャリアサポーターで県立特別支援学校 18校の就職支援を担っている。令和３年４月には新

しく２校の特別支援学校が開校となり、今後、キャリアサポーターの増員等による就職支援体制
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の充実が急務である。また、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、生徒

一人一人の卒業後の進路保障を行うため、５月～２月末までであったキャリアサポーターの任期

を３月末まで延長する措置を講じた。 

このような若者の地元定着や障がいのある生徒の自立と社会参加は、国が推進する「地方創生」

及び「共生社会」の実現につながり、本事業はその具現化に大きな役割を果たしているため、今

後も事業を継続するための十分な事業費の確保が必要である。 

平成 29年度までは、「教育支援体制整備事業費補助金（補修等のための指導員等派遣事業）」

により事業費の３分の１の交付を受けていたが、平成30年度は申請額の約８割、平成31年度に

約７割、令和２年度は約4.5割、令和３年度は約３割まで縮減されたことにより、本事業を実施

する上で大きな影響が生じているため、事業費の確保が重要な課題となっている。補助の交付額

を以前の３分の１まで回復することを強く要望するとともに、今後の事業の継続も引き続きお願

いしたい。 

 

本県高校生キャリアサポート事業費及び熊本県特別支援学校キャリアサポート事業費の推移 

小事業名 

H30年度当初予算 

※交付額 

（配置数） 

R1年度当初予算 

※交付額 

（配置数） 

R2年度当初予算 

※交付額 

（配置数） 

R3年度当初予算 

※申請額 

（配置数） 

※交付額 

（交付額－申請額） 

高校生キャリアサ

ポート事業 

18,073千円 

※4,452千円 

10(人) 

16,036千円 

※3,762千円 

10(人) 

21,772千円 

※2,903千円 

10(人) 

22,753千円 

※6,593千円 

10(人) 

 

※2,168千円 

-4,425千円 

熊本しごとコーデ

ィネート事業 

26,460千円 

※6,109千円 

    10(人) 

26,519千円 

※5,116千円 

10(人) 

30,166千円 

※3,989千円 

10(人) 

31,254千円 

※9,000千円 

10(人) 

 

※2,957千円 

-6,043千円 

高校生キャリアサ

ポート事業（感染

症対策） 

   

8,883千円 

※2,584千円 

10(人) 

 

※848千円 

-1,736千円 

特別支援学校キ

ャリアサポート

事業 

※特別支援学校 

就職支援（R2年

度まで） 

7,209千円 

※1,367千円

3(人) 

7,224千円 

※1,504千円

3(人) 

8,391千円 

※1,128千円 

3(人) 

8,917千円 

※2,608千円 

3(人) 

 

※857千円 

-1,751千円 

特別支援学校キ

ャリアサポート

事業（感染症対

策） 

   1,476千円 

※433千円 

3(人) 

 

※142千円 

-291千円 

計 

51,742千円 

※11,928千円 

23(人) 

交付申請額の64.5% 

追加交付後82.2% 

49,779千円 

※10,382千円 

    23(人) 

交付申請額の59.5% 

追加交付後68.7% 

60,329千円 

※8,020千円 

    23(人)  

交付申請額の45.9% 

追加交付後100% 

73,283千円 

※21,218千円 

    23(人) 

 

 

※6,972千円 

-14,246千円 

交付申請額の32.9% 

 

 ※H28年度、H29年度までは申請額と同等額が交付されている。 
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３ ＩＣＴ環境整備に係る財源の確保及び財政支援 

（１）学校におけるＩＣＴ環境の整備については、地方財政措置（教育のＩＣＴ化に向けた環境整

備５か年計画（2018～2022年度））がなされ、また、令和２年度に義務教育課程において、国

庫補助制度の前倒しにより、端末等のＩＣＴ機器の整備がほぼ完了したが、ＩＣＴ機器の活用

に当たってはメンテナンスや回線費など多大で長期的な財政負担が生じ、また、端末の更新時

期における国の支援方針が明確でないことから、財政力が大きくない市町村からの要望が多い

状況である。 

   更に、今年８月に「学校教育基本法施行規則」の一部が改正され、ＩＣＴ支援員の配置が明

確に位置づけられるなど、学校におけるＩＣＴ活用を着実に推進する上でＩＣＴ支援員の配置

の重要性が増しており、今後も継続的に財政支援をお願いしたい。 

なお、教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画（2018～2022年度）の見直しがなされて 

いるが、その詳細が不明であり、早急に地方に詳細を示していただきたい。 

加えて、デジタル教科書をはじめとした学習用ソフトウェア等の導入やＬＴＥ端末の通信費

用など、ＩＣＴ活用に必要不可欠な費用についても財源の確保をお願いしたい。 

（２）「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に示されたセキュリティ対策のう

ち、校務系と学習系のネットワークの分離やクラウド活用などの技術的な対策は、設備投資や

システム運用に多大の財政負担が生じる。そのため、都道府県及び市町村の財政負担を軽減す

る補助制度の創設等の財政支援が必要である。 

 

４ 国際バカロレア教育に係る財政支援及び加配措置 

国では、「成長戦略 2021」（令和 3年 6月閣議決定）において、国内における国際バカロレア

認定校等を2022年度までに200校以上にすることを目標としている。 

（１）本県では、グローバル人材の育成を目指し、探究活動を核とした学習活動を行う国際バカロ

レアの認定に向けた取り組みを行っている。併設型中高一貫教育校である県立八代中学校・八

代高等学校を対象校として、令和６年度にミドル・イヤーズ・プログラム、令和７年度にディ

プロマ・プログラムの候補校申請を予定している。 

認定校になるまで通常２～３年を要するとともに、プログラムを効果的に実施していくため

の人材の確保や育成、施設・設備の整備に当たって、厳しい財政状況の中、その費用負担が課

題となっている。 

＜主な費用＞ 

・国際バカロレア機構への申請費、年会費（年間２００～３００万円程度） 

・指導資格取得のための研修会への参加費用（１人約２０万円程度） 

・県民等への周知活動 

・施設・設備の整備費 

（２）探究活動を核とした双方向、協働型の授業を特色とする国際バカロレア教育の効果を発揮す

るためには、コーディネーターの配置及び外国人講師を含む教職員の確保が不可欠であること

から、国際バカロレア認定校に対する加配措置をお願いしたい。 
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子供たちの夢を支える教育環境の整備推進 
 

【総務省、財務省、文部科学省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全・安心して学ぶことができる学校づくり、学習・生活の場である学校施設の安全性・

機能性の確保、多様な教育ニーズに的確に対応するための教育環境の整備など『子供たち

の夢を支える教育環境の整備』を推進するため、次の支援策等をお願いしたい。 

 

１ 公立学校施設整備等に係る財源の確保及び財政支援 

（１）公立学校施設の整備について、各設置者が、老朽化対策に係る長寿命化改良事業や

環境改善のためのトイレ改修及びバリアフリー化工事などの各種事業を計画どおり

に進めることができるよう、来年度当初予算において必要な予算を確保するととも

に、実情に見合う補助単価の引上げなど、十分な財源措置をお願いしたい。 

（２）県立学校施設の約７割が築３０年以上経過しており、長寿命化改良事業の適正な推

進に期間を要するため、令和３年度までとなっている公共施設等適正管理推進事業債

の期間を延長するとともに、地方財政措置の拡充をお願いしたい。 

（３）人口急増地域等における公立学校施設の新増築に係る負担割合の引上げや地方財政

措置の充実をお願いしたい。 

（４）３５人学級編制に対応するための教室確保に伴い施設の新増改築等が必要な場合

は、地方負担が生じないよう、国の責任において十分な支援策をお願いしたい。 

２ 特別支援学校の教育環境整備 

特別支援学校の教室不足の解消に向けて、新設校２校（「鏡わかあゆ高等支援学校」

及び「かもと稲田支援学校」）の整備に続き、既存の特別支援学校の整備等を行うため、

学校施設環境改善交付金の十分な予算の確保をお願いしたい。 

３ スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー活用に係る予算の確保 

いじめ・不登校等の未然防止とその解消、新型コロナウイルス感染症の不安等への対

応や７月豪雨災害等で被災した児童生徒等の心のケアを行う「スクールカウンセラー活

用事業」とともに、福祉や医療等の関係機関と連携し、児童生徒の家庭環境改善等を支

援する「スクールソーシャルワーカー活用事業」については、依然として学校等のニー

ズが高いことから、本県の実情に応じた予算の確保を引き続きお願いしたい。 

４ 教育委員会・学校の法務相談体制の整備 

令和２年度から弁護士への法務相談経費について普通交付税措置が講じられたが、虐

待やいじめ事案のほか、学校や教育委員会への過剰な要求や学校事故等の諸課題につい

て法務の専門家への相談を必要とする機会が増加していることを踏まえ、すべての都道

府県・政令指定都市が活用できるよう、新たな補助制度の創設をお願いしたい。 

５ 「地域と学校の連携・協働体制構築費補助事業」に係る財源の確保及び継続実施 

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な推進のため、令和４年度まで

継続実施することとしている本補助事業を令和４年度以降も継続していただくととも

に必要な財源措置をお願いしたい。 

提案・要望事項 
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【現状・課題等】 

１ 公立学校施設整備等に係る財源の確保及び財政支援 

（１） 今後急務となる老朽化対策に係る長寿命化改良事業や多くの学校で計画されているトイレ 

改修、また、バリアフリー法の改正等を踏まえ、着実かつ迅速な整備が求められているバリ

アフリー化工事等令和４年度以降に各設置者が計画する各種事業が円滑に実施できるよう、

当初予算において公立学校施設整備費に係る十分な財源措置が必要である。 

（２）県立学校施設2,342棟のうち、築30年以上が1,587棟（68％）あり、国の補助対象となっ

ていない高等学校を含め県立学校の長寿命化については、令和２年度（2020年度）に策定し

た熊本県立学校長寿命化プラン（学校施設個別施設計画）に基づき、計画的に対応することと

しているが、公共施設等適正管理推進事業債が令和３年度までとなっているため期間を延長す

るとともに、交付税措置率の引き上げなど、地方財政措置の拡充をお願いしたい。 

（３）本県の熊本市、合志市、嘉島町等は、平成28年熊本地震による被害も大きく、厳しい財政

運営を中長期的に強いられる一方で、児童生徒数の増加に伴い学校施設の新増築を行う必要が

ある。 

これらの状況を踏まえ、人口急増地域等における学校施設の新増築に係る国の負担割合の引

上げや地方財政措置の充実が必要である。 

（４）国においては少人数によるきめ細やかな指導体制の整備のために、令和３年度から計画的に

小学校の学級編成の標準を35人に引き下げることとしている。学校設置者が35人学級編制に

対応するために施設の新増改築・転用・仮設・借用を実施する場合は、新たに財源確保が必要

となるため、国の責任において十分な支援策を講じていただきたい。 

 

【参考】公立学校施設整備に関する国の当初予算推移表 

予算項目  Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 

 

公立学校施設整備費（①+②+③） 

 

百万円 

160,816 

 

百万円 

116,479 

 

百万円 

68,837 

  

① 公立学校施設整備費負担金 35,629 41,865 44,065 

② 学校施設環境改善交付金 125,157 74,588 24,769 

  内訳  国土強靭化関係以外 31,061 27,588 24,769 

国土強靭化関係 94,096 47,000  

③ その他 30 27 4 

※ 端数四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。 

 

２ 特別支援学校の教育環境整備 

特別支援学校の教室不足数調査において、本県は、前回調査時より不足数が72教室増え、

全国で最も多い243教室が不足している。さらに、今後、特別支援学校児童生徒の増加に伴い、

ますます教室不足が深刻になると見込んでいる。 

本県では、教室不足を解消するため、「熊本はばたき高等支援学校」（平成31年度開校）の

整備に続き、「鏡わかあゆ高等支援学校」（令和3年度開校）及び「かもと稲田支援学校」（令

和3年度開校）の新設校２校の整備を進めてきた。 
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さらに、既存の特別支援学校の整備について、平成30年度に県立特別支援学校整備計画【改

定版】を策定し、平成31年度から教室不足解消に向けた整備に着手している。 

今後の本県の事業実施において、多額の費用が見込まれるので、学校施設環境改善交付金の

十分な予算を引き続き確保いただきたい。 

 

 

文部科学省調査より（不足教室には特別教室等と管理諸室を含む） 令和元年５月１日現在

H28.10.1現在 順位 R1.5.1現在 順位 H28→R1の増減
熊本県 171 7 243 1 72
神奈川県 256 1 213 2 ▲ 43
東京都 245 2 206 3 ▲ 39
静岡県 214 5 196 4 ▲ 18
千葉県 192 6 193 5 1
埼玉県 232 3 187 6 ▲ 45
福岡県 130 10 139 7 9
兵庫県 133 9 137 8 4
栃木県 129 11 114 9 ▲ 15
北海道 84 13 112 10 28

都道府県名
教室不足数

H29とH30は
調査なし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー活用に係る予算の確保 

心理・福祉の専門家であるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーのニーズは小・

中学校、高等学校、特別支援学校のすべての校種で高い。近年は、不登校児童生徒の増加に伴い、

各学校においては、その未然防止及び早期対応のためのアセスメントやカウンセリング等への活用

が増加している。また、平成 28 年熊本地震や令和２年７月豪雨で被災した児童生徒の心のケア、

住居や職を失った家庭及び貧困等の課題への支援も継続した課題であることから、「スクールカウ

ンセラー活用事業」、「スクールソーシャルワーカー活用事業」を拡充する必要があるため、本県事

業の円滑な実施へ向け十分な予算を引き続き確保していただきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔熊本県の知的障がい特別支援学校在籍者数の予測（重複障がい在籍者は含まない）〕 

 
H30.5.1 現在のデータをもとに予測 

【参考】R1 公立特別支援学校の教室不足数調査結果 

840 

H30 H12 

297 

2024 

331 

410 

490 

972 
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【参考】補助金の推移（年度当初）                   （単位：千円） 

 スクールカウンセラー補助金 スクールソーシャルワーカー補助金 

 申請額 内示額 補充額 内示率 申請額 内示額 補充額 内示率 

Ｈ２９ 35,134 
56,988 

35,134 
56,988 

0 
0 

100% 
100% 

29,798 
4,220 

22,438 
3,177 

0 
(補助額変更) 

75.3% 
75.3% 

Ｈ３０ 43,995 
50,559 

43,995 
50,559 

0 
0 

100% 
100% 

29,744 
4,989 

23,033 
3,863 

0 
(補助額変更) 

77.4% 
77.4% 

Ｒ１ 47,422 
40,975 

47,422 
40,976 

0 
0 

100% 
100% 

29,862 
5,124 

27,788 
4,769 

0 
(補助額変更) 

93.1% 
93.1% 

Ｒ２ 
47,425 
34,625 

47,425 
34,625 

0 
0 

100% 
100% 

32,433 
5,040 

28,580 
4,441 

0 
(補助額変更) 

88.1% 
88.1% 

Ｒ３ 
48,810 
24,735 

48,810 
24,735 

0 
0 

100% 
100% 

35,686 
5,201 

33，845 
4,933 

0 
(補助額変更) 

94.8% 
94.8% 

※上段通常配置分、下段地震対応配置分（Ｈ29下段は災害時緊急スクールカウンセラー活用事業（全額国庫補助）） 

 

４ 教育委員会・学校の法務相談体制の整備 

  本県は、平成25年度（2013年度）から国の「いじめ問題等の解決に向けた外部専門家活用事

業」（以下「外部専門家活用事業」という。）を活用して、弁護士３人を登録し、スクールロイヤ

ーと同様の業務を依頼してきたが、令和２年度（2020年度）から外部専門家活用事業実施要領が

一部改正され、弁護士等による学校・市町村教育委員会への法的な助言等が補助対象外となった。 

また、国は、平成29年度（2017年度）新規事業として「いじめ防止等対策のためのスクール

ロイヤー活用に関する調査研究」を始めたが、令和元年度（2019年度）をもって終了した。 

虐待やいじめ事案のほか、学校や教育委員会への過剰な要求や学校事故等の諸課題について法

務の専門家への相談を必要とする機会が増加しており、いじめの予防に関する法教育や教育行政

の法務相談体制を充実させる必要がある。本県では令和２年 10 月からスクールロイヤー活用事

業を創設したが、学校等からのニーズは非常に高い。しかしながら、熊本地震及び令和２年７月

豪雨災害の発生により、大変厳しい財政運営となっており、学校等からのニーズに対し十分対応

できていない状況である。 

よって、交付税措置ではなく、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの補助制

度と同様の新たな制度創設による国庫補助としての財政的措置をお願いしたい。 

 

【参考１】本県のスクールロイヤー活用事業実績報告（令和２年１０月～令和３年３月現在） 

９月補正により10月から対象校を選定し事業を実施した。令和２年度当初予算要求では、本

年度実績及び学校等のニーズを踏まえ、いじめ予防授業について県立高等学校を年間17校、市

町村立中学校を年間20校程度、教職員等研修については年間13校程度、更に相談活動について

は１回２時間の年間30件を想定し、要求額は少なくとも1,560千円を積算していた。（令和３年

度は地方交付税措置総額1,300千円である。） 
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 ※県内の学校数 市町村立中学校159校（分校２校を含む）、県立高等学校50校 

 【参考２】普通交付税措置 

    域内の学校や市町村をサポートする都道府県・指定都市教育委員会の弁護士等への法務相談

経費について、令和２年度から、普通交付税措置※標準的な規模の都道府県で130万円を積算 

 

５ 「地域と学校の連携・協働体制構築費補助事業」に係る財源の確保及び継続実施 

本県の各学校におけるコミュニティ・スクールの導入及び市町村における地域学校協働活動推進

員の配置は年々進んでいる状況。今後も地域と学校の連携・協働体制の整備を進め、コミュニティ・

スクールと地域学校協働活動を一体的に推進するため、継続的な財政支援をお願いしたい。 

  【参考】令和２年度地域学校協働活動における取組状況 

① 地域学校協働本部設置…38市町村59本部 

  ② 地域学校協働活動推進員等配置…43市町村251名 

   ③ 地域と学校の連携・協働に関する研修会等の実施…教育事務所単位２回、本庁単位１回 

 

事業区分 校 種 実施校数 

いじめ予防授業 

中学校 3 

高等学校（全日制） 1 

特別支援学校 1 

小 計   5 

いじめ予防授業及び教職員研修 
中学校 2 

全日制 3 

小 計   5 

教職員研修 

中学校 6 

高等学校（全日制） 7 

特別支援学校 1 

教育事務所・市町村教委 2 

小 計   16 

相談活動 

中学校 2 

高等学校（全日制） 5 

特別支援学校 1 

小 計   8 

合 計   34 
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安心して私立学校に通える教育環境の実現 
 

【総務省、財務省、文部科学省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 本県では、高校生の約37％(全国第５位)、幼稚園児の約87％が私立学校で学んでおり、本県の

学校教育の振興に大きな役割を果たしている。各学校では多様なニーズに対応する一方、少子化

に伴う生徒数・園児数の減少により厳しい経営状況にあり学校経営の健全性の確保のため財政支

援の強化をお願いしたい。併せて、学習環境を充実させるため、特にＩＣＴ教育環境等、施設・

設備等の整備や学習指導員等の配置が促進されるよう、助成拡充をお願いしたい。 

また、令和２年度から私立高等学校授業料の実質無償化が始まり、県では併せて専攻科の修学

支援事業に取り組んでいるが、本科に比べ専攻科においては支援の対象となる年収区分の上限が

低い制度設計となっているほか、日本学生支援機構の奨学金の対象にもならないなど生徒の負担

が大きい。専攻科においても本科同様の支援ができるよう制度の拡充を図るとともに全額国庫負

担により措置されるようお願いしたい。 

さらに、私立中学校の児童生徒に対する経済的な支援策について、国において今年度まで実施

されている実証事業の結果を踏まえ、恒久的な制度化及び充実を図っていただきたい。 

併せて、令和２年度の学校教育設備整備費補助金（高等学校産業教育設備整備費)及び理科教

育設備整備費等補助金にあっては、国庫補助率を下回る交付となっているため、所要の予算の確

実な確保をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 私立学校の学校教育に果たす役割の重要性に鑑み、学校経営の健全性の確保及び学習

環境の充実のための財政支援の強化をお願いしたい。また、保護者の経済的負担軽減の

ための制度の充実を図っていただきたい。 

併せて、それらに係る所要の予算確保をお願いしたい。 

２ 熊本地震の影響もあり、進捗が遅れている私立学校施設の耐震化を緊急かつ集中的に

促進するため、耐震改築事業に対する所要の予算確保をお願いしたい。 

３ 私立高等学校における求人開拓や学生の就職支援を行う人材配置等に係る財政支援

をお願いしたい。 

提案・要望事項 



35 

２ 平成 28 年熊本地震の際は、指定避難所に指定されていない多くの学校施設が避難所として利

用されたが、耐震化が完了していない体育館等無柱空間のある施設の被害が大きく、改めて耐震

化の重要性が認識された。 

耐震改築事業への補助については令和４年度（2022 年度）まで延長されており、現在のとこ

ろ４校１０施設が今年度以降耐震化工事を計画している。 

このような状況から、私立学校施設の耐震化を確実に進めるため、耐震改築事業に対する補助

制度について、所要の予算確保を引続きお願いしたい。 

 

３ 私立高等学校においては、今後の社会状況に応じ新卒就職予定者の就職活動を確実に支援する

必要がある。現状においては、感染症対策のため実地での相談や現地見学等の機会も減り就職に

係る情報収集が難しくなっており、一方では、情報通信機器を利用したオンラインによる情報収

集や面接も実施されるようになった。 

このため、私立高等学校において就職に係る情報収集、求人開拓や学生に対する就職指導を行

う専門の就職指導員の配置等、就職支援に係る継続的な財政支援をお願いしたい。 
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「阿蘇」の世界文化遺産登録に係る支援 
 

【文部科学省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

 

 

【現状・課題等】 

・「阿蘇」については、平成20年（2008年）に暫定一覧表候補のカテゴリーⅠa に位置付けられ、

その際に文化審議会から示された指摘・課題等に対して、県と関係市町村が共同で検討や取組み

を進めている。 

・これまでに、国重要文化的景観の選定をはじめ構成資産の文化財国指定・選定の取組みが着実に

成果をあげているほか、有識者による「阿蘇世界文化遺産学術委員会」を設置し、その成果とし

て、令和2年（2020年）3月には新たな提案書を文化庁に提出したところ。 

・国では、令和3年（2021年）3月に文化審議会世界文化遺産部会が「我が国における世界文化遺産

の今後の在り方（第一次答申）」を行い、暫定一覧表の改定手続きに着手することが表明された。 

・上記第一次答申によると、暫定一覧表に記載する資産の条件としては、世界的観点から学術的に

十分説明しうること、保存・価値・活用の観点における様々な取組が着実に実施できること、世

界遺産登録後も取組みを継続・発展できること等が挙げられている。 

・とりわけ保存・価値・活用の観点から、国内外で課題となっている周辺景観の保存については、

阿蘇郡市全７市町村が平成26年（2014年）に景観条例を制定し、また、令和2年（2020年）1月に

県と阿蘇郡市町村とで「『阿蘇』の景観を守る宣言」を行い、広域的な景観保全の仕組み作りに

着手したところ。 

・引き続き、第一次答申に示された条件をクリアできるよう取り組んで参る所存であり、今後、暫

定一覧表改定のためのプロセスについて、早期の明示をお願いしたい。 

・また、学術的価値付け、文化財国指定・選定、保存管理計画策定、関係機関との調整を引き続き

行っていくうえで、国の助言・指導が必要であるため、その支援も考慮願いたい。 

 

 

 

 

資 産 名 称 構 成 要 素 備    考  

「阿蘇カルデラ－巨大なカルデ

ラ火山を極限まで利用した文化

的景観－」 

阿蘇の文化的景観、阿蘇山（米塚・草千里ケ浜）、

阿蘇神社、中通古墳群、豊後街道 

国内暫定一覧表 

候補資産 

 

１ 本県で取組みを進めている、「阿蘇」の世界文化遺産への登録に向けて、世界遺産暫

定一覧表への追加記載をお願いしたい。 

 

２ 本県と阿蘇郡市７市町村では「阿蘇」の世界文化遺産登録に向けた資産の価値の追求

や活用、資産及び周辺景観の保存にしっかり取り組んで参る所存であるので、今後とも世

界遺産暫定一覧表への追加記載に関する助言・指導等の支援をお願いしたい。 

 

 

２  

 

 

提案・要望事項 

阿蘇 
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選手育成と地域のスポーツ振興 
 

【内閣官房、内閣府、総務省、財務省、文部科学省、国土交通省】 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 本県においても 2019 年にラグビーワールドカップ及び女子ハンドボール世界選手権大会、さ

らに今年、東京２０２０オリンピック・パラリンピックが開催され、国際的なスポーツ大会等で

の本県関係選手の活躍が、復旧・復興へ歩みを進める県民への大きな後押しになっている。 

しかしながら、トップアスリートを育成する環境は、中央都市圏の大規模施設に集中しており、

本県（地方）で同等の施設設備や先進的トレーニングの環境が整っているとは言えない現状であ

る。また、一貫指導体制として、ジュニア期においては地方での選手の発掘・育成が不可欠であ

る。 

今後、国際大会等で活躍できる次世代を担う選手たちの発掘・育成の取組みや強化策を充実す

るためには、県営トレーニング拠点施設等の拡充や用具設備の充実が必要である。 

  

２ パラリンピック等を目指す障がい者の多くは、収入が少なく、県内外や海外で開催されるスポ

ーツ大会への遠征費やスポーツ用具の購入等に要する費用の確保に苦慮している。また、選手の

育成・指導等を行う障がい者スポーツの競技団体の多くがボランティアで運営されており、収入

も助成金や募金等で賄われており組織基盤がぜい弱である。 

本県では、選手の育成を目的として、平成27年度（2015年度）から「2020東京パラリンピッ

ク選手育成・強化推進事業（補助金）」を実施してきたが、強化費の拡充や組織基盤の強化に加

え、2020東京パラリンピック以降も引き続き海外で活躍できるアスリートを育成するためには、

国による支援措置が必要である。（指定選手：平成27年度（2015年度）20人、28年度（2016年

度）16人、29 年度（2017 年度）13人、30年度（2018年度）9 人、令和元年度（2019年度）7

人、令和2年度（2020年度）10人、令和3年度（2021年度）10人）。 

 

３ 総合型地域スポーツクラブは、子供から高齢者まで誰もがスポーツを楽しめる地域密着型のス

ポーツクラブとして、スポーツによる地域の活性化に重要な役割を担っている。 

令和３年（2021年）３月現在、県内には69クラブが設立され、約16,800人の会員が活動を行

っている。同クラブは安定したクラブ運営が求められているが、日本スポーツ振興センターから

１ 2019年の本県開催のラグビーワールドカップ、女子ハンドボール世界選手権大会及び
東京 2020五輪等の開催レガシーとして、次世代を担う選手たちが、国際競技力を身に
付け、世界の檜舞台で活躍することができるよう、本県のトレーニング拠点施設の拡充
や設備の充実等の環境整備に必要な国庫補助制度の創設をお願いしたい。 

２ 県が実施する障がい者スポーツのトップアスリート育成のため、障がい者スポーツ競
技団体の実情に即した強化費の拡充、組織基盤の強化のための運営費補助など必要な財
政支援を講じていただきたい。 

３ 2019年の本県開催のラグビーワールドカップ、女子ハンドボール世界選手権大会及び

東京 2020 五輪等の開催レガシーとして、地域のスポーツ振興を図るため、総合型地域

スポーツクラブの育成支援に必要な予算を確保していただきたい。 

提案・要望事項 
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の助成金削減を受け、運営が厳しい状況にある。 

文部科学省は、令和２年(2020年)、「学校と地域が協働・融和」した部活動の具体的な実現方

策とスケジュールをまとめ、令和５年度（2023年）から段階的に休日の中学校部活動を地域人材

が担うこととした。 

こうしたことからも、安定したクラブ経営及び優秀なクラブマネジャーの存在が必要であり、

各クラブへのクラブマネジャーの配置等が不可欠なことや、令和４年度登録・認証制度運用開始

に係る中間支援組織の設立準備が必要であることから、総合型地域スポーツクラブの育成支援に

必要な予算を確保していただきたい。 
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長寿で安心して暮らせる施策の充実 
 

【厚生労働省、国土交通省、警察庁】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 地域包括ケアシステムの構築等の医療・介護サービス提供体制の充実に対する支援 

① 地域医療介護総合確保基金について、令和4年度（2022年度）以降も都道府県計画等に基

づく医療従事者等の確保、施設整備等に支障がないよう所要額及び事業執行に必要なスケジュ

ールを確保するとともに、国庫事業からの財源振替は慎重に行うことが必要である。 

   特に、介護施設等整備分については、介護保険事業支援計画に基づく施設整備数の増加や、

地域医療構想を踏まえた介護療養型医療施設等の転換促進等が見込まれるため、少なくともこ

れらの基盤整備等に対応可能な基金所要額の確保が必要である。 

また、医療分については、地域医療構想の達成のためには、現在、国が重点配分することと

している「地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業」のみな

らず、「在宅医療の充実」や「医療従事者の確保」のための事業が必要不可欠であるため、事

業区分間の額の調整を認めるなど、地域の実情に応じて柔軟な活用ができる仕組みとすること。 

 

② 県内高齢者の半数以上が要介護認定率の高い 75 歳以上となっており、介護人材の安定的な

本県では、医療や介護が必要になっても、安心して住み慣れた地域で暮らし続けるこ

とができるよう、長寿を楽しむ社会づくりを進めており、これらの取組みを更に進め、

深めるため、国において次の支援策及び財源の確保をお願いしたい。 

１ 地域包括ケアシステムの構築等の医療・介護サービス提供体制の充実に対する支援 

① 地域医療介護総合確保基金に対する所要額の確保及び運用に関する制度の見直し 

② 介護従事者等の処遇改善に関する施策の更なる充実 

③ 中山間地域等での在宅医療・在宅サービスの提供医療機関・事業所に対する設備

整備や運営経費への支援や医療・介護従事者の人件費に上乗せする手当の創設 

④ 地域密着型サービス事業所の整備に関する施策の充実 

⑤ 地域の実状に応じた市町村支援の強化及び介護保険制度の持続可能性の確保 

⑥ くまもとメディカルネットワークと全国保健医療情報ネットワークの連携推進 

２ 認知症施策の更なる充実 

① 若年性認知症者の受入れ事業所の拡大に向けた支援制度の創設 

② 運転免許返納後等の移動手段の確保に関する施策の充実及びそのための財源確保 

③ 認知症疾患医療センターの機能充実 

３ がん対策の推進 

 がん検診の受診率向上や効率的・効果的な受診勧奨を実施するための施策の充実

及び十分な財源の確保 

４ 在宅難病患者の支援 

 在宅難病患者の一時入院を受け入れる医療機関に対する財政支援の充実 

提案・要望事項 
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確保が求められているが、介護従事者等の離職率が高く、人材確保のための処遇改善が必要で

ある。平成27年度（2015年度）介護報酬改定において介護職員処遇改善加算の充実（月15,000

円相当→月 27,000円相当）が図られ、平成 29年度（2017 年度）の臨時の報酬改定において

も介護職員処遇改善加算の充実（月 27,000円相当→月 37,000円相当）が図られた。加えて、

令和元年度（2019 年度）介護報酬改定において、更なる充実（経験・技能のある介護職員に

重点化を図りながら月額 80,000 円相当の処遇改善を行うことを算定根拠）が図られた。令和

３年度（2021 年度）の介護報酬改定においては、介護職員等特定処遇改善加算の介護職員間

の配分ルールの見直しなどが図られたところであるが、引き続き、質の高い人材の安定的な確

保及び定着のため、介護従事者等の勤務環境等の向上に向けた処遇改善策並びに改善策を推進

するための対策を講じる必要がある。また、軽費老人ホーム・ケアハウスの職員に対する処遇

についても、給与面での改善を図るため、介護職員処遇改善加算と同等の措置を実施するため

の財源確保が必要である。 

さらに、幅広い人材が介護の現場で働くことができるよう、元気な高齢者等を地域の介護施

設等で受け入れる仕組みづくりや、外国人の就労環境整備（ＥＰＡの推進、介護福祉士を目指

す留学生及び技能実習生の受入れ体制の整備等）が必要である。 

 

③ 中山間地域では採算性が悪く在宅医療を提供する医療機関や在宅サービスを提供する事業

所の維持が困難である。そのため、中山間地域等での在宅医療・在宅サービスの提供医療機関・

事業所に対する設備整備や運営経費への支援及び医療・介護従事者の人件費に上乗せする手当

の創設が必要である。 

 

④ 地域包括ケアシステムの構築に当たっては、介護が必要になっても住み慣れた地域でできる

だけ在宅生活を継続できるようにするため、小規模多機能型居宅介護等の地域密着型サービス

の普及が重要であるが、収支差や従事者確保等の問題により、計画どおりの整備ができている

とは言い難い状況にある。 

これらの地域密着型サービスの整備促進のため、地域医療介護総合確保基金による整備補助

単価（小規模多機能型33,600千円／事業所）及び介護報酬の引上げが必要である。 

 

⑤  高齢者の自立・重度化防止に向け、県や市町村が実施する取組を支援するため、保険者機能

の強化に向けた二つの交付金制度が創設されたが、特に社会資源に乏しい小規模自治体が必要

な取組を実施できるよう、交付金の適切な運用と十分な財源確保をお願いしたい。 

また、一層の高齢化に伴い、被保険者が支払う介護保険料や地方財政負担が増大し、負担能

力を超えることが懸念されるため、国庫負担割合の引き上げを含めた負担割合の見直しにより、

被保険者等の負担軽減を図り、制度の持続可能性を確保することをお願いしたい。 

 

⑥  本県では、事業主体の熊本県医師会が、地域医療介護総合確保基金を活用し、平成26年度

（2014年度）から医療・介護関係施設で患者・利用者情報を共有するための地域医療等情報

ネットワーク（くまもとメディカルネットワーク）の構築を推進している。具体的には、医療・

介護関係施設のネットワーク加入を進めつつ、患者等情報を集約しているセンターサーバを令

和3年度（2021年度）に更新することとしており、また、ネットワークに参加する県民数に

ついては令和5年度末（2023年度末）までに7万人を目指している（令和3年8月末現在58,266
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人加入）。他方、国では、個人の健診・診療・投薬情報が医療機関等の間で共有できる全国的

な保健医療情報ネットワークについては、令和3年10月以降、順次運用開始を段階的に目指

していることが示されている。 

両ネットワークの連携等について検討するに当たって、全国保健医療情報ネットワークの費用負

担者や負担額等、具体的な内容を適宜示していただくとともに、既設の地域ネットワークとの

連携のあり方などについて検討していただく必要がある。 

 

２ 認知症施策の更なる拡充 

① 県内には少なくとも700人程度の若年性認知症者がいると推計しているが、介護事業所にお

いては「職員配置が難しい」等の課題から受入れが進んでいない(受入れは50人程度のみ)。 

受入れ事業所の拡大のため、若年性認知症者の利用者が一定人数以上かつ一定割合以上（例

えば3人以上かつ20％以上など）となる事業所に対して、専従の介護職員の配置経費（1人当

たり平均給与月額287千円）について助成するとともに、若年性認知症者の嗜好分析、プログ

ラム調整、対応職員に対する個別の介護指導等に係る経費への支援が必要である。 

② 認知症高齢者による自動車運転免許の自主返納や取り消しが増加していることから、認知症

の方の安全・安心な暮らしのために、他の交通手段の確保等の省庁横断的な対策が必要である。

そのような中、平成 29年（2017年）6月、国において高齢者の移動手段確保を含む「高齢運

転者による交通事故防止に向けて」がとりまとめられ、取組みが進められているところである。

国においては、これらの取組の充実化を図るとともに、免許の自主返納や取消処分を受けた認

知症高齢者の代替交通手段の確保や買い物支援など、所要の財源措置を講じる必要がある。 

③ 本県では、認知症疾患医療センターへの業務委託において、事例検討会の開催や関係機関と

の連携の回数を定めるなど、国の基準を上回る水準の業務を求め、認知症疾患医療センターの

地域連携機能の充実を図っているところ。これは「熊本モデル」と言われる認知症医療体制を

構築するうえで不可欠な機能である。 

認知症疾患医療センターの機能を充実させていくためには、このような地域の実情に応じた

取組みを補助金上評価する仕組みが必要である。 

 

３ がん対策の推進 

本県のがん検診の受診率は、国が実施する国民基礎生活調査では45％程度となっているが、

がん検診は市町村だけでなく保険者や事業所で実施されており、市町村がその実態や正確な受診

率を把握するのが難しいという課題がある。住民の受診状況を把握し精密検査の受診勧奨等を行

い、がんの早期発見、早期治療につなげるためには、保険者や事業所が実施しているがん検診情

報を市町村で一元管理できるようにするなど制度を見直す必要がある。 

また、がん検診は健康増進法で市町村の努力義務と定められ、検診費用が一般財源化されてい

るが、国が示した第3期がん対策推進基本計画のがん検診受診率 50％、がん検診精密検査受診率

90％の目標値を達成するためには、市町村が実施する検診受診の周知、未受診者対策、精度管理

に必要な経費や、受診者増に対応した検診費用が確保できるよう十分な財政措置が必要である。 

 

４ 在宅難病患者の支援 

「在宅難病患者一時入院事業」は、在宅介護を必要とする難病患者が、家族等の介護者の病気
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治療や休息（レスパイト）等の理由により、在宅で介護等を受けることが困難になった場合に備

え、一時的に入院することが可能な病床を確保しておくことで、当該患者の安定した療養生活の

確保と介護者の福祉の向上を図ることを目的としている。 

本事業において、一時入院を受け入れる医療機関に対する補助単価は、１日当たり19,270円

となっているが、医療機関における患者の一時入院に係る費用は、配置職員の人件費を含め、補

助単価を超える額となる。 

そのため、医療機関が在宅難病患者の一時入院の受け入れを円滑に行うことができるよう、補

助単価の見直しを行っていただきたい。 
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熊本の未来を担う子供を安心して産み育てる施策の充実 
 

【内閣府、厚生労働省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

【現状・課題等】 

１ 子供の健やかな育ちと子育てに対する支援 

① 令和元年10月から、3歳から5歳までの全ての子供及び0歳から2歳までの住民税非課税世

帯の子供を対象として、保育所等の費用を無償化する幼児教育・保育の無償化が開始された。 

  少子化対策は喫緊の課題であることから、子育てにかかる経済的負担を軽減するために、多

子世帯については、0歳から2歳までの住民税非課税世帯以外の子供も無償化の対象とするこ

とが必要である。 

  また、地方に実質的な負担が新たに生じないよう、必要な安定財源を国の責任で確保すべく、地

方負担については、一般財源総額の同水準確保ルールの外枠で歳出に全額計上していただきたい。 
 

② 幼児教育・保育の質の向上や、特別な配慮を要する子供の増加等により、保育士一人当たり

の負担が増加していることから、現行の配置基準よりも多く保育士を配置した場合の新たな加

算制度（1歳児の配置を6:1→4:1等）を創設していただくようお願いしたい。 
 

③ 過疎地域等においても保育所等が安定的に運営できるよう、利用児童数が 20 名に満たない

認可保育所でも、小規模保育所と同程度の運営費給付を受けられるよう公定価格の見直しを行

うなど、支援制度の拡充をお願いしたい。 
  

 ④ 小学校就学児童に対する居場所づくりとしては「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、

一体型を中心とした放課後児童クラブの計画的な整備が進められている。 

しかしながら、放課後児童クラブ利用料は無償化制度がなく、新型コロナウイルス感染症拡

大に伴う景気の落ち込みや令和2年7月豪雨災害の影響等もある中で、全ての留守家庭の児童

が利用できる状況にない。 

ひとり親家庭、多子世帯、貧困世帯等を含めたすべての子育て世帯を応援するため、放課後

児童クラブの利用料の無償化をお願いしたい。 

 

本県では、子供の健やかな育ちと子育てを支えるために、多子世帯への子育て支援や病

児保育への支援などの取組みを行っている。少子化対策を進め、安心して子供を産み育て

ることのできる社会づくりを実現するために、国において次の支援策及び財源の確保をお

願いしたい。 

１ 子供の健やかな育ちと子育てに対する支援 

① 幼児教育・保育無償化の更なる拡充 

② 保育士配置に係る新たな加算制度の創設 

③ 過疎地域等における安定した保育所運営のための支援制度の拡充 

④ 放課後児童クラブの利用料の無償化 

⑤ 全国統一的な子供の医療費助成制度の創設 

⑥ 元気な高齢者が地域子育て支援拠点等で活躍できる制度の創設 

２ 「子ども・子育て支援新制度」「ニッポン一億総活躍プラン」の実施のための財源確保

教育・保育施設や放課後児童クラブなどの量的拡充、職員の処遇改善や療育支援などの

質の改善を行うための財源確保 

 

 

提案・要望事項 
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⑤ 子供に対する医療費助成については、現状では各自治体で受給者基準や受給内容が異なって

いるが、自治体の財政力等によってサービス水準に格差が生じ、自治体によって子供が受けら

れる助成内容に差が生じることは望ましくないため、国において子供の医療費助成制度の創設

が必要である。 
 

⑥ 家庭や地域での子育て力の低下が進行する中、子育てに対する不安感や孤立感をもった子育

て世帯が増加している一方で、地域には元気な高齢者が多数存在している。 

そのため、保育所における入所児童処遇特別加算と同様の制度を地域子育て支援拠点や放課 

後児童クラブ等においても導入するなど、高齢者ができるだけ働きやすい条件の整備を図り、

児童へのきめ細かな処遇の実現を図ることが必要である。 

 

２ 「子ども・子育て支援新制度」「ニッポン一億総活躍プラン」の実施のための財源確保 

「子ども・子育て支援新制度」の施行に当たり、教育・保育施設や放課後児童クラブ等の「量

の拡充」と、保育士等の処遇改善、保育士の職員配置基準の改善などの「質の改善」との両方を

実現するためには 1兆円超の財源が必要とされている。本県においては、平成 28年熊本地震の

影響により需要が高まっているところであり、量の拡充に不可欠な人材確保のためにも、財源に

ついて、国において責任を持って確保することが必要である。 

また、「ニッポン一億総活躍プラン」の中で行うこととされている子育て支援の充実のための

施策についても、国において責任を持って財源を確保し、実現していくことが必要である。 
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障がいのある人やその家族が安心して暮らせる施策の充実 
 

【内閣府、文部科学省、厚生労働省、農林水産省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 障がい者やその家族に対する支援 

（１） 本県では、発達障がい児の診断・診療を行う医師が不足し、受診するまでに数カ月の待ち

時間を要している。小児科医等が発達障がい児を診断・診療する場合、成育歴の把握等に必

要な診療時間等が診療報酬に考慮されておらず、積極的に診断・診療しようとするインセン

ティブが弱いため、小児科医等が心理士等の専門職等と協働して行う、発達障がい児の診断・

診療が促進されるような診療報酬体系に見直すことが必要である。 

 

（２） 医療的ケア児や重度の障がい児においては、その親の多くが学校への通学時や宿泊を伴う

校外活動等に付き添いを求められ、中には授業中にも付き添いを要するケースもある。した

がって、親の献身がなければ、医療的ケアが必要な大多数の生徒が教育活動への参加に困難

を来たすとともに、親自身の社会参加や、兄弟の育児・介護時間の確保にも苦慮していると

いう課題が生じている。 

    学校内の教育活動については、基本的には教育で必要な体制を整えるべきであると考える

が、それまでの間においては、授業中、校外学習等や通学時においても居宅介護・重度訪問

介護等の訪問介護サービスが利用できるようにすることが必要である。 

 

本県では、障がいのある人が地域でいきいきと自分らしく暮らせるよう、就労や活動の

ステージづくりを進めている。障がいのある人やその家族が安心して暮らせる社会を実現

するため、国において次の支援策及び財源の確保をお願いしたい。 

 

１ 障がい者やその家族に対する支援 

（１） 発達障がいを診断・診療する際の診療報酬体系の見直し 

（２） 医療的ケア児や重度の障がい児の通学時及び学校（校外活動含む）等における訪

問介護サービス利用が可能となるよう制度の見直し 

（３） 重度訪問介護サービスの人材確保のための報酬体系の見直し 

２ 障がい者福祉と農業の連携推進に係る取組への支援 

障がい者が就労する農業施設等のバリアフリー化等のための施策の充実 

３ 障がい者のニーズに応じた安定的な支援のための財源確保 

地域生活支援事業費等補助金（地域生活支援事業・地域生活支援促進事業）・社会福

祉施設等施設整備費補助金について、事業実施に支障が生じないよう所要額確保 

４ 医療的ケア児及びその家族の支援体制・制度の充実 

（１） 「医療的ケア児支援センター」の設置及び短期入所事業所等の設備導入等に係る

制度の創設と財源確保 

（２） 保育所等で安心して医療的ケア児を受け入れるための看護師等の加配や施設改修

等に係る財政支援の大幅拡充 

（３） 公私立学校で安心して医療的ケア児を受け入れるための看護師配置や施設改修等

に係る財政支援の大幅拡充 

 

 

 

 

提案・要望事項 
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（３） 重度訪問介護報酬の時間単価（30～60 分当たり 1,850 円）は居宅介護の時間単価（30～

60 分当たり 4,020 円）と比較して大変低い状況であり、ヘルパー不足の中、安定的な事業

運営が困難な状況にある。重度訪問介護では、専門的な対応等が求められることから、それ

に応じた報酬体系の見直しが必要である。 

 

２ 障がい者福祉と農業の連携推進に係る取組みへの支援 

農福連携の推進のためには、障がい特性への配慮や、障がい者が安心して就労することができ

る環境づくりとして、トイレ・休憩施設等の整備や既存施設のバリアフリー化等が必要である。 

しかし、農福連携に関連する既存の補助金は、全国のモデルとなり得る取組みであること等が

要件となっていたり、個人農家を補助対象としていなかったりと、補助要件や補助対象が限定さ

れており柔軟な対応ができないという課題があるため、助成制度の見直しや拡充が必要である。 

 

３ 障がい者のニーズに応じた安定的な支援のための財源確保 

令和 2年度（2020年度）の地域生活支援事業費補助金（45,100百万円）及び地域生活支援促

進事業費補助金（5,400百万円）の合計予算額は 50,500百万円で、令和 3年度（2021年度）は

総額 51,300 百万円という 2％の増額にとどまっており、引き続き不足が見込まれることから、

事業実施に支障が生じないよう所要額の確保が必要である（本県への令和 2 年度（2020 年度）

配分額は約490百万円（100%充当される特別支援事業及び促進事業を含まない場合は、約415百

万円で、充当率は平均で66.24％））。 

また、障がい者福祉施設については、施設の老朽化や利用者の高齢化・重度化に伴う改築等の

ほか、共同生活援助や日中活動系事業所の創設など地域生活移行の受け皿となる施設整備の要望

が年々増加している。一方、平成26年度（2014年度）以降、耐震化整備についても社会福祉施

設等施設整備費補助金により対応することとなっており、所要額に対する配分が十分ではなかっ

た。令和元年度（2019年度）及び令和 2年度(2020年度)予算に関しては予算が大幅に増額され

たが、令和 3 年度(2021 年度)予算は減少しており、障がい者が安心して生活できる環境を整備

するため、引き続き所要額の確保が必要である。 

障がい者のニーズに応じた支援を行うため、今後の消費税増税分を障害者福祉に充当すること

等による安定財源の確保が必要である。 

 

４ 医療的ケア児及びその家族の支援体制・制度の充実 

（１）① 相談体制整備に係る支援 

医療的ケア児等支援を総合的に行う「医療的ケア児等総合支援事業」について、本県で

は当該補助事業を活用して、協議会の設置や支援者養成研修・医療的ケア児等コーディネ

ーター養成研修等の各種事業を既に実施していることから、新たに「医療的ケア児支援法」

において規定された医療的ケア児支援センターの設置を進めるためには、更なる財政支援

が必要である。 

  また、新型コロナウイルス対策における医療調整など、益々重要な役割が期待される「医

療的ケア児等コーディネーター」の更なる配置を進めるためにも、十分な財政支援が必要で

ある。 

② 日常生活の充実に向けた支援 

本県では、医療的ケア児を受入れ可能な医療的短期入所事業所や障害児通所支援事業所
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の充実を図るため、県独自で事業所開設に係る備品等の経費補助を実施しているが、家族

のレスパイトケアを更に充実させ、身近な地域で必要な支援が必要な時に受けられるよう

にするためにも、国において、事業所開設時における備品等の購入費用に対する補助制度

の創設と財源の確保が必要である。 

 

（２）① 保育所等における看護師配置に係る支援 

「医療的ケア児保育支援事業」では、看護師等の配置に係る補助基準が「１施設当たり

の単価」とされていることから、医療的ケア児の複数受入れや、看護師等を複数配置する

場合における財源措置が課題となっている。 

施設への給付費に看護師等配置の加算制度を設けるなど、質の高い医療的ケアが将来に

わたり担保される制度の創設と財源の確保が必要である。 

② 保育所等の施設改修や設備の導入等に係る支援 

保育所等で医療的ケア児を受け入れるに当たっての施設改修や設備の導入等に関しては、

現在、保育環境改善等事業を活用しているが、国の負担割合が１／３となっており、更な

る受入れ促進に当たり、県及び市町村の財政負担の増加が課題となっている。 

そのため、国の負担割合の引き上げなど、十分な財政支援が必要である。 

 

（３）① 公私立学校における看護師配置に係る支援 

本県では、医療的ケア児の受入れと保護者のレスパイトケアの充実を図るため、本県独

自に特別支援学校に医療機関から看護師を派遣する制度を設けるなど、学校における看護

師の配置を進めている。 

近年は、特別支援学校に在籍する医療的ケア児が増加傾向にあり、高等学校にも医療的

ケアが必要な生徒が在籍するケースもあることから、看護師配置事業の補助金について、

更なる予算の拡充が必要である。 

② 公私立学校の施設改修や設備の導入等に係る支援 

医療的ケア児を受け入れるための施設改修に関して、公立学校においては学校施設環境

改善交付金を活用しているが、国の負担割合が１／３で、県の負担が大きく、必要な改修

の全てに対応できない状況である。また、私立学校においては、このような補助制度はな

い。 

さらに、必要な設備の導入については、補助制度がなく、可能な限り県費で対応してい

るが、家庭で準備する場合も多く、保護者に負担が生じる状況が続いている。 

そのため、国において、負担割合の嵩上げや設備の導入等に係る補助制度の創設と必要

な財源の確保が必要である。 
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貧困の連鎖を教育で断ち切る支援 
 

【厚生労働省】 
 
 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

○ 貧困の連鎖を断ち切るためには、生活困窮世帯等の子どもが希望する高校、大学等に進学し、

夢を実現できるよう支援することが重要である。 

 

○ 平成 27年（2015年）4月施行の生活困窮者自立支援法では、生活困窮世帯等の子どもに対し

て、塾形式による学習支援や、家庭訪問による生活習慣・育成環境の改善に関する助言等を行う

「子どもの学習・生活支援事業」は国庫負担2分の1の任意事業であり、自治体が2分の1を負

担する必要がある。 

 

○ 生活困窮からの脱却に果たす教育の重要性に鑑み、この事業の拡充を図るため、自立相談支援

事業と同様に、国庫負担4分の3の必須事業として位置づける必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

生活困窮者自立支援法で自治体の任意事業とされた生活困窮世帯等の子どもに対する

学習支援を行う事業について、国が4分の3を負担する必須事業としていただきたい。 

 

提案・要望事項 

【参考：本県の取組み】 

生活困窮者自立支援法に基づく「子どもの学習・生活支援事業」 補助率1/2 

・事業費 43,937千円（R3年度当初予算） 

・生活保護受給家庭及び生活困窮家庭の児童生徒約296名を対象に実施。（R2年度） 
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公衆衛生獣医師の確保 
 

【厚生労働省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 本県の公務員獣医師の採用状況 

最近は受験者数が減少傾向である。また、内定辞退者も多く、ほぼ毎年採用予定者数を下回っ

ている。  

受験年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

採用予定者数a 9 8 14 13 7 8 11 13 10 16 10 

受験者数 17 24 32 27 31 20 26 14 12 14 10 

採用内定者数 12 18 25 22 22 16 14 12 12 13 8 

採用者数 b 4 6 10 13 5 7 9 8 4 9 5 

b－a -5 -2 -4 0 -2 -1 -2 -5 -6 -7 -5 

 

２ 本県の修学資金貸与制度 

  ①修学資金の型：1型: 熊本県産業動物獣医師修学資金給付事業 

対象は、産業動物獣医師（熊本県農林水産部獣医師職員含む）志望学生 

2型 :熊本県獣医師確保修学資金給付事業（平成28年度～） 

対象は、熊本県獣医師職員（健康福祉部、農林水産部問わず）志望学生  

②貸 与 額 ： 1型、2型とも国立大学（月額10万円上限）、 私立大学（月額18万円上限）  

③貸与対象者 ：獣医学を専攻する学生1～6年生 

 ※1型は、国（農林水産省）から1/2補助あり。2型には補助制度なし。 

 

 

鳥インフルエンザやＣＳＦ（豚熱）等の家畜伝染病のほか、食中毒や新型コロナウ

イルス等の感染症に対する業務など、公務員獣医師が担う分野の重要性は増している

が、公務員獣医師を目指す学生は少なく、かつ都市部志向であり、公務員獣医師の採

用は全国の自治体間の競争となっている。 

そこで、本県では獣医師確保のために、獣医学部在学中の学生に対する修学資金給

付事業を行っているが、熊本県産業動物獣医師修学資金給付事業に対しては農林水産

省から 1/2 補助があるのに対して、公衆衛生獣医師が確保できる熊本県獣医師確保修

学資金給付事業に対しては、国の補助制度がない。 

ついては、自治体が実施している公衆衛生獣医師確保のための修学資金に関し、農

林水産省と同様の補助制度の創設等の財政支援をお願いしたい。 

 

提案・要望事項 
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世界と戦えるくまもと農林水産業の実現 
【農林水産省】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

【現状・課題等】 

１ ＴＰＰ１１、日ＥＵ・ＥＰＡ、日米貿易協定等への対応 
ＴＰＰ１１、日ＥＵ・ＥＰＡ協定、日米貿易協定をはじめとした国際貿易協定により、地方の基

幹産業である農林水産業や、農山漁村の維持・発展へ影響が及ばないよう、万全の対策を講じると
ともに、地域にとって自由度の高い予算を継続的に確保いただきたい。 

２ スマート農林水産業の推進への支援 
本県では、高齢化等の進展等による生産現場の労働力不足に対処するため、スマート技術の実装

に向けた取組みを加速化している。各部門でスマート技術の導入を重点的かつ確実に実施できるよ
う、産地のモデル実証支援事業や技術の普及推進及びデータの有効活用に必要となる十分な予算確
保をお願いしたい。また、導入しやすい低価格な技術等の早期開発・実用化をお願いしたい。 

３ 競争力強化による稼げる農業の実現への支援 
① 激甚化する自然災害からの復旧・復興を果たし、稼げる農業の実現に向けた取組みを加速化す
るため、強い農業づくり総合支援交付金、持続的経営体支援交付金、産地生産基盤パワーアップ
事業、畜産クラスター事業及び農業農村整備事業等、競争力強化に資する事業について、十分な
予算確保と重点配分をお願いしたい。 
本県において、全国のモデルとなる施設園芸産地を形成してきた排水機場などの農業生産基盤

整備の計画的な推進のため、農業競争力強化基盤整備事業、農村地域防災減災事業、農山漁村地

本県が度重なる自然災害を克服し、世界と戦えるくまもと農林水産業の実現に向けた取組み
を加速化するため、以下の事項について御対応をお願いしたい。 

１ ＴＰＰ１１、日ＥＵ・ＥＰＡ、日米貿易協定等への対応 
  農林水産業の経営安定化・競争力強化等に向けた万全な対策の継続的な実施と予算確保 

２ スマート農林水産業の推進への支援 
  生産性向上につながるスマート農林水産業の実証、普及推進に必要な関連事業の十分な予
算確保並びに、生産現場の実態に応じた技術の早期開発等 

３ 競争力強化による稼げる農業の実現への支援 
①  強い農業づくり総合支援交付金、持続的経営体支援交付金、農業農村整備事業等の十

分な当初予算確保と重点配分等 
②  主食用米の需給及び価格の安定に向けた支援の充実・強化、経営所得安定対策等の助

成水準維持 
③ 輸出拡大に向けた非関税障壁交渉、6次産業化、輸送体系効率化等への支援強化 
④ 国営大野川上流土地改良事業で造成された大蘇ダムにおける安定的な農業用水確保

及び継続地区の着実な推進等 

４ 農地集積の加速化と安定的かつ実効性のある事業展開等への支援 
① 関連事業の十分な予算確保と実効性のある推進体制の構築 
②  農地集積と一体的に実施する大区画化等に必要な基盤整備の予算確保 

５ 豊富な森林資源と旺盛な需要による山のしごとシステムづくりへの支援 
① 森林経営管理制度のもと、森林整備や木材利用促進に必要な森林整備事業、「奥球磨
地域」の着実な推進も含めた林業成長産業化総合対策等の十分な予算確保 

② 新技術・新工法（ＣＬＴ等）を活用したモデル的な整備等の十分な予算確保等 

６ 「浜の活力再生プラン」による稼げる水産業の実現への支援 
プランに掲げる取組みを着実に推進するための関連事業の十分な予算確保と重点配分等 

 ７ 「みどりの食料システム戦略」の実現に向けた支援 
   「みどりの食料システム戦略」を実現するための必要な技術の早期開発・実用化等 

提案・要望事項 
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域整備交付金など、当初予算での必要額の確保をお願いしたい。また、農業水利施設の維持保全、
更新整備等を効率的に進めるための「基金」や別枠による予算確保をお願いしたい。 

② 全国的な米の在庫量増加に伴い、米の大幅な需給緩和及び価格下落が生じている中、作付動向
等の情報提供と民間在庫の増加が見られる県に対し、今後も需要に応じた生産に対する働きかけ
を維持するとともに、生産者が安心して需要に応じた生産を実現するため、経営所得安定対策等
の助成水準の維持と十分な予算確保に加え、産地交付金では地域の主体的な取組みを反映できる
運用・配分に御配慮いただきたい。 

③ 更なる輸出の拡大に向けた、市場情報や検疫等の情報提供、検疫・残留農薬等の非関税障壁に
対する交渉や、海外での品種登録等の働きかけ強化、海外市場の商談機会創出や生産加工集荷拠
点の整備支援等の十分な予算確保をお願いしたい。 
また、国の6次産業化関連事業について、十分な予算の確保と県外販売等を視野に入れた意欲

ある小規模事業者が取り組めるよう、採択要件を御配慮いただきたい。 
さらに、青果物等の首都圏への持続可能な輸送体系の構築に向けて、産地における出荷調整機

能の高度化や輸送効率化に対する予算確保をお願いしたい。 

④ 国営大蘇ダムにおいて農家が安心して営農できるよう、必要な農業用水の確保と安全性の調査
及び検証をお願いしたい。また、継続地区（八代平野地区、宇城地区、川辺川地区等）における
事業の着実な推進をお願いしたい。 

４ 農地集積の加速化と安定的かつ実効性のある事業展開等への支援 
① 今般の「人・農地関連施策の見直し」に基づき農地中間管理機構を軸とした、農作業受委託も
含めた推進を図るため、十分な予算の確保をお願いしたい。また、機構のストック面積の増加に
伴い県の３割負担が増加し続けており、軽減措置を講じていただくとともに、地域での合意形成
を進めるため、農業委員会の機能強化及び現場での土地利用調整活動に対する支援など実効性の
ある推進体制の構築をお願いしたい。 
併せて、農業の担い手として、人・農地プランに位置づけられた「中心経営体」も集積対象と

するなど、現場の感覚に沿った柔軟な対応をお願いしたい。 

② 本県では、農地集積と一体的に大区画化等の基盤整備を推進し、生産性の飛躍的な向上を目指
しており、農業競争力強化基盤整備事業等について、合意形成や農家の営農計画との事前調整が
不可欠であるため、計画的に推進できるよう、十分な予算確保と重点配分をお願いしたい。 

５ 豊富な森林資源と旺盛な需要による山のしごとシステムづくりへの支援 
① 県内の人工林の約6割が本格的な利用期を迎え、木材輸出や木質バイオマス発電用等新たな需
要が高まっており、林業者の所得向上や山村の活性化、資源の循環確保等を図る必要がある。そ
のため、令和元年度（2019年度）から開始した森林経営管理制度のもと、森林経営の集約化の推
進、路網整備や高性能林業機械導入、主伐後の確実な再造林等に必要となる森林整備事業、林業
成長産業化総合対策等の十分な予算確保と重点配分をお願いしたい。また、林業成長産業化地域
に指定された「奥球磨地域」の着実な推進に必要な予算確保をお願いしたい。 

② 民間建築物を含む建築物一般の木造化・木質化に加え、新技術・新工法（ＣＬＴやＢＰ材等）
による施設整備など新たな需要創出に向けた取組みと、モデル的な整備等支援の十分な予算確保
や補助対象緩和をお願いしたい。 

６ 「浜の活力再生プラン」による稼げる水産業の実現への支援 
水産資源の減少や魚価の低迷、漁村地域の過疎化・高齢化など、水産業を取り巻く環境は厳しい

状況が続いている。県では、漁村地域の活性化や所得向上を目指す「浜の活力再生プラン」及び「浜
の活力広域再生プラン」の策定を推進しており、プランに掲げる取組みを着実に推進するため、水
産業競争力強化緊急事業等関連事業等の十分な予算確保と重点配分をお願いしたい。 

７ 「みどりの食料システム戦略」の実現に向けた支援 
  持続可能な食料システムの構築に向け策定された本戦略を実現するため、取組みに対する国民理
解の促進に向けた周知啓発をお願いするとともに、国において必要な技術の早期開発・実用化を進
めていただきたい。加えて、産地の取組みに対しては十分な支援策と予算の確保をお願いしたい。 
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意欲ある担い手の確保･育成及び経営安定支援策の充実強化 
【農林水産省】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 
１ 新たな担い手の確保・育成と認定農業者等中心的な担い手に対する支援策の充実・強化 
① 国において令和４年度に新規就農施策を見直し、親元就農への支援を強化することとされてお
り、生産現場の期待が高まっている。新規就農者の確保・育成の取組みを更に推進するため、十
分な予算の確保をお願いしたい。特に、施策の実施にあたっては、地方自治体の財政力に左右さ
れることなく安定的に取り組む必要があることから、これまでの農業次世代人材投資事業と同様、
全額国庫による措置をお願いしたい。 

 ② 本県では、経営継承を個々の農家の問題ではなく、地域の問題として捉え、経営継承支援セン
ターの立ち上げ等、取組みを強化しているところ。このため、貴重な経営資産を次世代に安定的
に引き継ぎ、未来を支える多くの担い手を確保していくための経営継承・発展等支援事業等の予
算について継続かつ安定的な確保をお願いしたい。また、担い手の経営発展を支援する持続的経
営体支援交付金や農業経営法人化支援総合事業等の十分な予算確保を行うとともに、持続的経営
体支援交付金の配分基準項目の設定に当たっては、実態に応じた運用（経営規模拡大など）をお
願いしたい。 

③ 平成 31年（2019年）4月に開校したくまもと林業大学校においては、県内の森林資源が成熟
する中、資源として利用し、植えて、育てていくための担い手の育成に向けて「緑の青年就業準
備給付金事業」を活用し、即戦力となる林業担い手の確保・育成に取り組んでおり十分な予算確
保と重点配分をお願いしたい。 

④ 漁業就業者減少と高齢化が進む中、意欲ある担い手を確保する必要があり、漁業学校等での知
識の習得を支援する経営体育成総合支援事業の予算が不足しているため、十分な予算確保と重点
配分と、重要な担い手である親元就業者を支援対象とするよう制度見直しをお願いしたい。さら

本県の農林水産業の担い手の確保・育成及び経営安定を図るため、以下の事項について御対
応をお願いしたい。 

１ 新たな担い手の確保・育成と認定農業者等中心的な担い手に対する支援策の充実・強化 
①  新規就農者育成総合対策の予算確保及び全額国庫による予算措置 
② 次世代の担い手確保や担い手の経営発展に資する経営継承・発展等支援事業、強い農
業づくり総合支援交付金、持続的経営体支援交付金及び農業経営法人化支援事業の予算
確保等 

③ 本県で新たに開校したくまもと林業大学校において、即戦力となる担い手の確保・育
成に向けた緑の青年就業準備給付金事業の予算確保 

④ 新規漁業就業者確保支援策の見直しと予算確保、定着のための給付金制度の創設 

２ 自然災害（地震、豪雨、台風、噴火、赤潮）及び経営環境の悪化等のリスクへの対応強化 
①  国土強靱化に向けた取組みに対する十分な予算確保、重点配分等並びに農村地域防災
減災事業等の支援充実、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の延長 

②  収入保険制度の更なる加入推進への支援充実、価格安定制度等の柔軟な運用 
③ 施設園芸等燃油価格高騰対策の制度拡充、漁業者等の資金繰り円滑化支援の充実等 

３ アフリカ豚熱などの海外悪性伝染病と重要病害虫の対策強化 
水際防疫対策の強化と防疫資材の備蓄の充実、産業動物獣医師及び公務員獣医師の安定確

保・育成、重要病害虫の侵入・まん延防止対策のための予算確保 

４ 水産政策の改革の推進に向けた十分な予算確保と次期免許切替に向けた指導 
水産政策の改革の柱である、新たな資源管理への取組みに対する漁業経営安定対策等支援

の十分な予算確保、次期免許切替へ向けた指導・助言 

５ い業の担い手に対する支援策の継続 
担い手の規模拡大・経営安定に必要な支援や畳表価格安定制度等の継続とこれらの国内い

業振興に向けた法整備 

６ 花粉交配用蜜蜂の安定確保等への支援の充実・強化 
花粉交配用蜜蜂の安定確保や在来種マルハナバチへの転換に対する支援の充実等 

提案・要望事項 



53 

に、新規就業者の増加・定着に向けて、就業直後の経営が不安定な期間の所得確保のため、農業
分野の農業次世代人材投資事業と同様の給付金制度の創設をお願いしたい。 

２ 自然災害（地震、豪雨、台風、噴火、赤潮）及び経営環境の悪化等のリスクへの対応強化 
①  頻発化、激甚化する自然災害による影響を可能な限り小さくするため、「防災・減災、国土強

靱化のための５か年加速化対策」に基づき、農山漁村地域整備交付金等も含め十分な予算確保
と重点配分をお願いしたい。ため池関連２法の施行を踏まえ、計画的な防災工事等のための十
分な予算確保や地元負担の軽減、ため池対策を計画的に進めていくために必要な助成制度の創
設、並びにため池の点検や管理者への指導を行う技術者に対する人材育成等への支援をお願い
したい。農業用ダム等の農業水利施設が果たす重要な役割に鑑み洪水調節機能強化の取組みや
維持管理等に対し支援いただきたい。また、農地海岸施設は、農山漁村地域整備交付金を活用
し整備しているが、優良農地保全に加え、地域住民の安全・安心にも大きく寄与し、国土強靱
化に資する重要施設であることから国直轄事業において整備を実施していただきたい。また、
直轄海岸保全施設整備事業「八代地区」の着実な推進をお願いしたい。更に、阿蘇中岳等の噴
火による降灰被害等有事に備えて予算確保をお願いしたい。令和３年度末をもって失効するこ
ととなっている「特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法」については、特殊土壌地帯にお
ける住民の安全・安心を確保していくための対策を引き続き実現するため、延長について措置
されるよう強く要望する。 

②  農業経営上の様々なリスクに対応する収入保険制度について、本県においては、「新型コロナ
ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用し、保険料補助に取り組んでいるが、更なる
加入率向上に向けて、青色申告加入促進や積立金の負担軽減措置とともに、野菜価格安定制度
については地域の実態に応じた制度の柔軟な対応をお願いしたい。 
また、令和３年１月から当分の間として緊急・特例的に設けられた野菜価格安定制度との同

時利用措置について、恒久化をお願いしたい。 
③  燃油価格が不安定の中、施設園芸農家の経営安定を図るため、施設園芸等燃油価格高騰対策

において、生産コスト見合いの発動基準見直しや制度の恒久化をお願いしたい。また、燃油・
飼料価格の高騰等に対応した漁業経営が展開できるよう、漁業者等を対象とした資金繰り円滑
化支援の充実をお願いしたい。 

３ アフリカ豚熱などの海外悪性伝染病や重要病害虫の対策強化 
鳥インフルエンザ、 アフリカ豚熱等が継続発生しているアジア等からの観光客の靴底消毒徹底

や畜産物等の不正持ち込み摘発等の水際防疫対策の強化をお願いしたい。また、大規模発生時のま
ん延防止措置を迅速に図るため、国家単位での防疫資材の備蓄をお願いしたい。近年、産業動物獣
医師及び公務員獣医師不足が深刻であるため、獣医系大学における地域定員枠拡充や産業動物専攻
への誘導についての更なる検討及び修学支援資金における予算の財源確保と県への十分な配分を
お願いしたい。 
九州南部において飛来が確認されているミカンコミバエなど重要病害虫の侵入警戒やまん延防

止のための備蓄の充実等、十分な予算の確保をお願いしたい。 

４ 水産政策の改革の推進に向けた十分な予算確保と次期免許切替に係る新たな沿岸漁場管理制度
への支援 
 水産施策の改革の柱である、新たな資源管理の推進に当たっては、漁業者が安心して資源管理に
取り組むことができるよう、資源管理対象魚種の採捕停止等に係る収入減を補填する漁業収入安定
対策事業等について、十分な予算確保を引き続きお願いしたい。 
また、令和 5年 9月に、改正漁業法に基づく初めての漁業権免許切替が行われることとなるが、

新たに沿岸漁場管理制度が導入されることから、現場での混乱が生じないよう、仕組みや基準など
について、技術的助言等により早期（年度内）に教示していただきたい。 

５ い業の担い手に対する支援策の継続 
本県は、国産畳表需要のほとんどを担ういぐさ産地であるが、農家数、栽培面積減少が続き、産

地維持が難しくなっている。い業の担い手が意欲を持って営農継続と規模拡大に取り組めるよう、
産地関係者の意見を踏まえた対応や畳表価格安定制度の継続と、これら国内い業振興に向けた法整
備をお願いしたい。 

６ 花粉交配用蜜蜂の安定確保等への支援の充実・強化 

本県は全国一のハウス面積等を有しており、交配用のハチや花粉の確保が欠かせないため、花粉

交配用蜜蜂の安定確保等に向けた支援の一層の充実をお願いしたい。また、セイヨウオオマルハナ

バチから在来来種マルハナバチへの転換に向けた取組みに対する継続的な支援をお願いしたい。 
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中山間地域対策の充実強化及び農山漁村の生産基盤に対する支援 

    【農林水産省、国土交通省、環境省】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

【現状・課題等】  

１ 中山間地域等の農業生産活動を維持・継承していくための支援の充実 

① 中山間地域は、総農家数で県全体の約５割、経営耕地面積で約４割を占めているが、生産条件が

厳しく、高齢化や後継者不足も深刻な状況にある。このような状況を踏まえ、基幹産業として農業

を持続させ、地域社会を守っていく観点から、本県では、「中山間農業モデル地区支援事業」を平

成29年度（2017年度）から開始し、各地区が作成したモデル地区農業ビジョンの実現に向けた取

組み（小規模基盤整備、高単価作物の導入、簡易ハウス整備等）をモデル的に支援してきた。 

そのような中、国においては「中山間地農業ルネッサンス事業」の中に、令和元年度（2019 年

度）に「元気な地域創出モデル支援」等が創設され、地域の実情に応じた支援が可能となった。引

き続き、中山間地域等の多様な取組みに対するきめ細かな支援ができるよう、事業主体に法人格を

有する地域営農組織の追加や稲作を主体とした中山間地域等の所得向上に繋がる新たな取組みを

認めるなど柔軟な運用と十分な予算確保をお願いしたい。 

② 中山間地域の基盤整備において、農山漁村地域整備交付金及び中山間地域農業農村総合整備事

業により実施する場合、農業競争力強化農地整備事業と同様に、農地集積の加速化や農家の負担

軽減のための促進費を交付する制度の強化をお願いしたい。 

③ 中山間地域における多面的機能の発揮等のため、本県においても中山間ふるさと水と土保全対

策事業等により基金を造成して振興を図っているが、毎年の基金取崩しは、基金残額の３％の範

囲内に限られている。中山間地域振興に向けて、地域の特性に応じた多様な支援が更に必要であ

り、また、一昨年、成立・施行された棚田地域振興法に基づく棚田地域の振興に係る県独自の取

組み推進を図るため、基金取崩枠の上限拡大や、ソフト事業のみならず簡易なハード整備事業も

対象とするなど、弾力的な運用と制度見直しをお願いしたい。 

 

 地域の基幹産業である農林水産業を基軸とした中山間地域をはじめとする農山漁村の活

性化を推進するため、国の支援策の充実・強化、並びに十分な予算確保と本県への重点配分

等、以下の事項について御対応をお願いしたい。 

１ 中山間地域等の農業生産活動を維持・継承していくための支援の充実 

① 多彩な中山間地域の取組みへの支援制度拡充及び予算確保 

② 基盤整備における農家負担軽減のための促進費の創設 

③ 中山間ふるさと水と土保全対策事業等基金の運用の弾力化 

２ 日本型直接支払制度等、農業・農村の多面的機能を発揮するための支援 

日本型直接支払制度の十分な予算確保と運用見直し 

３ 有害鳥獣による農作物被害防止対策の推進 

①  捕獲対策の拡充と十分な予算確保及び有害鳥獣の生息数把握方法の確立 

②  カモ類、バンなどの野生鳥類への有効な対策の検討 

③  ジビエ利用モデル地区に対する支援の強化 

４ 漁港施設の機能回復及び漁港等における放置船対策に対する支援 

   損傷が確認された牛深ハイヤ大橋の機能回復に必要な予算の確保及び所有者不明船舶

の廃船処理経費に対する財政的な支援措置の拡充と、廃船処理に係る制度構築 

提案・要望事項 
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２ 日本型直接支払制度等、農業・農村の多面的機能を発揮するための支援 

中山間地域等直接支払交付金は、本県における中山間地域の農業・農村の維持・活性化に大きく

貢献してきた。第５期対策においては、返還要件の緩和等により引き続き推進し易い制度となった。 

一方で、農地や農業施設の補修・更新等、地域ぐるみの活動を担う農家の高齢化が進行し、中山

間地域等直接支払交付金及び多面的機能支払交付金に係る各種申請書類の作成が困難な状況とな

り取組みを断念する事例が増加傾向にあることから、事務手続きの簡素化をお願いしたい。 

なお、環境保全型農業直接支払交付金について、本県では積極的な活用を推進しており、環境保

全型の発揮に大きく寄与している。引き続き、農業者が意欲を持って継続的に取り組むことができ

るよう、第２期対策に向けては、事業期間内の大幅な変更を行わない等現場の混乱が生じないよう

ご配慮をお願いしたい。 

また、市町村が取組拡大に向けて積極的な推進ができるよう、日本型直接支払制度の十分な予算

確保をお願いしたい。 

３ 有害鳥獣による農作物被害防止対策の推進 

① 中山間地域等の鳥獣被害は、農家所得の減少と農業者の営農意欲減退に直結している。農業生

産活動の維持・継承のためには、野生鳥獣被害の防止が不可欠であるが、市町村の要望に対し予

算が不足している状況にある。特に、抜本的な鳥獣捕獲強化対策の効果を維持・発揮させるには、

本県が進める「えづけ STOP！対策」等により捕獲を強めていくことが農作物への被害軽減の加

速化に繋がると考えられる。このため、上限単価引上げによる捕獲補助金の大幅な増額を含め、

対策の根幹である鳥獣被害防止総合対策交付金の十分な予算確保と重点配分をお願いしたい。 

また、より効果的な有害鳥獣の捕獲には、生息頭数をあらかじめ把握する必要がある。特に、

イノシシについては、生息密度や個体数を推定する実用的な方法が確立されていないことから、

国において実用的な生息頭数の推計方法の確立を速やかにお願いしたい。 

② 八代・宇城地域等本県の海岸沿いは、露地野菜やかんきつ類の大規模生産地となっているが、

近年、カモ類やバン等の鳥類による被害が拡大している。当該被害の防止対策技術の確立をお願

いしたい。 

③ 国のジビエ利用モデル地区に選定されている、「くまもとジビエコンソーシアム」の活動によ 

り、ジビエへの加工処理量増加、流通販売の仕組みづくり、認知度の向上等において一定の成果 

も見え始めている。有害捕獲された野生鳥獣を地域資源としての更なる活用のため、ジビエ利用 

モデル地区に対する継続した支援策の強化をお願いしたい。 

４ 漁港施設の機能回復及び漁港等における放置船対策に対する支援 

 本県の水産業は、漁村地域を支える基幹産業であるが、水産資源減少に加え、就業者減少や

高齢化等厳しい状況が続いている。また、漁業生産の拠点である漁港施設等の老朽化も深刻化

する中、適正な維持管理を行う必要があり、さらに、漁港のみならず、港湾、河川及び海岸に

おける所有者不明の放置船の増加により、漁業活動への支障、船舶の航行障害、台風等自然災

害時における他船舶・係留施設、河川管理施設や海岸保全施設への損傷、河川や海岸の環境悪

化など様々な影響が顕在化している。 

このような中、流通拠点漁港である牛深漁港に架かる牛深ハイヤ大橋において、支承が損傷し、

車両が通行できず、陸揚げ水産物の輸送や地元住民の生活等に支障をきたしていることから、機能

回復を図るための恒久対策に対する予算確保をお願いしたい。 

また、長期間放置・係留されている所有者不明の放置船を、施設管理者がやむを得ず廃船処理す

る際の経費に対する財政的な支援措置の拡充をお願いしたい。併せて、関係省庁で連携・協力して、

自己責任による廃船処理の徹底や公費負担の軽減にも繋がるよう、船舶購入時にリサイクル料金を

預託・積立する自動車リサイクル法と同様の制度等の構築をお願いしたい。  
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地震からの着実な復興と地域経済の維持・発展に向けた 
中小小規模企業等への支援の強化 

【経済産業省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 本県の事業承継支援は、平成29年度（2017年度）に事業承継ネットワーク構築事業により支

援機関の連携体制を構築し、平成30年度（2018年度）にプッシュ型事業承継支援高度化事業に

より体制の強化を図ってきた。本県では、事業承継診断の結果、３割超の事業者が「将来を語り

合える後継者がいない」と回答しており、円滑な親族内承継の推進とともに後継者不在企業への

支援が重要となっている。 

本年（令和3年）4月から、事業承継ネットワーク地域事務局と事業引継ぎ支援センターが統

合し、ワンストップ支援体制がスタートしたが、昨年度と比べて、相談件数・成約件数ともに増

加しており、事業承継の取組みを維持発展させていくためにも、新たな支援センターと県や関係

機関がさらに連携を強化し取組むことが必要である。また、事業承継・引継ぎ補助金により、専

門家の活用や事業承継・引継ぎ後の設備投資等への支援が必要である。 

（参考）本県の実績 

事業承継ネットワークによる事業承継診断  

H29：1,864件、H30：1,078件、R1：4,594件、R2：2,877件 

事業承継補助金 H29：採択3件、H30：採択21件、R1：採択33件、R2：採択７件 

      事業引継ぎ支援センターによる引継ぎ成約件数  

H28：6件、H29：6件、H30：12件、R1：16件、R2：29 件 

      昨年度との比較 

 

 

 

 相談登録件数 成約件数 

Ｒ２年8月末現在 ４８ １０ 

Ｒ３年8月末現在 ８１ １４   

 

熊本地震からの復興の途上にある中、新型コロナウイルス感染症の拡大、更には令和２

年７月豪雨災害により、三重の負担を強いられている。これらの影響を最小限に留め、県

経済の活力を維持・発展させていくために、事業承継の支援や経営支援体制等の充実・強

化に向け、次の措置を講じていただきたい。 

 

１ 地域経済を維持・発展させるためには、円滑な事業承継及び経営資源の引継ぎの促進

が重要である。現在、国においては事業承継・引継ぎ支援センターを中心に取り組んで

いただいているが、事業承継・引継ぎ支援補助金の拡充等、事業承継の取組みについて、

引き続き強力に支援いただきたい。 

２ 商工会・商工会議所による小規模事業者への伴走型支援の機能強化のため、経営発達

支援計画の策定及び計画の着実な実施に対する支援を継続いただきたい。 

３ 小規模事業者支援推進事業費補助金について、熊本地震及び令和２年７月豪雨災害で

影響を受けた被災小規模事業者の活用に対して、特段の配慮をいただくとともに、必要

な予算の確保をお願いしたい。 

提案・要望事項 

※売り希望登録と買い希望登録の合計 



57 

 ２ 商工会・商工会議所による経営発達支援計画（小規模事業者支援法）に基づく小規模事業者へ

の伴走型支援の更なる推進と機能強化に必要な所要額の確保に向け、伴走型小規模事業者支援推

進事業補助金による支援の継続が必要である。 

（参考）R１本県の当補助金採択状況 ７商工会議所21商工会 計28団体 

    R２本県の当補助金採択状況 ８商工会議所23商工会 計31団体 

 

 ３ ３年目を迎える地方公共団体による小規模事業者支援推進事業については、令和３年度から地

域コミュニティ型（地域全体の浮揚）もしくは地域資源型（地元特産品の普及）等の取組みを優

先する審査基準が設けられた結果、本県の50,000千円の交付申請額に対し、約1/2の26,666千

円の交付決定となり、予定していた規模での事業の実施ができていない。 

   本県では、本事業を積極的に活用し、商工会・商工会議所の伴走型の支援により本県特有の課

題である「熊本地震」及び「令和２年７月豪雨災害」で影響を受けた被災小規模事業者の売上回

復に向けた取組みを強力に後押ししている。  

   現時点においても、売上が被災前の水準まで回復していない事業者も多く、継続した支援が必                                                                     

  要であることから、こうした特別な事情を踏まえ、交付に当たり特段の配慮をいただくとともに、

必要な予算の確保をお願いしたい。 
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再生可能エネルギー電力導入を推進するための送電系統運用改善と 
球磨川流域への優先配慮 

 

【経済産業省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 再生可能エネルギー電力導入を推進するための送電系統運用改善 

令和２年（2020 年）４月に発送電分離が実施され、大手電力会社（旧一般電気事業者）から

送配電部門が法的分離され、分社化された。 

一方、送電系統（送電線）の運用においては、先に送電線への接続を申し込んだ発電設備を優

先して接続・給電させる「先着優先方式」がとられていることから、大手電力会社が過去に設置

した発電設備が送電線の利用可能容量の多くを占め、新たに設置される再生可能エネルギー発電

設備は残ったわずかな空き容量を使うほかない状況である。 

これに加え、九州では、太陽光等の再エネ発電設備が多く導入されていることもあり、その送

電線への接続のため、再エネ発電事業者が送配電事業者から多額の負担を伴う系統増強工事を求

められる事案が多く生じている※１。 

また、九州地域では、再エネ特措法※２の規定により、太陽光及び風力発電施設の送電系統への

「接続可能量」が設定されており、それを超える部分の接続においては、無制限・無補償の出力

制御を受容することが前提となっている。九州地域の出力制御は、平成30年（2018年）10月か

ら令和3年（2021年）8月までの３年弱で２００回実施され、新規参入の再エネ発電事業者から

は、このままでは事業の採算がとれなくなるおそれがあるとの声もあがっている。 

このような状況の中、昨年７月３日、梶山経済産業大臣から、非効率石炭火力発電所のフェー

ドアウトの具体化とともに、「再エネ導入を加速化するような基幹送電線の利用ルールの抜本見

直しを検討する」と発言があり、国委員会でその具体的検討が進められている。 

この検討結果に沿った、早期の「先着優先方式」の見直しを実現化いただきたい。また、「再

エネ接続量の仕組み」も同様に見直しを行っていただきたい。 

 

 

１ 送電系統（送電線）への接続・給電において大手電力会社と新規参入発電事業者を公

平に取り扱うとともに、ＣＯ２を排出せずカーボンゼロ社会実現のための強力な手段で

ある再生可能エネルギー発電設備の送電線への接続・給電を優先するよう、昨年７月に

梶山経済産業大臣が発言されたように、法令の改正など必要な見直しを進めていただき

たい。 

 

２ 令和２年７月豪雨で被災した球磨川流域における復旧・復興にあたり、本県で構想し

ている「くまもと版グリーン・ニューディール」の考え方に基づく再生可能エネルギー

の発電施設導入促進を目指しており、そのためには同地域の送電系統に再エネを接続し

やすくすることが必要である。 

そこで、今年４月に施行された改正電気事業法や９月に出された「電力ネットワーク

の次世代化に向けた中間とりまとめ」に基づいて、プッシュ型の「ローカル・配電系統

の整備計画」を立案するにあたっては、復興に向けた大きな力となるよう、優先的に球

磨川流域における送電網の増強・新設がなされるよう特段の配慮をお願いしたい。 

 

提案・要望事項 
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※１ この事への対策として、既存送電系統を最大限活用して空き容量を増やす「日本型コネク

ト＆マネージ」の取組が2018年度から行われている。 

※２ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（通称 ＦＩＴ法） 

 

２ 球磨川流域における優先的なプッシュ型の送電系統増強・新設等 

本県は、令和２年７月豪雨において球磨川流域を中心に甚大な被害を受けた。この被害からの

復旧・復興において、「くまもと版グリーン・ニューディール」として、球磨川流域固有のバイ

オマス、小水力、風力等の自然資源を活用した再エネ活用の取組を進めることとしている。 

また、球磨川流域は、風況が良く、県内でも有数の風力発電のポテンシャルが高い地域である

ことから（参考資料１）、現在、風力発電施設の整備計画が４件構想されている。中小水力やバ

イオマス等の発電ポテンシャルも同様に高い。 

一方、本地域の送電系統はもともと容量が小さく、系統混雑時の接続切断を条件に接続可※と

されている路線も多い。（※ノンファーム型接続と呼ばれるコネクト＆マネージの手法の一つ。） 

今年４月に施行された改正電気事業法の中で、電力広域機関が、送電網の増強・新設について

将来の電源ポテンシャルを踏まえたネットワーク整備計画（広域系統整備計画）を策定の上、国

に届け出、これに基づき、送配電事業者が系統整備を行う仕組みが構築された。また９月には、

その取組のロードマップ等を示す「電力ネットワークの次世代化に向けた中間とりまとめ」が出

され、「ローカル・配電系統の第一期整備計画」を２０２３年度から検討することとしている（参

考資料）。当該整備計画を策定するにあたっては、優先的に球磨川流域における送電網の増強・

新設がなされるよう特段の配慮をお願いしたい。 

 

 

【参考資料】 「電力ネットワークの次世代化に向けた中間とりまとめ（R3.9月）」より 
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大規模太陽光発電施設など再生可能エネルギー施設の建設に伴う 
諸問題への対応策の法制化 

 

【経済産業省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状】 

○ 本県では、太陽光発電所の整備が進み、再生可能エネルギーの導入拡大に大きく貢献している。

また、県南地域を中心に多くの風力発電所の整備が計画されている。 

○ 全国的に見ると大規模太陽光発電施設や風力発電施設に関連する災害等が報じられており、本

県では立地が集中する地域の住民が、治水や周辺環境悪化を理由に再生可能エネルギー施設の新

規立地に反対するケースも出てきている。 

○ 今後建設が計画されている施設において、地域住民の理解がないまま開発が進められれば、地

域住民との関係悪化等や、再生可能エネルギーの長期安定的な運営への支障が懸念される。 

○ なお、国においては、現在以下の取組が行われている。 

・平成 29年 3月、ＦＩＴ法に基づく各再エネ発電施設整備に係るガイドラインが策定され、こ

れに沿った周辺環境への配慮措置などが努力義務となった。（資源エネルギー庁） 

・平成30年２月２日に、「ＦＩＴ法の関連法令違反に係る情報提供制度」について国から自治体

に通知。（資源エネルギー庁） 

・令和２年２月２５日に事業用太陽光発電施設の廃棄費用の外部積立て原則義務化等を盛り込 

んだ法案が閣議決定。（資源エネルギー庁） 

・令和２年４月１日から環境影響評価法の対象に大規模太陽光発電施設を追加。（環境省） 

○ 近年では気候変動に伴う大規模災害が発生しており、殊に本年7月に発生した熱海市土砂災害  

を契機として、地域住民の開発に対する不安は一段と高まってきている状況。 

 

【課題】 

○ 立地自治体や地域住民が事業計画を確認できず、十分な説明がなく地域の理解が得られないま

ま開発が実施される場合がある。 

○ 事業計画に対し自治体や住民の意見を反映させる仕組みが確保されておらず、事業実施におけ

る防災対策や周辺環境悪化への住民の懸念が解消されない場合がある。 

○ 土地利用関係法令に基づく許認可等を伴わない事案であっても、事業地の管理が適正に行われ

ない場合は、災害発生が懸念される。 

 

 

大規模災害が頻発する中、住民の防災意識が高まっていることを背景として、大規模な

太陽光発電施設や風力発電施設の建設に伴う周辺環境への影響が懸念され、住民の不安を

招くケースが起こっている。これに対応するため、国の再エネ特措法（ＦＩＴ法）に係る

再エネ施設の事業計画認定において、立地自治体から意見聴取することや事業者に対して

地域住民への事業説明会の実施と結果報告を義務付けるよう、関係法令整備を早急に行っ

ていただきたい。 

また、発電施設の建設中のみならず、運転開始以降も、災害の発生を防止するため、調

整池等防災施設をはじめとする事業地の維持管理が適切に行われるよう、関係法令整備を

早急に行っていただきたい。 

提案・要望事項 
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高齢者の安全運転推進に向けた支援の充実 
 

【内閣府、経済産業省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

○ 全国的に高齢ドライバーによる深刻な事故が問題となっている。警察庁の統計によると、全国

の 75 歳以上の高齢運転者の死亡事故のうち「ブレーキとアクセルの踏み間違い」を要因とする

ものが増加傾向にある。（令和元年：7.8％→令和２年：11.4％） 

○ 自動車は買い物や通院、就労、社会参加等を支える重要な移動手段であり、地域によって徒歩

圏内に公共交通機関がないなど、高齢者を含め、自動車に頼らざるを得ない状況である。 

○ 本県の運転免許保有者は、令和2年12月末時点で約118万人であり、このうち65歳以上の高

齢者が約 32万人（構成率 27.4％）、75歳以上の高齢者が約 10万人（8.9％）で、全国と比較し

て、免許保有者全体に占める高齢者の割合は高くなっている。 

○ 一方、バス事業の収支悪化や運転士不足の要因により、県内のバス路線網は直近３年間で約 

10％、約300万ｋｍ減少しており、自動車以外の移動手段の選択肢が少なくなっている状況であ

る。 

○ 本県では、令和２年１月から、高齢ドライバーによる事故の防止に向け、日本デザインナンバ

ー財団の「地方版図柄入りナンバープレート寄付金活用事業」を活用して、高齢者が自動車に踏

み間違い防止装置等を購入・設置する費用に対する助成を、熊本県交通安全推進連盟（会長：熊

本県知事）においてモデル的に実施したところであるが、高齢者等からの反響が大きく、事業開

始早々に補助予定台数の予約受付が終了するなど、ニーズの高さが明らかとなった。 

○ 政府におかれては、令和元年度補正予算により創設された「サポカー補助金(後付け装置設置

を含む)」により、令和３年度の支援を実施いただいているところではあるが、令和４年度以降

も引き続き実施していただくようお願いしたい。 

 

公共交通機関網が脆弱な地域において、高齢者にとって自動車は、日常生活や就労、社

会参加等のための重要な移動手段となっている。 

全国的に、高齢ドライバーによる深刻な事故が問題となる中、国におかれては、高齢者

の安全運転推進に向けた関係施策を強力に推進いただいており、令和元年度補正予算で創

設された「サポカー補助金」が令和３年度も継続中である（繰越）。高齢化が進む本県に

おいても、地域の実情に応じた支援策を講じていくこととしていることから、国の取組み

を継続していただきたい。  

 

１ 高齢者をはじめとしたドライバーの事故を防止し、又は被害を軽減するため、安全運

転サポート車及び後付けの安全運転支援装置の普及啓発をより一層推進いただきたい。 

 

２ 令和元年度補正予算で創設された「サポカー補助金」について、令和４年度以降も引

き続き実施していただきたい。 

 

 

提案・要望事項 



62 

地域の産業基盤としての工業用水道事業への支援 
 

  【経済産業省】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

・ 本県工業用水道事業は、昭和50年代初頭に給水を開始し、現在約40事業所（従業員約6千

人）に供給するとともに、主要施設を上水道等と共同化しており、地域経済や住民生活を支え

る重要なインフラである。 

しかし、産業構造の変化により、重厚長大型の企業立地が進まないことから、多くの未利用

水を抱えており、更に、有明工業用水道ではダム関連経費の負担が経営を圧迫している。 

 

 

・ 本県では、これまで上水道転用など様々な経営改善の取組みを進めてきており、令和３年４

月からは更なる経営改善策として全国に先駆けて有明工業用水道及び八代工業用水道に公共

施設等運営権方式（コンセッション方式）を導 

入した。 

 しかし、コンセッション方式の対象外施設で 

あるダム関連施設等の更新負担金や、コンセッ 

ション方式を導入していない苓北工業用水道 

の施設更新費等は引き続き本県が負担し、また、 

今後、多額の事業費が見込まれている。 

 

 

 

 

・ これらのことから、工業用水の安定供給を確保するため、施設の耐震化や老朽化した設備の

計画的な更新を着実に進めることができるよう、工業用水道補助金の必要な予算の確保や補助

率の嵩上げ等の支援の拡充をお願いしたい。 

 

 

 
本県では全国に先駆けて工業用水道事業における公共施設等運営権方式（コンセッショ

ン方式）導入など積極的に経営改善の取組みを進めているが、ダム関連経費等の負担によ

り依然厳しい経営環境下にある。 

工業用水の安定供給を確保するために施設の耐震化や老朽化した設備の計画的な更新を

着実に進められるよう、必要な予算枠の確保及び補助率の嵩上げ等の支援拡充をお願いし

たい。 

提案・要望事項 
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公共事業予算の安定的な総額確保 
 

【総務省、財務省、農林水産省、国土交通省】 
 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

 道路・河川・砂防・治山・港湾・漁港・下水道などの社会資本の整備は、未来への投資であり、

質の高い社会資本ストックを将来世代に確実に引き継いでいく必要がある。 

こうした中、本県における道路改良率は58.2％（全国35位、道路統計年報2020）であるなど、

社会資本整備は依然として遅れ、その解消には着実かつ計画的な整備が必要である。 

 また、社会資本の整備は、安全・安心な社会を実現するとともに、企業立地、雇用、観光客の

増加や民間投資の誘発といったさまざまなストック効果を発揮するものであることから、戦略的

かつ計画的な整備の推進が必要である。本県の基幹産業である農林水産業においても、生産性の

向上や農山漁村の安全・安心の実現などストック効果を発揮するため、生産基盤整備の推進も必

要となっている。これらのストック効果を重視した社会資本の整備等を行うため、公共事業予算

の安定的かつ持続的な総額確保が必要である。 

一方、高度経済成長期に整備された社会資本の老朽化が著しく、今後一斉に更新時期を迎える

ことから、計画的に維持修繕や更新を進めていく必要がある。農業用の排水機場については、耐

用年数(20年)を超える施設が6割超であるなど、施設の老朽化が進行しており、計画的な更新、

整備が必要である。 

さらには、近年、全国各地で発生している大規模・激甚化する災害から国民の生命・財産を守

るためにも、社会資本の整備を着実に進めていく必要がある。 

このため、本県が真に必要とする社会資本の整備を滞りなく実行し、また、中長期にわたり、

戦略的かつ計画的な社会資本整備のため、次期社会資本整備重点計画に投資規模等を明示するな

ど、必要な予算の安定的かつ持続的な総額確保をお願いしたい。 

 

 

地方の社会資本整備を着実かつ計画的に推進するため、公共事業予算の安定的か

つ持続的な総額確保をお願いしたい。 

高度経済成長期に整備された社会資本の老朽化対策に対する持続的な支援をお願

いしたい。 

 

提案・要望事項 
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阿蘇くまもと空港アクセス鉄道整備に向けた支援 
 

 

【国土交通省】 
 
 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 課題及び検討状況等 

 （１）現状と課題 

 〇空港利用者のアクセス手段は、自動車利用に大きく依存 

  （自家用車48.4％、レンタカー16.9％、リムジンバス14.8％、タクシー8.2％） 

  〇朝夕ラッシュ時の道路渋滞により、空港アクセスの定時性・速達性確保が課題 

  〇リムジンバスの輸送能力では、今後増加が見込まれる空港利用者に対応できず、大量輸送性確 

   保が課題 

 （２）将来見込 

  〇空港運営会社は、約30年後には空港旅客者数を約2倍に引き上げる目標を公表 

（国内線・国際線旅客数：2017年度 334万人→2051年度 622万人）  

（３）検討状況 

  〇平成30年度までに、各交通手段（鉄道、モノレール、ＬＲＴ）によるアクセス改善策の比較 

   検討を実施、ＪＲ豊肥本線から鉄道を分岐延伸する案を最適案として選定 

  〇令和元年度から、（独）鉄道・運輸機構に調査を委託、詳細な路線検討、需要予測等を実施 

  ○令和２年度調査では、費用便益分析（B/C）が「１」を上回るとともに、要望している財政支

援が実現すれば、収支採算性が確保されることを確認 

  ○令和２年度に、有識者や交通事業者などからなる空港アクセス検討委員会を設置し、幅広く意 

   見を聴取 

 

 （４）空港アクセス鉄道整備により期待される効果 

  〇急増するインバウンド対策 

  〇コンセッション方式の導入効果の最大化 

  〇自動車から公共交通機関への転換による二酸化炭素排出量の削減 

  〇空港周辺やアクセス鉄道沿線地域における半導体関連産業や新たな先端産業の集積への期待、 

  将来の県経済の発展を見据えた地方創生の「形」づくり 

 

 

 

 

 

 

 

  熊本地震からの創造的復興において、コンセッション方式が導入された「阿蘇

くまもと空港」へのアクセス鉄道の整備に向けた取組みに対する、技術的協力と最

大限の財政支援をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

提案・要望事項 



65 

２ 現行制度及び要望内容 
 

項 目 現行制度 要望内容 

阿蘇くまもと空港アクセス

鉄道整備に向けた支援 

空港アクセス鉄道等整備事

業費補助 

空港アクセス鉄道整備に向けた技術的協

力と最大限の財政支援 

 

 

３ 要望の内容 

 〇技術的協力 

令和元年度から（独）鉄道・運輸機構に路線検討や需要予測等の詳細な調査を委託し、ＪＲ九

州をはじめ関係機関の協力を得ながら、本格的に整備に向けた検討を行っているが、鉄道整備に

向けて、さらに専門的な知見が必要になるため、技術的な助言等の協力をお願いしたい。 

 

〇財政支援 

ＪＲ九州からは、鉄道整備に向けた基本的な方向性について同意を得ており、空港アクセス鉄

道の運行開始後に整備費の３分の１を上限に拠出いただくという今までにない協力を得たとこ

ろである。今後、さらに検討を進め、具体的な整備方針を決定した場合には、平成 28年熊本地

震からの創造的復興、地方創生の実現のため、整備費の３分の１の財政支援をいただくなど特別

な配慮をお願いしたい。 
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土砂災害から人命を守るために土砂災害特別警戒区域から 
住宅移転を促進する新たな交付金制度の創設等 

 

【内閣府、財務省、国土交通省】 
 
 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

○ 熊本県内の土砂災害警戒区域21,918区域のうち20,401区域で土砂災害特別警戒区域（レッド

ゾーン）が指定されており、そこには２万戸以上の人家が立地している。 

○ 土砂災害を防止する為のハード対策は人家５戸以上の限られた区域が対象となっている。一方

で、土砂災害は毎年各地で頻発している状況であり、土砂災害から人命を守り、地域の防災力の

向上を図るためには、効果的なハード対策と合わせてソフト対策の強化が不可欠である。 

○ 熊本県では土砂災害から人命を守るために、レッドゾーンから安全な地域への住宅移転を促進

する「土砂災害危険住宅移転促進事業」を平成 27年度（2015年度）から県単独事業で実施して

おり、本事業を活用した移転者は年々、増加の傾向にある。 

○ 今後、超高齢化・人口減少社会の到来に伴い、ハード対策の対象外となる地域の更なる増加が

予測される中、危険箇所から人家を移転することは人命を守るために極めて有効なソフト対策で

あると考えられる。 

○ このためレッドゾーンからの移転経費に対する補助や、既存制度である「がけ地近接等危険住

宅移転事業」の要件緩和・補助対象経費の拡充を図る等、危険箇所からの住宅移転に関する新た

な交付金制度の創設をお願いしたい。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 頻発する土砂災害から人命を守るため、土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）

から安全な地域への住宅移転を促進する新たな交付金制度の創設をお願いしたい。 

提案・要望事項 
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九州の主要都市をネットワーク化するための 
九州の横軸をはじめとする道路ネットワークの整備促進 

【財務省、国土交通省】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【現状・課題等】 

○ 本県が九州の中心に位置するという地理的特性を踏まえ、‘すべての道はくまもとに通じる’

という考えの下、本県と九州内の主要都市を効率的に結び、九州の一

体的な発展を図るとともに、平成28年熊本地震や令和2年7月豪雨

における教訓を踏まえ、広域防災拠点として大規模災害時に近隣県に

対して支援・救援等が速やかに行えるよう整備等を進める必要がある。 

○ 特に、九州の横軸となる九州中央自動車道及び中九州横断道路に

ついては、観光振興や沿線の産業・経済活動に寄与するとともに、

今後、南海トラフ地震の発生が懸念される中、熊本と宮崎や大分と

を結ぶ「命の道」として整備が急務である。 

また、九州の縦軸となる南九州西回り自動車道及び有明海沿岸道路

（熊本県側）についても、ダブルネットワーク強化と循環型交通ネッ

トワークのミッシングリンク解消を図り、九州全体の経済浮揚に繋げ

るための道路として整備を促進する必要がある。 

○ 更に、熊本天草幹線道路は、陸上交通を国道橋１本に依存する天草

地域の多重性確保に直結する道路であるため、「本渡道路」の令和

４年度の供用目標の実現や「大矢野道路」の事業推進に必要となる

所要額を確保する必要がある。 

 
 

 九州の各都市をネットワーク化することで、平常時・災害時においても安定的な輸送
の確保が可能となるうえ、観光振興や雇用創出による活力ある地域の形成等のストック
効果が見込まれる。また、熊本地震や令和2年7月豪雨における教訓を踏まえ九州の主
要都市や広域防災拠点へのアクセス向上を図ることが重要である。 
そのため、次の項目について、特段の御配慮をお願いしたい。 

○ 九州中央自動車道 
・「矢部～蘇陽間」の計画段階評価の早期完了と令和４年度事業化、「山都中島西
IC～矢部間」の早期整備、並びに「蘇陽五ヶ瀬道路」の事業促進 

○ 南九州西回り自動車道 
・「水俣IC～県境間」の完成時期の公表と早期整備 

○ 中九州横断道路 
・「九州縦貫道（仮）熊本北JCT～西環状道路」間の計画段階評価の早期着手、「大

津町～合志市間」の早期事業化、「滝室坂道路」の早期整備、「大津熊本道路(合
志～熊本)」及び「竹田阿蘇道路」の事業促進 

○ 有明海沿岸道路（熊本県側） 
・「大牟田市（三池港IC）～荒尾市」間の早期整備、「大牟田市（三池港IC）～ 
長洲町」間の早期事業化、「長洲町～熊本市」間の全線国直轄による早期整備 

○ 熊本天草幹線道路 
・「本渡道路」及び「大矢野道路」の早期整備のための所要額の確保（県事業） 
・「熊本宇土道路」、「宇土道路」の早期整備と「宇土三角道路」の事業促進 
（直轄事業） 

併せて、道路予算の安定的な総額確保と各路線の重要物流道路への位置づけについて、
特段の御配慮をお願いしたい。 

提案・要望事項 

熊本天草幹線道路 

本渡道路の整備状況（R３.8） 
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また、平成30年5月に開通した天草の玄関口となる三角大矢野道路（天城橋）と併せて熊本

からのアクセス性をより向上させるため、引き続き、大矢野道路の早期整備並びに直轄整備区間

の事業促進が必要である。 

 

○ これら、九州の主要都市をつなぐ各路線は、地域間の物流を担う路線として、平常時・災害時

においても安定的な輸送を確保する必要があるため、重要物流道路に指定するとともに、予算の

重点配分をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中九州横断道路 

 

 

有明海沿岸道路（熊本県側） 

 

 

熊本天草幹線道路 

 

 

九州の高規格幹線道路概要図 

 

〇「九州縦貫道（仮）熊本北JCT～ 

熊本西環状道路間」 

・計画段階評価の早期着手 

○「大津町～合志市間」 

・早期事業化 

○「滝室坂道路」 

・早期整備 

○「大津熊本道路（合志～熊本）」 

、「竹田阿蘇道路」 

・事業促進 

 

 

 

 

○「矢部～蘇陽間」 

・計画段階評価の早期完了と 

令和４年度事業化 

○「山都中島西IC～矢部間」 

・早期整備 

○「蘇陽五ヶ瀬道路」 

 ・事業促進 

○「大牟田市（三池港 IC）～荒尾市間」 

・早期整備 

〇「大牟田市（三池港 IC）～長洲町間」 

・早期事業化 

〇「長洲町～熊本市間」 

・国直轄による早期整備 

 

 

○「本渡道路」及び「大矢野道路」 

・早期整備のための所要額確保 

○「熊本宇土道路」及び「宇土道路」 

・早期整備 

○「宇土三角道路」 

・事業促進 

 

 

九州中央自動車道 

 

 

南九州西回り自動車道 

 

 
○「水俣IC～県境間」 

・完成時期の公表及び早期整備 
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地域公共交通(路線バス・地域鉄道)の確保・維持等に対する支援 

 

【国土交通省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 路線バスや地域鉄道は、いずれも地域住民の通学・通院・買物等の生活を支える交通手段とし

て必要不可欠なものであるが、人口減少等を背景に各事業者ともその経営状況は厳しく、収支改

善に向けた生産性向上の取組み等を検討・実施してもなお、それを支援する県及び市町村の負担

は年々増加傾向にある。 

 

 路線バスの地域間幹線系統確保維持費国庫補助金において、平成28年度（2016年度）の補助

額内定時に、同補助金としては初めて、予算の範囲内で補助対象経費の額の調整（減額査定）を

行う可能性が示唆された。結果的には減額査定は行われず、その後も現在のところ本県のバス事

業者においては満額の補助金が交付されているが、万が一全国の国庫補助金計画額が予算額を上

回り、満額の補助金が交付されない事態が発生した場合、バス事業者や県・市町村の負担増加に

繋がるとともに、結果として路線の縮小を招きかねないこととなる。 

 

 鉄道の安全輸送に必要な設備については、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業等の国の補助金や、

県及び市町村の支援を受けながら、各鉄道事業者が整備を行っているところであるが、令和3年

度（2021 年度）においても前年度に引き続き、全国の補助要望額に対して予算が不足すること

により、補助対象となっている車両検査費について予算配分がなされない他、ＰＣマクラギ化以

外の設備整備の補助率が1/3から1/4に引き下げられており、要望額どおりの補助金が交付され

ない。 

 

 満額の配分が受けられない場合、当該費用については、事業者若しくは関係市町村が負担して

いるが、各事業者では設備の老朽化が進んでいることから、今後さらなる費用の増大も見込まれ

ており、このような状況が継続すれば、結果として必要な設備整備が行えずに安全輸送に支障を

きたし、ひいては事業継続が困難となりかねない事態となる。 

 

 

 

 

１ 地域住民に必要不可欠な生活交通手段である路線バスや地域鉄道の確保・維持等に対

する国庫補助について、必要な予算額の確保をお願いしたい。 

 

２ 路線バスの地域間幹線系統確保維持費国庫補助金について、地域間の格差を解消し、

より実態に即した方法で算定するよう見直しを行っていただきたい。 

 

３ 持続可能でかつ利便性の高い路線バスサービスの提供に向けて、路線バス事業者が行

う共同経営の取組みに対する支援をお願いしたい。 

提案・要望事項 
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 特に、平成28年(2016年)熊本地震により被災した南阿蘇鉄道及び令和２年(2020年)７月豪雨

により被災したくま川鉄道、肥薩おれんじ鉄道においては、収入が激減し、従来より一層厳しい

経営状況に置かれている。 

 

 ２ 路線バスの地域間幹線系統確保維持費国庫補助金は、地域区分（補助ブロック）ごとに定めら

れた「地域キロ当たり標準経常費用」を上限に算出した補助対象経常費用を基に算定することと

されており、本県は、南九州ブロック単価（R4：286.51円）が適用されている。 

 

   県内バス事業者のうち、特に熊本都市圏周辺を主な運行エリアとしているバス事業者の「実車

走行キロ当たり経常費用」は、当該南九州ブロック単価を大幅に上回っている状況（A社：約429

円、B社：約355円）にあり、実質赤字系統であっても補助対象基準に適合しないなど、実態に

即していない仕組みとなっている。そこで、地域間の格差を解消し、より実態に即した算定内容

となるよう北九州ブロック単価（R4:401.01円）の適用や、中九州ブロック単価の新たな設定な

どの見直しをお願いしたい。 

 

 ３ 本県のバス事業者５社は、独占禁止法特例法に基づく共同経営の全国第１号として、令和３年

（2021年）３月に国の認可を受け、４月から重複区間の最適化など共同経営を開始。今後も、５

社の垣根を越えて路線再編等のあらゆる取組みを進め、持続可能な路線バスの運行を目指すこと

としている。 

 

路線再編等の取組みを進めるに当たっては、各事業者が保有する運行状況や利用状況等のデー

タの活用が必要となるが、各社の保有するデータ形式のバラツキなどの課題がある。データ形式

の統一・共有化、分析システムの構築、共同経営計画（第２版）策定のための調査・分析等につ

いて、県としても財政支援を行って取組みを後押ししているところであるが、国においても、地

方の路線バス事業者が行う共同経営の取組みに必要なこれらの事業に対して、支援制度を創設い

ただきたい。 

 

また、会社間の垣根を越えた取組みを進めていくという観点で、複数社による営業所の共有や、

運行管理者の兼務といったことが可能になれば、より効率的な路線網の構築が可能になると考え

られるため、道路運送法におけるこれらの基準の緩和等についても積極的にご検討いただきたい。 
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天草地域及び県南地域における交通基盤づくりへの支援強化 
【国土交通省】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

○ これまで、天草地域及び県南地域の海上交通は、地域住民の足、 

地域の医師確保を含めたライフラインとして、重要な役割を果たし 

てきたが、少子高齢化による利用者数の減少に伴う経営状況悪化、 

就航船舶の老朽化や船員の高齢化などで、多くの航路が休廃止されて 

おり、定期航路等の維持確保が喫緊の課題となっている。 

 

○ 本県では、これまで、地元自治体と連携して国庫補助の対象となら 

ない離島航路及び半島航路を含めた定期航路事業等の運営費に対す 

る補助を行っているが、経営基盤の弱い中小企業においては、船舶の 

代替船建造や老朽化に伴う船舶修繕の増加等による経営の圧迫が課題 

となっていることから、国において財政上の措置等の更なる拡充・ 

充実を図っていただく必要がある。 

 

○ 「島原・天草・長島架橋構想」においては、九州地方新広域道路交通計画及び熊本県新広域道路

交通計画に記載されており、関係機関等と連携しながら、実現に向けて要望活動、自然観測調査等

を継続して実施している。長崎、熊本、鹿児島で設立する協議会では、毎年、600人規模の構想推

進地方大会を開催し、国による調査再開を提言する決議を行っている。 

 

○ 「八代・天草シーライン構想」においては、知事を会長とし、県議会、地元首長、県の商工団体

が参画する「八代・天草シーライン建設促進協議会」を令和３年２月に設置し、県を挙げて国への

要望や構想推進大会開催を行う予定。九州地方新広域道路交通計画及び熊本県新広域道路交通計画

に記載され、さらに地元の機運が高まっているところ。 

 

海に囲まれた「天草地域」においては、海上交通が地域住民のライフラインとして重要な役割

を果たしており、生活航路を確実に維持・確保していくとともに、近隣地域との交流・観光活性

化やダブルネットワークの確保につながる交通基盤が必要である。 

また、八代市を中心とする「県南地域」は、高速道路、九州新幹線など高速交通網の要衝であ

るが、そのポテンシャルを活かし、更なる拠点性向上を図るため、天草地域を始めとした九州西

岸地域へのヒトやモノの流れを加速させる必要があり、それを支える交通基盤が必要である。 

これらの地域は、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」等の世界文化遺産登録、八代港

へのクルーズ船寄港増加などにより、県境を越えた広域的な交流が活発化していることから、天

草地域及び県南地域における海上交通の維持・確保及び充実を図るために必要な支援をお願いし

たい。 

 併せて、九州地方新広域道路交通計画で構想路線として位置付けられた「島原・天草・長島架

橋構想（島原・天草・長島連絡道路）」や八代・天草を結ぶ「八代・天草シーライン構想」は、天

草・県南地域の地方創生、ひいては熊本県の発展に寄与する重要な構想である。構想段階にある

交通ネットワークの具体化を推進していただきたい。 

提案・要望事項 
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並行在来線（肥薩おれんじ鉄道）に対する支援 
【総務省、財務省、国土交通省】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 肥薩おれんじ鉄道について、安全運行の確保や利便性の向上を図るため、開業後も継続的に鉄
道施設・設備の更新や整備が必要であることから、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業等の国の補
助金（補助率1/3）及び熊本・鹿児島両県自治体の補助金等により整備を行っている。 
さらに施設の老朽化も進んでおり、今後も多大な費用が見込まれるため、国庫補助を有効に活

用していく必要があることから、補助率の嵩上げ等の支援制度の拡充及び十分な予算額の確保を
お願いしたい。 

  特に、令和3年度（2021年度）においても前年度に引き続き、全国の補助要望額に対する予算
の不足により、車両検査費は配分されない見込み。 
なお、令和 2 年度（2020 年度）までは、ＰＣマクラギ化以外の設備整備に対する国の補助率

が引き下げられていたが（1/3→1/4）、令和3年度（2021年度）は、令和2年度第三次補正予算
の成立により、1/3が配分される見込みとなっている。 

  ※ 車両・線路・電路の整備費 

   平成16年度（開業初年度）：299百万円 → 令和2年度：1,003百万円 

２ 肥薩おれんじ鉄道沿線は、県内でも人口減少が著しい地域であるため、他の並行在来線各社と
同様、今後一層厳しい経営環境になることが見込まれている。一方で、鉄道資産の維持に多くの
コストを要するため、公的支援が必要不可欠であるが、地方の財政状況が悪化する中、今後の維
持存続が危惧されているところ。 

  そのため、現行の設備整備費に係る補助制度のみならず、赤字補填や運営費助成等の財政支援
制度の構築をお願いしたい。 
また、肥薩おれんじ鉄道が主に地域住民の生活交通手段として利用されている実態を踏まえ、

赤字補填等の支援を県や沿線市町が行った場合、路線バスの確保・維持に要する費用と同様に、
その費用の80％を特別交付税で措置していただきたい。 
併せて、設備整備補助の財源となる地方債（一般単独事業債）については、交付税措置（現行

30％）の嵩上げをお願いしたい。 
  ※ 経常損失額 
   平成16年度（開業初年度）：▲75百万円 → 令和2年度：▲667百万円 

※ 熊本県及び鹿児島県（及び沿線自治体）の公的支援の状況 
 ・ 平成18年度～令和元年度の両県累計支援額：3,916百万円余 
 ・ 令和2年度末時点の累積赤字額：1,293百万円余（資本金1,560百万円） 

３ 自然災害等による鉄道ネットワークの分断は、全国の貨物鉄道の運行に影響を及ぼし、並行在
来線各社において設備整備等の財源に充てられている線路使用料収入の予期せぬ減少を招くこ
とを踏まえ、並行在来線の安定的な運営を支える仕組みとなるよう貨物調整金制度における配慮
をお願いしたい。 

１ 地域住民に必要不可欠な生活交通手段である肥薩おれんじ鉄道の安全運行確保のた

め、設備投資・整備費に対する支援制度の拡充及び必要な予算額の確保をお願いしたい。 

２ 肥薩おれんじ鉄道をはじめとする並行在来線に対する支援策として、赤字補填・運営

費助成等の財政支援制度と地元負担に対する地方財政措置を構築していただきたい。 

３ 肥薩おれんじ鉄道をはじめとする並行在来線の安定的な運営を支えるため、自然災害

等による鉄道ネットワークの不通の影響（線路使用料収入の予期せぬ減少）が生じた場

合においても、必要な設備整備の計画的な実施を担保することができる安定的な制度を

構築していただきたい。 

提案・要望事項 
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阿蘇山直轄砂防事業の促進 
 

【財務省、国土交通省】 
 
 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 被害の状況 

○ 阿蘇地域は、全国平均の約2倍の平均降水量や火山性の脆い地質で土砂災害が起こりやすい。

平成２年（1990年）及び平成24年（2012年）には大規模な土砂災害が発生し人的被害等が発生し

ている。 

○ さらに、平成28年（2016年）熊本地震とその後の降雨により、阿蘇地域のいたるところで山

腹崩壊、土石流、がけ崩れ等が発生し、膨大な量の不安定な土砂が発生・残存しており、土砂災

害の発生リスクが高まった状態となった。県では、災害関連緊急事業や激甚災害対策特別緊急事

業等を活用し砂防堰堤の整備を進めてきたが、いまだ流域の荒廃は著しい状況である。 
 

２ 現在の状況 

○ 県で実施する災害対応のみならず、阿蘇カルデラ内において集中的な土砂災害防止対策を講じ

ていく必要があることから、平成30年度（2018年度）から阿蘇山直轄砂防事業に着手していただ

いた。 

〇 令和３年（2021年）４月には、対策工事の本格化に向け阿蘇砂防事務所を開設していただき、

今年度は１４箇所で砂防堰堤の整備及び調査が進められている。 

〇 しかし、熊本地震で生じた崩壊土砂に加え、火山性の脆い地質と地震による地盤の緩みにより、

今後、大量の土砂が長期間にわたって流出を続けることが懸念され、白川中下流域では、土砂・

洪水氾濫のリスクがある。 

阿蘇山直轄砂防事業 
期  間：平成30年度（2018年度）～令和９年度（2027年度）（予定） 

総事業費：約150億円 
 
３ 要望の詳細 

○ 阿蘇地域の人命、財産を保全するため、土石流・流木による直接的な被害を防止・軽減するとと
もに、下流域における土砂洪水氾濫による被害を軽減するために、阿蘇山直轄砂防事業の箇所の拡充
を含めて、抜本的な対策の促進と必要な予算の確保をお願いしたい。 

 

阿蘇地域の土砂災害を防ぎ、人命、財産を守るため、阿蘇山直轄砂防事業の促進及び事

業箇所の拡充をお願いしたい。 

提案・要望事項 
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立野ダムの整備推進 
【国土交通省】 

 

 
 

 

 

【現状・課題等】 

○ 熊本市中心部を流れる白川は、「平成24年7月九州北部豪雨」により至る所で越水が発生するな

ど、これまでも度々洪水被害が発生している。白川では平成14年度 (2002年度)に策定した河川整

備計画に基づく整備メニューが概ね完了したことから、令和 2年 (2020年)1月に河川整備計画を

変更し、更なる治水安全度の向上を目指し国と連携し整備を進めているところ。 

〇 治水安全度向上には、河川整備計画に位置付けられた立野ダム建設事業や白川河川改修事業の促

進など総合的な治水対策の推進が必要である。立野ダムにおいては平成30年(2018年)に本体工事

に着手、令和 2年 (2020 年)10月より堤体コンクリートの打設を開始し、令和 4年度(2022年度)

のダム事業完了に向け工事が進められている。 

○ 立野ダムについては、流域市町村も事業の推進を要望していることから、一日も早い完成をお願

いするとともに、景観・環境、コスト縮減に配慮した事業の実施及び流域住民の方々の理解を深め

ていただくための取り組みを継続されたい。 
 

【平成24年7月九州北部豪雨の浸水状況】              【完成後のイメージ（流水型ダム）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   白川（県管理区間） ：熊本市北区龍田1丁目               上流側からダムを望む 
 
 

【立野ダム定礎式】                      【流域住民向け見学会】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        令和3年5月開催                   令和元年6月開催 流域住民現地見学会 

立野ダムについて、一日も早い完成をお願いするとともに、景観・環境等に配慮した

事業の実施及び流域住民の方々の理解を深めていただくための取組みを継続されるよ

うお願いしたい。 

提案・要望事項 

白川 
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阿蘇くまもと空港の機能強化及び天草エアラインへの支援 
 

【法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 阿蘇くまもと空港では、創造的復興のシンボルとして、また、地域活性化の起爆剤として、コ

ンセッション方式による空港運営事業の実施と空港整備を進めており、令和2年4月からは、新

たな運営会社である「熊本国際空港株式会社」による一体的な空港運営が開始された。 

  同社は、2051年度の目標を、国際線17路線、国際線利用旅客者175万人と設定し、段階的な

エアライン誘致を推進することとしており、国が進める「観光先進国」の実現と相まって、阿蘇

くまもと空港を利用する訪日外国人の増加が予想されている。 

  新型コロナウイルス感染症対策及び収束後の需要回復、さらには新たな路線就航を見据え、円

滑な出入国手続きや国際貨物の取り扱いのために、CIQ体制の充実・強化を図っていただきたい。 

 

２ 同社は、自ら提案したエアライン誘致戦略に基づき、「地方空港№1の国際線ネットワーク」を

目指しており、県では、当該戦略をしっかりと共有し、同社との強固な連携体制のもと、路線の

誘致・振興を図っていくこととしている。 

  新型コロナウイルス感染拡大や日韓関係の悪化といった世界的・国際的な影響により、便の欠

航や路線の運休が生じているものの、感染収束後・関係改善後には、路線の再開・振興を強力に

進めていく必要がある。 

  そのため、コンセッション方式導入後も、訪日誘客支援空港（拡大支援型）に対する各種支援

について、新規就航から3年を経過した路線に係る運航再開時にも、新規又は増便への支援と同

様の支援策を適用するなど、引き続き充実・強化を図っていただきたい。 

 

３ 天草地域は、県の中心である熊本市からの移動に2時間以上を要するなど地理的状況は離島部

と類似している。平成12年（2000年）に就航を開始した天草エアラインは、天草地域の唯一の

高速交通機関として、地域の医師確保を含めた地域住民のライフラインとして必要な存在である

 

１ コンセッション方式による空港一体運営を開始した阿蘇くまもと空港では、新型コロ

ナウイルス感染症対策や収束後、増加が見込まれるアジア等からの来客及び貨物に対

し、迅速かつ適切に対応する必要があるため、CIQ（税関、出入国管理、検疫）体制に

ついて、充実・強化を図っていただきたい。 

２ 訪日誘客支援空港として認定を受けている阿蘇くまもと空港の国際線の運航再開及

び新規就航の促進に係る地域の取組みについて、コンセッション空港についても、支援

の充実・強化を図っていただきたい。 

３ 天草エアラインについて、地域航空ネットワークの安定的な確保のため、各種支援制

度の創設・充実を図っていただきたい。 

  また、持続可能な地域航空の実現に向けた「地域航空サービスアライアンス有限責任

事業組合」（EASLLP）について、地域の実情や新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま

えた実効性のある取組みが着実に実施されるよう引き続き、支援の充実・強化を図って

いただきたい。 

提案・要望事項 
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が、1機のみの運航のため、機材整備及び乗員訓練による運休や欠航が発生しやすくなっている。 

   このため、平成30年（2018年）に日本エアコミューターとの協業を開始したが、今後、同機

材を保有する航空会社との機材・部品等の融通が円滑にできるように、国庫補助金で購入された

部品等を融通できる仕組みづくりが必要である。 

   また、地域航空ネットワークを安定的に確保するためには、更なる公租公課の減免やその基準

の見直しなど支援制度の創設・拡充が必要である。 

   さらに、令和元年（2019年）10月に持続可能な地域航空の実現に向けて、地域航空 3社（天

草エアライン（AMX）、日本エアコミュータ（JAC：鹿児島県）、オリエンタルエアブリッジ（ORC：

長崎県））と大手航空2社（ANA・JAL）を構成員とする「地域航空サービスアライアンス有限責

任事業組合」（EASLLP）が設立され、各種協業（コードシェアの拡大、機材・部品調達の協力等）

の取組みが進められているが、当該取組みが地域の実情や新型コロナウイルス感染症の影響を踏

まえた実効性のあるものとなるよう、引き続き、支援の充実・強化を図っていただきたい。 
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熊本港の整備推進 
                   【国土交通省】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 国直轄事業による耐震強化岸壁等の令和4年度事業化について 

 ○ 大規模災害発生時等の防災拠点として港湾は重要な役割を担うが、背後に人口約100万人の

熊本都市圏を抱える熊本港では、熊本地震の際、海上保安部のヘリコプターを搭載した巡視船

が、岸壁の水深不足のため入港出来ない等の課題が明らかになった。 

○ 一方で、熊本港は、熊本都市圏や県北地域における物流・人流の拠点としての役割も担って

おり、県北地域の企業集積地と熊本港を結ぶ中九州横断道路や熊本西環状道路等の幹線道路整

備も順調に進んでおり、県経済を支える拠点としての重要性も高まっている。 

 〇 また、県内で製造された大型機械のRORO船※による国内輸送が開始されたところであり、熊

本港の物流拠点としての発展がさらに期待される中、今後の港湾機能強化の方向性を検討する

ため、国の支援を頂きながら、県・熊本市・民間企業が連携して「熊本港利活用促進検討会」

を設立し、議論を深めている。 

 ※ RORO船（roll on roll off ship）：貨物を積んだトラックごと輸送する船舶 

 ○ これらのことから、大規模な自然災害が発生した際の復旧・復興拠点として機能強化を図る

とともに、持続的な経済成長を実現するため、耐震強化岸壁の国直轄事業による令和４年度事

業化をお願いしたい。 

２ 防波堤の整備推進について 

○ 熊本港は、長崎県とフェリーで結ぶ海陸交通の重要な結節点でもあり、これらの機能を十分

に発揮するためには、港内静穏度の確保等、港湾機能の向上を図る必要があることから、国に

より進められている防波堤整備の着実な推進をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 熊本港が大規模災害等の発生時に、復旧・復興拠点としての役割を果たすとともに、

県経済を支える物流拠点として機能するため、耐震強化岸壁の整備について、国直轄

事業による令和４年度事業化をお願いしたい。 

２ 熊本都市圏の物流・人流の拠点である熊本港において、安全で安定的な海上交通ネ

ットワークを確保するため、引き続き、港内の静穏度確保に向けた防波堤整備の着実

な推進をお願いしたい。 

提案・要望事項 

RORO貨物荷役状況 熊本地震時の支援活動状況 
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八代港の整備推進 
 

【国土交通省】 
 
 

 

 

【現状・課題等】 

○ 本県では、八代市を中心とした県南地域の活性化を図るため、地域のポテンシャルを生かし

た産業集積に向けて「くまもと県南フードバレー構想」、「やつしろ物流拠点構想」を策定し、

県内最大の国際貿易港である八代港をアジアへの物流拠点として位置付け、九州縦貫自動車道

や南九州西回り自動車道等の高速交通網と連携し、更なる利便性向上を図ることで、港を活用

した貨物輸送の拡大に向けた取組みを推進している。 

○ この取組みを実現するためには、八代港の物流機能の更なる強化が不可欠である。 

〇 現在、船舶の大型化に対応した水深14m岸壁及び泊地については平成25年度に完成してい

るが、整備中の航路は水深が確保されておらず、積荷を満載した輸送が困難なため、積荷を軽

減し喫水調整を行うなど非効率な輸送を強いられている。 

〇 背後立地企業の競争力を強化し地域経済の活性化に向け、現在整備中の水深14m航路の早期

完成など、更なる整備推進をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  県内最大の物流機能を有する八代港の更なる機能強化に必要な水深14ｍ航路等の着

実な整備推進をお願いしたい。 

提案・要望事項 

 

穀物船荷役状況（R3.3.25） 

企業集積地 

 

 

 

八代IC 

 

九州縦貫自動道 

 

九州縦貫自動車道 
八代JCT 

 

一般県道 
 八代港線 

南九州西回り自動車道 

 至 福岡 

 

至 宮崎 

 

至 鹿児島 

 

【船舶諸元】 

船 名   ： BELLEMAR 

全 長   ： ２２４．９ ｍ 

総トン数  ： ４２，７０２ ｔ 

積載重量 ： ８万DWT級 
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阿蘇地域をはじめとした九州内での広域周遊観光の推進 
【国土交通省】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 令和元年の阿蘇地域の宿泊客数は、熊本地震前（平成２７年）の約８割に留まっており、県内

で阿蘇地域だけが地震前の水準に回復していない状況であった。 

県では、JR 豊肥本線、国道５７号、国道３２５号新阿蘇大橋ルート等、阿蘇への主要なアク

セスルート復旧を契機として、阿蘇の復興を発信し、観光復興を図ることとしている。 

  阿蘇地域の観光復興に当たっては、コロナ禍における旅行者のニーズを的確に捉え、非接触・

デジタルによるスマートツーリズムを推進し、新しい観光を確立することが重要である。 

 

【参考】県観光統計（平成２７～令和元年） 

延べ宿泊客数（人） 
 

 

  平成27年 令和元年 
令和元年 

/ 平成27年 

熊本県全域 7,202,214 7,633,470 105.9% 

阿蘇地域 1,960,469 1,629,159 83.1% 

阿蘇除く全域 5,241,745 6,004,311 114.5% 

 

 

 ２ 新型コロナウイルス感染症の収束後に行われる政府観光局（ＪＮＴＯ）が行う大規模な訪日プ

ロモーション等において、東京・京都・大阪のいわゆるゴールデンルートから、九州をはじめと

した地方への来訪を促すため、九州の地理的中心に位置し、九州の周遊観光に大きく寄与する阿

蘇を中心に据えた PR や商品造成などへの支援を強化することで、九州における来訪促進戦略を

後押しいただきたい。 

  新型コロナウイルス感染症の影響により壊滅的なインバウンド需要の急減に直面しているこ

の時期を積極的な「準備期」として、ターゲットの多角化を図るための戦略策定やプロモーショ

ンなど、九州内の周遊促進・滞在日数の延長につながる取組みの強化が必要である。 

 

 

１ 平成28年熊本地震による甚大な被害を受けた阿蘇地域では、国道 57号や国道325号

新阿蘇大橋ルート等、アクセスルート復旧を契機とした観光復興を目指しているとこ

ろ。 

国においても、ワーケーションを普及させるための環境整備や観光施設への顔認証シ

ステムの導入、観光体験と二次交通をＩＣＴで組み合わせる観光ＭａａＳの導入など、

コロナ禍における新しい観光を確立する取組みへの支援を更に充実していただきたい。 

 

２ 新型コロナウイルス感染症の収束のあかつきには、九州の地理的中心に位置し、九州

周遊観光に大きく貢献する阿蘇観光について、政府観光局（ＪＮＴＯ）訪日プロモーシ

ョン等において、阿蘇を中心に据えた情報発信や商品造成などへの支援を強化いただき

たい。 

提案・要望事項 



80 

ゼロカーボン社会の実現 
【内閣府、経済産業省、環境省】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 本県においては、熊本市周辺18市町村で構成する熊本連携中枢都市圏が2050年温室効果ガス

排出実質ゼロを目指し、2021 年 3 月に共同で地球温暖化対策実行計画を策定。また、2021 年 2

月に荒尾市が、同年 6 月には球磨村が 2050年ゼロカーボン宣言を行い、脱炭素社会の実現に意

欲的に取り組んでいる。 

  国が選定する脱炭素先行地域は全国100か所程度とされているが、本県だけでも、ゼロカーボ

ンに積極的に取り組んでいる市町村が多くあることから、こうした市町村の意向を十分に踏まえ

ながら、脱炭素先行地域の選定を幅広く行っていただく必要がある。 

  また、本県においては、熊本地震や令和２年７月豪雨災害からの復旧復興のため、市町村のマ

ンパワーが不足しており、脱炭素先行地域の応募に係る市町村の負担の最小化が必要である。 

 

２ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の事業メニューについては、再エネ設備の導入が中心とな

っているが、ゼロカーボン社会の実現に向けては、使用するエネルギーの総量を減らす省エネル

ギーや化石燃料から電力等へのエネルギーシフトも重要である。 

また、地域によって、自然環境や生活環境、事業活動の状況が大きく異なるため、脱炭素社会

の実現に向けては、地域の実情やニーズに応じた様々なアプローチがあり得ることから、地域や

地方自治体の判断により柔軟に活用できる交付金制度にする必要がある。 

   また、本県においては、県有施設への再エネ設備の導入検討を進めているが、再エネ設備の導

入にあたって既存施設の改修が必要になる。再エネ設備の導入を迅速に進めるため、こうした改

修費用についても交付金の対象とする必要がある。 

 

３ ゼロカーボンに資する技術開発や新技術・既存技術の普及については、自治体による取組みに

は限界があり、国による積極的な取組みが必要である。特に、高純度バイオディーゼル燃料（BDF）

は、電化等が困難な建設現場の重機等の軽油の代替燃料として活用されており、CO2削減に大き

く貢献している。今後の利活用の拡大に向けては、揮発油等の品質の確保等に関する法律で規格

が定められ品質が保証されている「B5（軽油にBDFを5％混合したもの）」に加え、「B100」など、

よりCO2削減効果の高い燃料の普及に向けた環境整備についても国による後押しが必要である。 

 

 熊本県では、本年７月に策定した「第六次熊本県環境基本計画」において、２０３０年 
度までの温室効果ガスの削減目標を２０１３年度比５０％と定め、「２０５０年県内ＣＯ 
２排出実質ゼロ」を目指している。これらの目標達成には、都道府県や市町村の取組みに 
加え、国の政策や制度等を総動員する必要があるため、ゼロカーボン社会の実現に向けた 
国の主体的な取組みと地方への十分な支援をお願いしたい。 
１ 脱炭素先行地域については、各地域の実情を踏まえ、脱炭素に意欲的な市町村等を幅
広く選定するとともに、当該地域に対し、十分な財政支援をお願いしたい。また、先行
地域の応募にあたっては、脱炭素計画等の提出が必要とされているが、既存の地球温暖
化対策実行計画の活用を認めるなど、市町村等の負担軽減を図っていただきたい。 

２ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金については、地域の実情やニーズを踏まえ、必要
な財源を継続的に確保するとともに、地方自治体が幅広く、かつ、柔軟に活用できる制
度にしていただきたい。 

３ ゼロカーボンに資する技術開発や新技術・既存技術の普及について、国による積極的
な取組み・支援をお願いしたい。特に、家庭用廃食油を精製してつくられる高純度バイ
オディーゼル燃料の更なる利活用に向けた環境整備について後押しをお願いしたい。 

提案・要望事項 
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水俣病対策の推進／水俣・芦北地域の振興 
 

【内閣官房、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、 
農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省】    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
【現状・課題等】 

１ チッソ株式会社への貸付等に係る県債の未償還残高は以下のとおり。 

  ●熊本県のチッソ県債未償還残高（元利合計）                   R3.3.31現在（単位：億円） 

 患者県債 H7一時金県債 H22一時金県債 特別県債 合 計 

未償還残高 39.9 12.9 75.8 83.9 212.5 

  
なお、チッソ株式会社は、令和３年３月に業績改善計画を公表。同社からの要望を受け、県は、

同計画期間内（令和３～６年度）において、平成７年政治解決一時金貸付の支払いを猶予してい
る。 

 
２ 平成７年の救済措置対象者は7,992人、水俣病特措法救済措置

対象者は37,613人に上っている。また、水俣市をはじめとする

関係市町の一人当たりの医療費は、右表のとおり県内市町村の

中でも上位を占めている。 
 
３ 被害にあわれた方の迅速な救済に向け、平成28年度（2016

年度）以降1,279件の審査を行った。令和２年度（2020年度）

末時点の認定申請者は 359 人となっており、申請者の迅速な

保護と負担軽減等を図るため、認定業務を迅速かつ適切に  

進めていく必要がある。 

市 ・ 町 名 令和元年度 

水 俣 市 571,399( 2) 

芦 北 町 599,634( 1) 

津 奈 木 町 550,990( 4) 

天 草 市 480,973( 9) 

上 天 草 市 496,624( 6) 

県内市町村平均 427,784 

 
１ チッソ金融支援措置について、これまでの閣議了解等に基づき、県財政に支障をき

たさないよう、引き続き所要の措置を講じていただきたい。 
 
２ 救済措置に係る熊本県の財政負担及び関係市町の国民健康保険財政負担の増加につ

いて、適切な対応を図っていただきたい。 
 
３ 認定審査において、申請者の迅速な保護と負担軽減等を図るため、認定業務を迅速

かつ適切に進めるための方策を講じていただきたい。 
 
４ 水俣病発生地域の医療・福祉の充実や再生・融和（もやい直し）の促進、更に地域

振興等について、今後も所要の財源確保を講じていただきたい。 
 
５ 法定受託事務である公害保健福祉事業について、本県の事業実施に必要な予算額の

確保と法令の負担割合に則った納付金額を納付していただきたい。 

 

６ 昭和 53年（1978年）6月の閣議了解に基づき、「第七次水俣・芦北地域振興計画令

和4年度（2022年度）実施計画」に掲げる事業の実施について、予算を確実に確保す

るとともに、引き続き財源措置を講じていただきたい。 
 
７ 更なる地域の発展と研修効果の充実のため、平成28年度（2016年度）から水俣市で

実施されている「環境調査研修所」の研修の拡充を実施していただきたい。 

関係市町の一人当たりの医療費（単位：円） 

 

 

※（ ）内は県内順位。後期高齢者医療 
 制度に係る医療費は含まれていない。 

提案・要望事項 
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４ 被害者・家族の高齢化が進み、疲弊した地域社会の再生を図るため、引き続き水俣病発生地域の

医療・福祉の充実や再生・融和（もやい直し）の促進、更に地域振興等について予算措置が必要

である。 

  特に胎児性・小児性水俣病患者の方々の安心した日常生活及び社会参加の促進のため、個々の

ニーズに応じた支援の更なる充実が必要である。 

 

５ 法定受託事務である公害保健福祉事業は、公害健康被害の補償等に関する法律により、事業に

要する費用の４分の３に相当する額について、環境再生保全機構からの納付金が充当されること

となっている。しかしながら、納付金算定基準単価の引き下げ等により、令和元年度から、納付

率が法令の負担割合を下回り、県の一般財源負担が増大している状況である。 

 

６ 当地域は、過疎化・高齢化が著しく、一人当たり市町村民所得が県平均の約8割の水準に止ま

るなど依然として非常に厳しい状況にあり、引き続き「第七次水俣・芦北地域振興計画令和4年

度（2022年度）実施計画」に掲げる事業の実施について国の財源措置が必要である。 

  （[水俣・芦北地域]R2年10月1日時点高齢化率：県内最高の42.7％ H30年度一人当たり市町村民所得：2,124

千円） 

 

７ 平成28年（2016年）3月、まち・ひと・しごと創生本部の「政府関係機関移転基本方針」によ

り、本県が提案していた「環境調査研修所」の水俣市への研修機能の一部移転が決定された。こ

の決定により、平成28年度（2016年度）から環境研修の一部が水俣環境アカデミア等で実施され

ているが、更なる地域の発展と研修効果の充実のため、研修の拡充を実施していただきたい。 
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有明海・八代海等の再生 
【農林水産省、国土交通省、環境省】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【現状・課題等】 
１ 有明海・八代海等の再生については、国や関係県と連携しながら、環境改善に向けた総合的な
対策に取り組んでいるところであるが、漁業生産は不安定な状況が続いており、一刻も早く抜本

的な対策に取組む必要がある。 
  有明海・八代海等総合調査評価委員会では、平成28年度末（2016年度末）に、有明海・八代
海等における再生目標や再生方策等を記載した報告書を取りまとめられたが、県として求めてき
た抜本的な再生方策の提示には至っていない。 

  再生への取組みを効果的に進めるには、具体的な再生目標及びそれを達成するための手順につ
いて関係者間で認識を共有し、具体的な施策を進めるためのスキームを整えることが必要である。
このため、東京湾再生プロジェクト等の先進事例を参考に、特措法に基づき設置されている関係
省庁や県等で構成する促進協議会の機能強化を図るなどしてスキームづくりを進めていただき
たい。さらに、本県では、泥質化を要因とした海域環境悪化やアサリ・クルマエビなど水産資源

１ 今般改正いただいた有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律（以下

「特措法」という。）の法案提出の理由及び環境省の有明海・八代海等総合調査評価委員会

報告書（以下「報告書」という。）を踏まえ、関係省庁連携の下、具体的な再生目標と、効

率的かつ現実的な再生手順を具体的に示すとともに、特措法に基づく促進協議会の機能強

化など関係省庁の役割を明確にしたスキームをつくり、必要な事業の創設・拡充及び予算

の確保を行っていただきたい。また、報告書において底質の泥化が指摘されていることか

ら、令和３年度中に予定されている中間報告を含め、今後の報告書においては、底質改善

に向けた実現可能な対策を提示いただくとともに、泥土の堆積進行メカニズムの解明や、

泥土除去及びその処分方法の確立などの抜本的な底質改善対策についても、関係省庁が主

体的に関与して、集中的に行っていただきたい。 

２ 有明海について、国と有明海沿岸 4 県（福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県）協調の取組

みにより実施した調査・実証事業等については継続・拡充するとともに、成果が見え始め

たものは、国が主体となって大規模な海底耕うんなどの実証事業を行っていただきたい。 

３ 八代海について、八代海湾奥部など、データの蓄積が不十分であり各種調査の充実・強

化が必要であることが報告書にも記載されていることを重視し、調査の充実・強化を積極

的に行っていただきたい。 

４ 河川を介して流入する流木等のごみは、海域の環境悪化を招くため、これらの漂着物、

漂流物及び海底ごみの回収・処理等に係る十分な予算確保と地元負担の軽減をお願いした

い。また、漂流物・海底ごみは、漁業者などによる補助制度を活用した対応等では限界が

あるため、国主導による大規模な回収処理を実施していただきたい。さらに、大雨等の災

害に伴い発生した海域を漂流する流木や流出土砂の堆積等に迅速に対応できるよう新たな

災害復旧事業創設等、対策の充実強化をお願いしたい。 

５ 海洋プラスチックごみ問題について、閉鎖性海域である有明海・八代海等の海域環境の

保全のためには、陸域での発生抑制及び海域への流出防止が重要であり、対策を推進する

こと。また、海域におけるマイクロプラスチックの対策を検討するため、有明海・八代海

等の閉鎖性海域での調査を継続的に実施していただきたい。 

６ 特定外来生物であるスパルティナ属の防除に関し、財政的支援をお願いしたい。 

提案・要望事項 
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の減少が指摘されている。底質環境改善対策として実施している覆砂、作れい、海底耕うんは対
症療法として効果はあるものの永続的ではないため、泥土堆積進行メカニズムの解明が必要であ

る。併せて、抜本的対策である泥土の除去やその処分方法の確立についても、水産庁や農林水産
省だけでなく、関係する省庁が主体的・集中的に実施していただきたい。 

２ 4県協調による調査や実証事業は、二枚貝類等の資源回復のために体系的に実施されている重
要な取組みであり、継続・拡充するとともに、成果が見え始めたものについて国主体で大規模
な実証事業を行うことで、再生への取組みを加速化させていただきたい。 

３ 八代海は、有明海に比べ海域環境・資源状態に関する調査結果の蓄積が不足している。しかし、
八代海における漁船漁業、干潟域での採貝業及び海苔養殖業の不振は深刻であり、有明海同様
一日も早い対策の実施が求められている。 

  このため、国においても調査の充実・強化を積極的に行っていただきたい。 

４ 海域環境の保全等の観点から、漂着物、漂流物及び海底ごみの回収・処理や発生源対策を支援
する海岸漂着物等地域対策推進事業について予算額を確保するとともに地元負担の軽減をお願

いしたい。また、漂流物及び海底ごみについては、漁具の破損や船舶航行の妨げになるなど弊害
をもたらしている。現状として漁業者などが国の補助制度を活用するなどして回収・処理を行っ
ているが、それでは限界があるため、国主導による大規模な回収・処理をお願いしたい。 
併せて大雨等の災害が発生するたびに、海域を漂流する流木や堆積土砂等による漁場環境の悪

化が危惧されるが、海域を漂流する流木等は、現行制度では十分対応できないため、新たな支援
の枠組みづくりをお願いしたい。また、堆積土砂対策として、災害復旧のため速やかに取り掛か
れるよう水産環境整備事業の制度見直し又は新たな災害復旧事業の創設をお願いしたい。 

５ 有明海・八代海は閉鎖性が高く、流れ込んだプラスチックごみは多くが外洋に出ず、海域内を
回遊するため、ごみを排出した自治体と回収する自治体が異なる状況である。また、海洋プラス
チックごみは、河川を通じて海洋に流れ出したものが多く、一度河川へ流出したごみを海洋で回
収するには非常に大きなエネルギーが必要となる。陸域及び水路や河川での回収や海洋へ排出さ
れないような仕組みづくりが必要である。 
さらに、同海域を回遊する過程でプラスチックの劣化が進み、マイクロプラスチックとなって

蓄積することも懸念される。当海域では、令和元年度及び令和２年度、国土交通省の海洋環境整
備船によるマイクロプラスチックの調査・分析試験が実施されており、さらに、経年変化が確認
できれば、より実態解明が進み効果的な対策が可能になると思われるため、調査の定期的かつ継
続的実施をお願いしたい。 

 ６ 特定外来生物スパルティナ属は、陸地化等干潟環境の悪化を招く恐れがあり、海岸近くの河口
域に生育する当該種は、国内においては愛知県、山口県及び熊本県のみで生育が確認されている。
愛知県ではほぼすべてが防除され、本県では平成２３年に有明海、八代海に注ぐ３河川で確認さ
れた後、これまでの防除により、現在大規模な群落が存在するのは１河川のみとなっている。当
該河川において、現在、環境省九州地方環境事務所、県（スパルティナ属対策協議会）が協力し
ながら防除を実施しているが、スパルティナ属は繁殖力が強く、短期間で防除することが望まし
いことから、短期間で防除を行うための予算額の確保とともに、防除後の再発箇所への対応など
継続的な活用を可能とする生物多様性保全推進支援事業の拡充をお願いしたい。 
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国立公園への誘客の推進に関する対策等への支援 
【環境省】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

○  国立公園満喫プロジェクトを通じて、2020年の訪日 

外国人の国立公園利用者倍増に向けて取り組んできた 

ところであるが、新型コロナウイルス感染症拡大の影 

響により利用者数は大幅に減少している。令和３年度 

からも国立公園満喫プロジェクトは、継続されており、 

インバウンドのみならず国内誘客の強化等にも取り組む 

必要がある。 
 

〇  阿蘇を体感できる宿泊施設の誘致や雲仙・天草国立 

公園における利用拠点施設のリニューアルなど、国立 

公園への誘客を推進するための対策に取り組む必要が 

ある。 
 

○  阿蘇の観光を代表する中岳火口園地の整備等について 

は、関係機関が連携して実施していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 世界水準のナショナルパークを目指す「国立公園満喫プロジェクト」に選定されている

阿蘇くじゅう国立公園においては、交流人口の更なる拡大に向けて地元市町村等と連携し

て受入環境整備に取り組んでいる。「国立公園満喫プロジェクト」は令和２年度（2020年度）

を目標年度とし取り組まれてきたが、令和３年度からも対象の公園を８カ所から全３４国

立公園へ拡大するなどとし、取組みが継続されている。 

国においては、阿蘇くじゅう国立公園及び雲仙・天草国立公園への誘客の推進に向けた

取組みについて引き続き支援をお願いしたい。 

１ 阿蘇の雄大な景観を代表する草千里をはじめとした草原景観の維持・再生、阿蘇くじ

ゅうを体感できる公園内への宿泊施設誘致に係る適地調査、インフラの整備やワーケー

ションの取組みなど、誘客の推進に向けた取組みに対する財政支援をお願いしたい。 

２ 雲仙・天草国立公園における利用拠点施設（展示施設）のリニューアルなど、自然公

園施設への誘客を推進するための改修・整備について、必要な予算額の確保をお願いし

たい。 

３ 中岳火口見学への観光客回復に向けた取組みについて引き続き支援をお願いしたい。 

提案・要望事項 

【中岳火口周辺園地（避難壕6基）の現況】 

【利用拠点施設（展示施設）のリニューアル】 
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「持続可能な社会の実現」に向けたプラスチック対策 
 

【農林水産省、経済産業省、環境省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ プラスチック資源循環促進法施行に伴う財政措置 

プラスチック使用製品の廃棄物の排出を抑制し、市町村による再商品化並びに事業者による

自主回収及び資源化を円滑に進めるには、プラスチック資源循環促進法施行後の各々の取組み

を後押しするための十分な予算確保が必要。 

また、現在、市町村が行っている資源ごみとしてのプラスチックの回収は、容器包装に係る

分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以下、「容リ法」という。）の対象となるプラス

チックが中心である。 

・容リ法対象プラスチック（１品目以上）の分別回収実施：３９団体/県内４５市町村 

・容リ法対象外のプラスチック製品の分別回収実施   ：９団体/県内４５市町村（R3.6現在） 

プラスチック資源循環促進法施行により、容リ法の対象如何に関わらずプラスチックを新た

に分別収集し負担増となる市町村に対し、財政措置の支援を行うことが必要。 

２ 製品の設計・製造段階での資源循環の促進 

    プラスチックに係る資源循環の促進を図る中で、製品の設計・製造段階における県レベルの

対応は困難であり、国レベルの対応が必要となる。プラスチック使用製品製造事業者等が「プ

ラスチック使用製品設計指針（環境配慮設計指針）」に沿った取組みを積極的に進めるよ

う関連施策の充実を図っていただきたい。特に以下の課題への対応をお願いしたい。 

（１） 令和元年度一般廃棄物実態調査（環境省）によると、一般廃棄物のプラスチックごみのう

ち、容リ法に基づきリサイクルされるプラスチックは全国平均で２２．６％（本県推計）に

留まっている。リサイクル率が高い欧州では、容器包装はリサイクルしやすい単一素材が多

２０５０年までに海洋プラスチックごみによる新たな汚染ゼロを目指す「大阪ブル

ー・オーシャン・ビジョン」の実現には、持続可能なプラスチックごみ対策が必要であ

り、そのためには、県レベルの取組みだけでは解決できず、国レベルでの政策、制度、

支援等の対応が不可欠な課題が多く存在している。「プラスチックに係る資源循環の促

進等に関する法律」（以下、「プラスチック資源循環促進法」という。）の施行に向け、

国のリーダーシップのもと取り組んでいただきたい。 

１ プラスチック対策に係る十分な予算確保、特に、「プラスチック資源循環促進法」の

施行に伴い負担増となる市町村に対し、財政措置の支援をお願いしたい。 

２ 「プラスチック資源循環促進法」に基づき策定される「プラスチック使用製品設計指

針」に係る取組みの充実を図る中で、以下についての対応をお願いしたい。 

（１）「複合材」及び塩化ビニル系プラスチック素材の縮減 

（２）生分解性プラスチック製品の品質面での規格化等 

（３）災害時に使用するプラスチック製品の規格化や推奨使用期間の明示等 

 

提案・要望事項 
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く利用されているが、日本ではいくつかの異なる材質の素材を張り合わせた「複合材」が多

い。「複合材」については、分別・リサイクルが困難なため、削減に向けた措置が必要。 

塩化ビニル素材は、リサイクルはしやすいが、焼却時に塩素ガスが発生するため、燃料と

しての活用に向かない。国内での塩化ビニル製品の材料としてのリサイクルには限界があり、

将来、国内処理が厳しくなることから、塩化ビニル素材の縮減が必要。 

（２）  農業などにより排出されるプラスチックを削減するためには、自然環境中で分解する「生

分解性プラスチック製品」の普及が有効である。生分解性プラスチック製品として最も利用

されている「（農業用）生分解性マルチ」については、価格は依然高いものの、機能面では改

良が進み、メリットも大きい。しかし、細片の分解残、生分解されない石油由来成分等の土

壌への残留などの課題がある。 

園芸農業が盛んである本県を含めて、全国的に生分解性製品を普及させるためには、製品

の安全性や利用者の利便性を高める必要があり、品質面での規格化や安価でメリットが大き

い製品の開発等が必要。 

（３）   近年自然災害が多発する中、本県では平成２８年熊本地震及び令和２年７月豪雨において、

ブルーシートや土のうが応急的な対策に多く使用された。ブルーシートや土のう袋もプラス

チック製品であり、長時間の使用により激しく劣化し、マイクロプラスチックとしての流出

が懸念される。製品によって耐久性に差があり、使用期間を考慮する必要があることから、

製品の規格化や推奨する使用期間を明示することが必要。 
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「水銀フリー社会」の実現に向けた施策の推進 
 

【経済産業省、環境省】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【現状・課題等】 

○ 水俣病を経験した熊本県は、平成25年10月に熊本市・水俣市で開催された「水銀に関する水俣

条約外交会議」において、水銀を使用しない社会の実現を目指す「水銀フリー熊本宣言」を行い、

「水銀フリー社会」の実現に向けて検討会を開催し、情報発信や専門家の育成等に積極的に取り組

んでいる。 

○ 国内外における「水銀フリー社会」の実現を効果的かつ強力に推進するためには、水銀削減の必

要性の理解促進など、「水銀フリー社会」の実現に向けて必要な取組みを地方公共団体と連携して

行うとともに、国内外に向けた情報発信を行う必要があり、国による積極的な取組みが不可欠であ

る。 

○ さらに、水銀含有廃棄物の回収、国内外への情報発信など、「水銀フリー社会」実現に向け、先導

的に事業に取り組む地方公共団体への財政的支援をお願いしたい。 

 

【参考】水銀フリーに関する取組み等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

水銀フリーの取組みが全国的に広がり、「水銀フリー社会」が、より早期に実現するよ

う、次の施策を推進していただきたい。 

１ 水銀削減の必要性の理解促進、水銀含有製品の使用削減や代替製品への転換促進及

び水銀含有製品の適正処理の理解促進など、「水銀フリー社会」の実現に向けて必要な

取組みを地方公共団体と連携して行うとともに、広く国内外に情報発信を行っていた

だきたい。 

２ 「水銀フリー社会」の実現に向けて取り組む地方公共団体の動きが加速化するよう、

財政的支援をお願いしたい。 

提案・要望事項 

【目標】 

 

【必要な施策】 
  
〇水銀削減に関する理解促
進、代替製品への転換促進 

 
〇国内外における水俣条約の 
意義等の理解促進 
 

〇回収・処理・保管の各段階  
 における水銀管理の適正化 
 
〇国外の水銀専門家の育成 
 

 

①水銀の使用削減等に 

関する検討会の開催 

 

○水銀削減、代替製品促進 
 
○水銀含有廃棄物の適正処 
   理の推進 

 

 ②国内外への情報発信 

 

③水銀研究留学生への支援 
（奨学金制度） 

 

の
実
現 

「
水
銀
フ
リ
ー
社
会
」 

国
内
外
に
お
け
る 

  

【課題】 
  

〇水銀削減に関する理

解、代替製品の普及 

 

〇水銀含有製品の適正

処理への理解 

 

〇国外における人材 

育成 

 

【熊本県の取組み】 
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地下水の硝酸性窒素対策への支援 
 

【厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省】 
 
 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 地下水は水循環基本法により「国民共 

有の貴重な財産であり、公共性の高いも 

の」として位置付けられており、地域の 

特性に応じた水資源保全に取り組むこと 

が重要である。 

２ 本県は、水道水の約8割を地下水に依 

存し、また、地下水が県民生活や産業活 

動の基盤となっていることから、貴重な 

財産である地下水を豊富かつきれいな姿 

で将来に引き継ぐ必要がある。 

３ 本県では、これまで、硝酸性窒素によ 

る地下水汚染の要因とされる生活排水、 

家畜排せつ物の適正処理・管理や肥料の 

使用量の適正化など窒素負荷の削減対策 

と併せて地下水の涵養量を増大させる対策に取り組んできた。その結果、硝酸性窒素濃度の経年 

的傾向は全体平均としては横ばい又は微減と、一定の効果が現れてきていると考えられる。 

４ しかしながら、一部の地域では硝酸性窒素等の濃度が上昇傾向を示す地点が見られることや、 

原因物質の地下水質への影響メカニズムには未解明な部分も多いことから、将来的な地下水汚染 

の拡大が不安視される地域もある。 

５ こうしたことから、本県では、引き続き硝酸性窒素等の削減対策、地下水質のモニタリング 

や汚染メカニズム解明、地下水量の保全対策に取組むとともに、平成27年（2015年）4月には 

「熊本県地下水と土を育む農業推進条例」を施行し、農業の持続的発展を通した地下水保全と 

土づくりに関する恒久的な取組みを開始したところである。 

６ 国においては、地方公共団体が取組む硝酸性窒素等の削減対策、地下水質モニタリングや汚染 

メカニズム解明調査などに対し技術的・財政的支援をお願いするとともに、引き続き、本県の地

下水と土を育む農業推進のため、環境保全型農業直接支払の取組拡大、家畜排せつ物の堆肥化や

広域流通に必要な施設の整備及び調査研究などの取組みへの支援をお願いする。 

 

 

限りある資源である地下水を豊富かつきれいな姿で将来に引き継ぐため、地下水の硝酸

性窒素による汚染メカニズムの解明や、地下水への窒素負荷の削減対策に対する技術的・

財政的支援を行っていただきたい。 

 

提案・要望事項 

 

0

2
4
6

8
10
[mg/L]

0

2
4
6

8
10
[mg/L]

地下水の硝酸性窒素の濃度分布（H19～R1） 

環境基準 

10mg/L以下 
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動物保護施設の整備に係る補助事業の拡充 
 

【環境省】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

１ 「動物収容・譲渡対策整備費補助事業」の概要 

  犬猫保管施設の新築・改築・改修等の事業に対して、補助金を交付。交付先は自治体で、補助

率は 1/2。希望する自治体で案分されるため、希望自治体が多い場合は補助額が少なくなること

がある。また、当該補助制度は年度内に発注及び完成する事業が対象であり、事業期間が複数年

に渡る事業については、補助対象となっていない。 

  予算額 H30：145百万円 、R1：203百万円 、R2：257百万円 

 

２ 熊本県動物愛護センターの概要 

 ・ 昭和54年（1979年）に建設（築39年）。平成29年（2017年）4月に、「動物管理センター」

から「動物愛護センター」へ名称を変更し、運営方針も「管理」から「愛護」に転換した。 

・ また、「殺処分ゼロを目指す」取組みの強化等により安楽死処分数が激減するが、センター

での保護動物数が累増（令和3年（2021年）8月26日現在：犬98頭、猫23頭）している。 

  ※以前は、週１回殺処分を行っていたため、保護動物の累積はなかった。 

 

３ センター整備等について 

老朽化と併せて、センターが「管理」から「愛護」へと役割を拡大したことから、譲渡拡大の

ための適正な飼養環境や、保健所と連携した動物愛護行政の現場司令機能など、将来的な機能強

化に関して、平成30年度（2018年度）に有識者等によるあり方検討が行われた。また、令和元

年度（2019年度）は、あり方検討会の報告を踏まえ、センター整備に係る基本計画を策定した。 

当該計画に基づき、新しい愛護センターの建設に向けた造成設計や造成工事等の予算を令和 3

年（2021年）度予算で確保しており、造成工事及び建築工事を令和 3年度（2021年度）から令

和5年度（2023年度）にかけて行う予定としている。 

 

熊本県においては、「殺処分ゼロを目指す」取組みを強化し、安楽死数は大幅に減少し

たが、一方で、県動物愛護センター（以下「センター」という。）での保護犬猫が累増し

ている。そこで、本県では令和元年度にセンター整備に係る基本計画を策定し、その中で

新たなセンターの整備が必要としたところである。 

センター整備については、環境省の「動物収容・譲渡対策整備費補助事業」による補助

制度があるが、予算額を補助希望自治体で案分されるため、希望自治体が多い場合は十分

な補助が受けられない恐れがある。また、当該補助制度は年度内に発注及び完成する事業

が対象であり、事業期間が複数年に渡る事業については、補助対象となっていない。 

ついては、当該補助事業を拡充し、更なる財政支援を講じていただくとともに、複数年

に渡る事業も補助対象とするよう見直しを行っていただきたい。  

 

 

提案・要望事項 
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治安基盤の整備充実 
 

【総務省、警察庁】 
 
 

 

 

 

 

【現状・課題等】 

○ 本県においては、新型コロナウイルス感染症による社会の変容に的確に対応するとともに、平

成２８年熊本地震及び令和２年７月豪雨からの創造的復興を本県の発展につなげ、地方創生を実

現するための施策に取り組んでいるところであり、これらを支える地域社会の安全・安心の確保

に向けた取組が必要不可欠である。 

  そこで、本県警察においては、昨今増加傾向にあるストーカー・ＤＶ事案、児童虐待事案等人

身安全関連事案への迅速・的確な対応、サイバー空間や先端技術の利用拡大に伴い変化するサイ

バー犯罪への対策強化を始め、「電話で『お金』詐欺」（本県における特殊詐欺の呼称）への対応、

テロ等緊急事態対処能力の強化など近時の課題に対する治安対策に加え、令和２年７月豪雨災害

からの創造的復興に関して、引き続き行われる復旧・復興関連事業に絡む犯罪の取締りや災害に

乗じた詐欺等犯罪被害から県民を守る活動に取り組んでいく必要がある。 

  このような中、本県の警察官一人当たりの負担人口（５８２人）は、全国平均（４９９人）は

もとより九州各県の平均（５０５人）を大幅に上回り、九州内で最も高い状況にあることから、

前記の課題に的確に対応し、安全で安心して暮らせる熊本を実現するためには、警察官の増員に

よる人的基盤の充実を図っていただきたい。 

 

[九州各県の警察官一人当たりの負担人口] 

全国 九州 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 佐賀 福岡 長崎

負担人口 499 505 582 558 546 542 512 484 472 446

400

450

500

550

600

（人）

 
注：外国人住民を含む県内人口に基づく警察官の政令定数（地方警務官を除く。）の人口負担率として換算 

 

 

安全で安心して暮らせる熊本の実現のため、警察官の増員による人的基盤の充実を図っ

ていただきたい。  

提案・要望事項 



 

 


